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 評価実施機関名

金沢市長

 公表日

令和7年9月5日

特定個人情報保護評価書（重点項目評価書）

評価書番号  評価書名

18 介護保険に関する事務　重点項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

金沢市は、介護保険に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態
を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライ
バシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項



項目一覧

Ⅴ　評価実施手続

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２）　変更箇所

Ⅳ　開示請求、問合せ

Ⅰ　基本情報

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　リスク対策



介護保険法に基づき、以下の事務を行う。
①６５才年齢到達や死亡・転入・転出等の資格異動に伴う被保険者資格の得喪認定
②認定の申請に伴う認定調査、認定審査会による介護度の認定
③所得等の情報を元にした軽減措置等の適用、保険料計算及び賦課
④保険料の徴収、滞納整理
⑤被保険者の介護サービス及び総合事業サービスの利用に関する給付

また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」とい
う。）の別表の項番１００の規定により、以下の事務において個人番号を利用する。

・介護保険法（平成九年法律第百二十三号）による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実につ
いての審査又はその届出に対する応答に関する事務
・介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務（前号及び次号に掲げるものを除
く。）
・介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付
又は同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給に関する事務
・介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第
二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又
はその申請に対する応答に関する事務
・介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第
三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審
査又はその申請に対する応答に関する事務
・介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に
係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
・介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費
等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事
務
・介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務
・介護保険法第六十七条又は第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務
・介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務
・介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関する事務（第一号から第三号まで及び次号に掲げ
るものを除く。）
・介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務
・介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
・介護保険法第二百三条第一項の資料の提供等の求めに関する事務

前項第二号、第三号（介護保険法第十八条第二号の予防給付及び同法第百十五条の四十五の三第二項
の第一号事業支給費に係る部分を除く。）、第六号、第七号（同法第六十条の介護予防サービス費等の額
の特例に係る部分を除く。）及び第八号から第十号までの規定は、健康保険法等の一部を改正する法律（平
成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同
法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設に係
る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、これらの規定中「介護保
険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおそ
の効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法」と読み替えるものとする。

＜中間サーバー・番号連携システムにおける事務の内容＞
・新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（番号連携シ
ステム要件）
・番号法に基づく主務省令第２条の表に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネット
ワークシステムに提供する。（番号連携システム、中間サーバー要件）
・番号法に基づく主務省令第２条の表に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネット
ワークシステムを使用して取得する。（番号連携システム、中間サーバー要件）

＜サービス検索・電子申請機能における事務の内容＞
サービス検索・電子申請機能から介護保険被保険者証等再交付申請書などの受理を行う。

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満

]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 介護保険に関する事務

 ②事務の内容

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満



＜資格・賦課＞
・資格取得／喪失機能
　６５才年齢到達や死亡・転入・転出による介護保険資格の取得／喪失処理を行う。
・資格照会機能
　被保履歴、異動履歴、証交付履歴の画面照会を行う。
・資格変更機能
　資格情報の修正等の処理を行う。
・保険証関連機能
　被保険者証等の出力処理を行う。
・賦課処理機能
　賦課計算、納入通知書出力、減免情報の入力、徴収方法変更等の処理を行う。
・賦課照会機能
　賦課額及び期別賦課額等の賦課情報の照会を行う。
＜収納＞
・調定情報管理機能
　賦課異動情報を取り込み調定情報を登録・更新する。
・収入金管理機能
　窓口徴収、特別徴収、金融機関の入金情報を元に消込処理を行う。
・口座振替管理機能
　口座振替を希望する被保険者の口座から金融機関送付用のデータ作成、各種帳票の作成を行う。
・収納情報管理機能
　納付義務者の収納状況を表示する。
・過誤納管理機能
　過誤納データを元に過誤納金の充当・還付処理を行う。
・督促管理機能
　督促状の発行、発行停止等の処理を行う。
・返戻・公示機能
　住所不明などの返戻情報を入力し、公示送達処理を行う。

＜滞納＞
・滞納情報照会機能
　滞納者の検索及び滞納情報、処分情報を照会する。
・滞納情報管理機能
　滞納者整理状況、滞納者把握情報を管理する。
・催告管理機能
　滞納者に対する催告書及び納付書を出力する。
・滞納整理情報管理機能
　滞納者の整理情報（繰上徴収・納付委託・分割納付・徴収猶予・延滞金減免）を登録・管理する。
・滞納処分管理機能
　滞納者に対する処分の停止、時効の中断登録・管理を行う。
・換価・配当管理機能
　公売対象の財産情報、公売対象財産の換価後配当金の計算、滞納金額への充当処理を行う。
・不納欠損管理機能
　時効予定者、不納欠損者の登録管理を行う。

＜認定＞

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

 システム1

] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] その他 （ 認定審査会システム、福祉保健総合システム、申請管理システム )

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○[
 ③他のシステムとの接続

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称 介護保険システム

 ②システムの機能

[



] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

)

①宛名管理機能
・既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバー内の統合宛名DBに反映
を行う。

②統合宛名番号の付番機能
・個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。

③符号要求機能
・個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供用個人識別符
号の取得要求・取得依頼を行う。
・中間サーバーから返却された処理通番は住基GWへ送信する。

④情報提供機能
・各業務で管理している主務省令第２条の表の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行
う。

⑤情報照会機能
・中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、各業務システム
にファイル転送を行う。

○

[

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [ ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

[ ○ ] その他 （
中間サーバー、国民健康保険事務処理標準システム、介護保険システム、福
祉保健総合システム、健康情報システム、子ども・子育て支援システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 番号連携システム

 ②システムの機能



] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

[ ] その他 （ )

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

 システム3

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

①符号管理機能
・情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と情報保有機関内で個人を特定するために利用
する「団体内統合宛名番号」を紐付け、その情報を保管・管理する。

②情報照会管理機能
・情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領（照会し
た情報の受領）を行う。

③情報提供機能
・情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の提供
を行う。

④既存システム接続機能
・中間サーバーと既存業務システム、番号連携システム及び既存住民基本台帳システムとの間で情報照会
内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。

⑤情報提供等記録管理機能
・特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。

⑥情報提供データベース管理機能
・特定個人情報（連携対象）を副本として保管・管理する。

⑦データ送受信機能
・中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェースシステム）との間で情報照会、情報提供、
符号取得のための情報等について連携する。

⑧セキュリティ管理機能
・特定個人情報（連携対象）の暗号化及び複号や電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与されてい
る署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム（インターフェースシステム）
から受信した情報提供ネットワークシステム配信マスター情報を管理する。

⑨職員認証・権限管理機能
・中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報（連携
対象）へのアクセス制御を行う。

⑩システム管理機能
・バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れの情報を削除する。



○

[ ○ ] その他 （

戸籍システム、健康情報システム、介護保険システム、市営住宅管理システ
ム、福祉保健総合システム、後期高齢者医療制度保険料徴収システム、国民
健康保険事務処理標準システム、国民年金受付システム、子ども・子育て支援
システム、申請管理システム

)

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム5

 ①システムの名称 既存住民基本台帳システム

 ②システムの機能

①住民記録管理機能
・住民基本台帳法に規定する住所、氏名、生年月日、性別、続柄、世帯等の基本項目の管理を行い、住民
基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を更新するため、４情報（氏名、住所、生年月日、性別）等の
提供を行う。また、転入届に基づき住民票の記載をした際は、転出元市町村に対して記録事項を通知（転入
通知）し、住民の異動で本籍地が本市以外の場合は、本籍地に修正をすべき事項を通知（附票通知）する。

②住民票の写し等の交付機能
・住民からの交付申請に応じて住民票の写し等の発行を行う。

③住民基本台帳の統計機能
・異動種別や人口動態の集計表を作成する。

④法務省への通知事項の作成機能
・外国人住民票の記載等に応じて、市町村通知の作成を行う。

⑤連携機能
・国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療などの住民票記載項目及び庁内事務で使用する住民情報の
連携を行う。

<<本事務における使用機能及びその使用目的>>
・被保険者及びその世帯員の住民票異動情報を基に遅滞なく把握し、擬制世帯主を含む被保険者の資格
情報等を最新化するために住民記録管理機能を使用する。

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 ②システムの機能

①本人確認
・窓口における本人確認のため、提示された個人番号カード等を元に住民基本台帳ネットワークシステムが
保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示する

②本人確認情報検索
・統合端末において入力された４情報（氏名、住所、性別、生年月日）の組み合わせをキーに本人確認情報
の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する

 システム4

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム（市町村ＣＳ部分について記載）



[ ] その他 （ )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム8

 ①システムの名称 金沢市システム（アクセス）

 ②システムの機能

①給付実績等抽出
②給付実績等集計

[ ○ ] その他 （ 介護保険システム )

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム7

 ①システムの名称 認定審査会システム

 ②システムの機能

①認定情報照会・検索機能
②認定情報更新機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 市税滞納管理システム )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 税務システム

 ②システムの機能

①課税情報管理機能
・各税目ごとに課税情報の管理を行う。

②賦課機能
・賦課内容を管理し、更正若しくは決定を行い、本人あて通知する。

③収納滞納管理機能
・収納・滞納状況を管理し、督促状等の発送及び還付・充当処理を行う。

④宛名管理機能
・納税者の宛名等を管理する。

<<本業務における使用機能及びその使用目的>>
・被保険者及びその世帯員の所得情報を遅滞無く把握し、被保険者の自己負担割合等の情報を最新化す
るために課税情報管理機能を使用する。



 システム16～20

 システム11～15

[ ○ ] その他 （
介護保険システム、福祉保健総合システム、健康情報システム、こども・子育
て支援システム、サービス検索・電子申請機能

)

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

 システム10

 ①システムの名称 申請管理システム

 ②システムの機能

①シリアル番号紐付け機能
・既存住基システムからシリアル番号データ、住登者宛名データを受領し、シリアル番号と宛名データの紐付
け情報を申請管理システム内のDBに反映を行う。

②申請データ取り込み機能
・住民が電子申請を行った際の申請データを取り込み、DBに格納を行う機能。

③申請者特定機能
・申請データ内のシリアル番号と、シリアル番号紐付け機能で取得した紐付け情報又は基本４情報により、
申請者を特定する。

④申請内容確認機能
・申請データの内容を確認する機能。申請内容の照会、ステータス更新、シリアル番号から申請者を特定で
きなかったデータの宛名番号入力を行う機能。

⑤申請データ連携機能
・申請データについて、各業務システムにファイル転送を行う。

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム )

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム9

 ①システムの名称 サービス検索・電子申請機能（介護ワンストップサービス）

 ②システムの機能

①申請や届出手続きの検索
②オンライン申請

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [



]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施する

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名 福祉健康局介護保険課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 福祉健康局介護保険課

[

 ３．特定個人情報ファイル名

 ７．他の評価実施機関

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表の100の項

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠

・番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び主務省令第２条の表
（主務省令第２条の表における情報提供の根拠）
主務省令第２条の表の1，2，3，4，5，6，９，13，24，33，37，41，46，53，56，57，72，75，78，79，104，105，
116，120，124，126，130，142，143，152，155の項
（主務省令第２条の表における情報照会の根拠）
主務省令第２条の表の123，124の項

 ４．個人番号の利用 ※

介護保険情報ファイル



○

[

] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ] 雇用・労働関係情報 ○

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

100項目以上

[

[

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

]
1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※ 本市の介護保険の資格を有する者

 その必要性
介護保険業務における事務処理に利用する。
・番号法第９条第１項及び別表の１００の項の規定による
・番号法第19条第８号及び主務省令第２条の表の規定による

 ④記録される項目

 ②対象となる本人の数

 １．特定個人情報ファイル名

介護保険情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報 ] 児童福祉・子育て関係情報 [ ○○

[ ○ [

 ⑥事務担当部署 福祉健康局介護保険課

 ⑤保有開始日 平成27年10月以降

 全ての記録項目

 その妥当性

[ ○ [ ○

[

・業務関係情報

[

[ ○

）

・個人番号、その他識別情報（宛名番号）：本人確認を正確に行うために必要
・５情報：保険料賦課を正確に行うために必要
・連絡先（電話番号等）：各種申請内容の確認を行うために必要
・地方税関係情報：保険料の計算、負担限度額の認定及び利用料負担割合の判定に必要
・医療保険関係情報、障害者福祉関係情報、介護・高齢者福祉関係情報：保険給付を正確に行うために必
要
・生活保護・社会福祉関係情報：被保険者の資格確認を行うために必要
・年金関係情報：保険料の徴収方法を決定するために必要

[



[ ○

[

5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

介護保険業務に関する以下の事務において使用する。

①介護保険資格の取得・喪失判定
②資格情報の照会、変更
③被保険者証等の出力
④賦課計算及び納入通知書出力
⑤賦課情報の照会
⑥収入金の管理
⑦口座振替のための金融機関送付用データ作成、帳票作成
⑧収納情報の照会
⑨過誤納金の充当・還付
⑩督促状の発行、発行停止
⑪滞納者に対する処分
⑫介護認定や事業対象者の申請情報、審査・判定結果情報の登録・管理
⑬介護認定調査の調査員情報、調査結果情報の登録・管理
⑭介護認定審査会の委員情報、合議体情報の登録・管理
⑮介護保険レセプト情報の審査結果情報の登録・更新
⑯過誤申立書の入力・管理
⑰高額介護サービス費（相当費）の申請受付、計算、支給
⑱高額医療介護合算サービス費（相当費）の申請受付、計算、支給
⑲住宅改修、特定福祉用具購入に係る費用の償還払いの申請受付、審査、支給
⑳負担限度額に係る申請受付・審査・証発行
㉑利用料負担割合の判定・証発行

また、番号法第19条第８号及び主務省令第２条の表に規定された情報連携を実施するために使用する。

○ 庁内LAN ）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

（
石川県後期高齢者医療広域連合、石川県国民健康保険団体連合会、各保険
者

100人以上500人未満

）

[ ] 民間事業者 （

介護保険被保険者の資格賦課・保険料の徴収・給付業務の適切な実施のため。

 ①入手元　※

[ ○

 ⑥使用開始日 平成28年1月1日

 情報の突合

・申請内容と住民票関係情報を突合し、被保険者情報を確認する。　【上記：①～③】
・被保険者情報、地方税関係情報及び年金給付情報を突合し、賦課計算等を行う。【上記：④⑤】
・賦課情報と収入金情報を突合し、収納・滞納情報の更新等を行う。【上記：⑥～⑪】
・申請内容と認定審査会結果・判定結果を突合し、認定・事業対象者情報を確定する【上記：⑫～⑭】
・被保険者情報、認定情報、地方税関係情報及び医療保険給付関係情報等を突合し、給付額の決定等を
行う。【上記：⑮～㉑】
・符号を突合し、他機関と番号法第19条第８号及び主務省令第２条の表に規定された情報連携を行う。

 ⑤使用方法

[ ○

 ③使用目的　※

 使用部署 介護保険課、市民課、元町福祉健康センター、駅西福祉健康センター、泉野福祉健康センター

 ３．特定個人情報の入手・使用

 使用者数

 ④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [ ○

[

 ②入手方法

）

[

] その他

[ ○

[

他市区町村（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （
市民課、市民税課、生活支援課、保険年金課、障害福祉
課

）

[ ○ （

○ ] 紙 [ ○

厚生労働省、日本年金機構、内閣府

○ ] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）



委託先から再委託の理由、再委託先の管理・監督方法、再委託先の名称、代表者及び所在地、再委託する
業務内容、再委託する業務に含まれる情報の種類、再委託先のセキュリティ管理体制等により判断の上、
本市、委託業者、再委託業者の間で個人情報の機密保持に関する協定を結び、委託業者に第三者への委
託承諾申請書を提出させ協定を結ぶ。

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人以上50人未満

委託する

1

1） 再委託する 2） 再委託しない

介護保険システム維持管理業務

 委託事項16～20

 委託事項6～10

 委託事項2～5

[

[

[

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

 委託事項11～15

再委託する

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※

介護保険システムの品質管理、問題点管理、ＱＡ対応

 委託事項1

 ①委託内容

介護保険システムの開発、運用、保守等を行う。また、介護保険システム（現行）においては、専用ネット
ワークを利用して、本市に設置する端末とサーバーとを接続し、介護保険システムファイルを管理する。な
お、介護保険システム（次期）においては、ガバメントクラウドとしデータセンターでの運用に置き換わる。

※本市においては、現在、新しい介護保険システムの導入を行っていることから、現在利用している介護保
険システム固有の事項については「介護保険システム（現行）」、新しい介護保険システム固有の事項につ
いては「介護保険システム（次期）」と明記する。

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 ③委託先名

再
委
託



[ [

[ [

[

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

10万人以上100万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

[

[

[ [

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] 行っていない

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先3

全国健康保険協会 提供先1

] 提供を行っている 3 ） 件

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の２

情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[ ○

全国健康保険協会

[ ] その他 （

 提供先2～5

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の３

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

] フラッシュメモリ

）] その他 （

] 電子メール

[ ○ [

] 移転を行っている （

介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

] フラッシュメモリ

）

 提供先2 健康保険組合

 提供・移転の有無

 ③提供する情報

（ ○28

介護保険被保険者

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の６

 ③提供する情報
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるも
の

10万人以上100万人未満



] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害
児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

＜選択肢＞
1） 1万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ②提供先における用途
船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によ
るものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途

] その他 （

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

[

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の７

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

[

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）] その他 （

 提供先4 全国健康保険協会

 提供先5 都道府県知事

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[ ] その他 （

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

 ①法令上の根拠

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

）

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

[ [] フラッシュメモリ

番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１１

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の１５

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ②提供先における用途
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援
給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主
務省令で定めるもの

 ②提供先における用途
予防接種法による給付（同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。）の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の３８

 ③提供する情報
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付
の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[ ] その他 （

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

）

 提供先8 都道府県知事

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

] 情報提供ネットワークシステム

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の２７

 ③提供する情報 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

[ ] その他 （

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 提供先7 市町村長

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

5） 1,000万人以上

] 専用線] 情報提供ネットワークシステム

 ①法令上の根拠

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 提供先6 市町村長

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



[ ] その他 （

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ②提供先における用途 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

）

 提供先11～15

 提供先11 国家公務員共済組合

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の６５

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の５６

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

[

[ ] その他 （

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 提供先10 日本私立学校振興・共済事業団

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の４２

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[ [] フラッシュメモリ

 提供先9 都道府県知事等

] 情報提供ネットワークシステム

[ ] その他

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

）

] 電子メール

（

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[ [

[

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 情報提供ネットワークシステム

＜選択肢＞
1） 1万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

] フラッシュメモリ



[

）

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] その他 （[

] 情報提供ネットワークシステム

[

[ [

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ [

番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の６９

[

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

 提供先12 市町村長又は国民健康保険組合

 ①法令上の根拠

 ②提供先における用途 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ [

[

[ [

 ③提供する情報
国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令
で定めるもの

] フラッシュメモリ

）[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] その他 （

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の７０

 提供先13 市町村長又は国民健康保険組合

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

[

[

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ [

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

[

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

○ ] 情報提供ネットワークシステム

] その他 （



4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] その他 （

[] フラッシュメモリ

地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）] 電子メール

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

] 情報提供ネットワークシステム

 ②提供先における用途 災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

[ ○ [

[

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ）

[

[

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先15 地方公務員共済組合

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の８０

 提供先14 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の８３

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] その他 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先16～20

 提供先16 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の８６

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ②提供先における用途 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者



[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

）

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

＜選択肢＞
1） 1万人未満

] その他 （ ）

] その他 （ ）

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ②提供先における用途 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ②提供先における用途
災害弔慰金の支給等に関する法律による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の
貸付けに関する事務であって第百十条で定めるもの

 ②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先17 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の８７

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] その他 （

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先18 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の108

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先19 後期高齢者医療広域連合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の115

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満



3） 10万人以上100万人未満

）[

5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 ②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

 ②移転先における用途 住民票に介護保険の資格情報を印字するため

）

 ③移転する情報

随時 ⑦時期・頻度

 ①法令上の根拠 住民基本台帳法第７条の１０の３

介護保険の資格情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

[ ] フラッシュメモリ [

[

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

] その他 （

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 移転先1 市民課

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先20 後期高齢者医療広域連合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の116

 ③提供する情報
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子メール

介護保険被保険者
 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ○ ] その他 （ 庁内LAN

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[ [

[ [
 ⑥移転方法

] その他 （ ）

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

10万人以上100万人未満

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満



 移転先16～20

○ ] その他 （ 庁内LAN

 ③移転する情報 介護保険の資格情報、要介護度（事業対象者）及び認定有効期間

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 ⑦時期・頻度 毎月中旬

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

1万人未満

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

前年中に本市の介護保険料を納付した者

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 介護扶助の算定に利用するため

] その他 （ ）

毎年１月上旬

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[ ○

[

 移転先2 市民税課

[

 ①法令上の根拠 番号法第９条２項

生活支援課

 ②移転先における用途 社会保険料控除の適用のため

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

 ①法令上の根拠 番号法第９条２項

 移転先3

[

[

 ③移転する情報 前年中の介護保険料納付済額

 ⑥移転方法

[ [

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[

[ [

[ [

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満

 移転先6～10

 移転先11～15



 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※

<本市における措置>
①生体認証装置を設置した、あらかじめ許可された者のみが入室できる場所のサーバラック内のサーバー
に保管し、一部のものは記憶媒体に書き出して保存している。
②紙媒体は、施錠された保管庫に保存している。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録され
たクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス
事業者が実施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。
・ＩＳＯ/ＩＥＣ27017、ＩＳＯ/ＩＥＣ27018の認証を受けている。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業が保有・管理する環境に構築する中間サーバーのデータベース
内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
　ガバメントクラウドにおいては、政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラウ
ドサービス内に構成される領域に特定個人情報ファイルが保管され、認可された者だけがアクセスできるよ
う適切な入退室管理策等の物理的対策を実施するものとなっている。



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

（別紙２）参照



]
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
[ 行っている ユーザ認証の管理

]

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

十分である

[ 十分である

3） 課題が残されている

3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である

＜選択肢＞

＜不適切な方法で入手が行われるリスク＞
・申請等の際、特定個人情報を介護保険に関する事務に利用する旨の説明を十分に行う。
・申請書等に利用目的を明記する。
＜入手した特定個人情報が不正確であるリスク＞
・窓口において、対面で身分証明書（個人番号カード若しくは通知カードと法令に定められた身分証明書の組み合わせ）の提示を受け、本人
確認を行う。
・個人番号カード（若しくは通知カードと法令に定められた身分証明書の組み合わせ）がない場合には、統合端末により本人確認情報と個人
番号の対応付けの確認を行う。
＜入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク＞
・受領した申請書等については、鍵のかかる保管庫に保管し、厳重に管理する。
・庁内におけるシステム間連携については、外部ネットワークから遮断された独自のネットワークで運用する。
・媒体による電子情報の入手の際は、パスワード保護を実施し、授受簿によって受渡しの管理を行う。

 具体的な管理方法

・介護保険システムを利用する必要がある職員を特定するとともに、当該職員の職責によりアクセス権限を
設定しており、個人ごとにユーザＩＤを割り当て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行う。
・職員毎に個人番号の参照権限を設定し、参照権限を有する職員のみ個人番号を参照可能とする。
・成りすましによる不正を防止する観点から、共用ＩＤの利用を禁止する。
・業務上アクセスが不要となったユーザIDやアクセス権を変更又は削除する。
・端末機を利用する必要がある職員を特定した上で、個人ごとのユーザIDを割り当てし、端末機利用時には
ID、パスワード及び生体情報による二要素認証を行っている。

 その他の措置の内容 -

Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 リスクへの対策は十分か

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

・窓口において届出内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手
防止に努める。
・申請書等については、必要な情報のみ記載する様式とする。
・申請書等の記載時において、本人以外の情報を誤って記載することがないように記載要領を充実するとと
もに、記載指導により本人以外の情報を記載させないようにする。また、受付時に余白等に必要のない情
報が記載されていないかを確認する。

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクに対する措置の内容

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

・介護保険システムは、業務に関係の無い情報を保有していない。
・システム間の連携を行う「番号連携システム」については、法令に定められた部署以外からのアクセスが
行えないような仕組みを構築する。また、番号連携システムへは、権限のない者の接続を認めない。

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[

 １．特定個人情報ファイル名

介護保険情報ファイル



 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

]
＜選択肢＞

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

 具体的な方法

[
 リスクへの対策は十分か

＜従業者が事務外で使用するリスク＞
・職員を受講対象として個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修会を年１回実施し、目的外利用の禁止等について徹底する。
・介護保険システム内での特定個人情報の更新・参照・発行の記録をアクセスログとして保管する。
（アクセスログ項目：処理日時、職員情報、部署情報、端末情報、処理事由、宛名番号、処理内容など）
・アクセスログは１年間ハードディスクに保存し、それ以前のアクセス記録については、７年間分媒体による管理を行う。

＜特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク＞
・個人番号を含む個人情報ファイルへ許可された処理以外のアクセスが発生した場合はチェックする。
・外部媒体へのデータの書き出しをシステム側で禁止しており、申請があった場合のみ書き出しを許可し、データの書き出しは特定の端末で
実施する。

＜委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク＞
・介護保険システム開発及び運用保守等委託に関して、契約書にて委託業務実施場所を本市庁舎内に限定し、特定個人情報の委託業務
実施場所以外への持ち出しを禁止している。
・本市が認める場合を除き、外部媒体へのデータ書き出しをシステム側で禁止している。なお、外部媒体へデータ書き出しを行う場合は暗号
化を行う。

＜委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク＞
・データか紙かを問わず、作業期間の過ぎた特定個人情報は廃棄する。
・委託契約の報告条項に基づき、委託期間の終了後に廃棄完了の報告を書面にて報告する。
・介護保険システム（現行）においては、必要があれば、本市職員が現地調査する。
・介護保険システム（次期）に係るガバメントクラウドにおいては、国による監督及び検査を受けるとともに、ISMAP（政府情報システムのため
のセキュリティ評価制度）による監査を受審するものとなっている。

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

]
1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

十分である ]

-

＜選択肢＞

 その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

十分である

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[ 十分に行っている

・特定個人情報の第三者へ開示又は提供を禁止する
・特定個人情報の目的外利用を禁止する
・特定個人情報の複製については、本市が認める場合を除き禁止する
・特定個人情報の外部への持ち出しは、委託業務実施場所以外への持ち出しを禁止する
・情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、特定個人情報を適切に管理する
・漏えい事案等が発生した場合に速やかに報告する
・作業期間の過ぎた特定個人情報を完全に消去又は廃棄する
・特定個人情報を取り扱う従業者名簿を事前に提出する
・従業者等に対して特定個人情報の保護に関して必要な事項を周知するための必要な措置を講じる
・個人情報の取扱い状況について契約期間内に一度以上チェックを行い報告する
・介護保険システム（現行）においては、必要があれば、本市職員が現地調査する。
・介護保険システム（次期）に係るガバメントクラウドにおいては、国による監督及び検査を受けるとともに、
ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）による監査を受審するものとなっている
・再委託を原則禁止する。再委託をする場合は、事前に委託元の承認を必要とする

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する規
定

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保

[
 リスクへの対策は十分か

] 委託しない

 規定の内容

・契約書において委託元の承諾を受けることを要件としており、第三者への委託承諾申請書、委託先と再委
託先との個人情報の機密保持に関する協定書、委託先代表者及び再委託先の従業者については規約等
に関する誓約書を事前に提出させ、再委託先も委託先同様の安全管理措置を遵守することを確認する。
・介護保険システム（現行）においては、必要があれば、本市職員が現地調査する。
・介護保険システム（次期）に係るガバメントクラウドにおいては、国による監督及び検査を受けるとともに、
ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）による監査を受審するものとなっている

[



[

十分である

[

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜番号連携システムのソフトウェアにおける措置＞
①番号連携システムの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容等を記録することで、不適切な端末操作や情報照会・情報連携を抑止す
る。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証
の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報
提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番
号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに
対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能
（※２）番号法に基づく主務省令第２条の表及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情
報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
へのアクセス制御を行う機能

 リスクへの対策は十分か

3） 課題が残されている

2） 十分である

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

＜不適切な方法で提供・移転が行われるリスク＞
・既存システム相互間の連携はシステム上、番号法及び本市条例上認められる提供及び移転のみが行われる仕組みとなっており、不適切
な方法で提供又は移転されることはない。
・データの書き出しは申請があった際に、特定の端末で実施する。特定個人情報を提供又は移転する際は、パスワード保護を行った上で、
提供元及び提供先で授受簿に記録を行い管理する。記録は７年間保存する。

＜誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク＞
・既存システム相互間の連携はシステム上、番号法及び本市条例上認められる提供及び移転のみが行われる仕組みとなっており、誤った
情報を提供・移転及び誤った相手に提供・移転にされることはない。
・データの書き出しは、申請があった際に特定の端末で実施する。
・特定個人情報の提供・移転は、パスワード保護を行った上で実施し、提供元及び提供先は授受簿を記録して管理している。記録は７年間
保存する。

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

・番号法及び番号法に基づく本市条例規則により規定された事項のみ行う。
・職員を受講対象として個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修会を年１回実施したうえで、研修
内容に沿った運用が出来ているかチェックする。

[ 定めている
＜選択肢＞

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する
措置

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

] 接続しない（提供）[ ] 接続しない（入手）

1） 定めている 2） 定めていない

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

外部媒体へのデータ書き出しをシステム側で禁止しており、申請があった場合のみ書き出しを許可してい
る。

[

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 リスクへの対策は十分か

]

] 提供・移転しない



]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている

3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

[ 十分である

 ７．特定個人情報の保管・消去

2） 十分である リスクへの対策は十分か
]

 ①事故発生時手順の策定・周
知

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

-

[ ]
1） 発生あり

発生なし

＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

＜選択肢＞

2） 発生なし
 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

 再発防止策の内容

 その内容

 リスクに対する措置の内容

＜番号連携システムのソフトウェアにおける措置＞
①慎重な対応が求められる情報（ＤＶ被害者など）については中間サーバーにて情報照会に対する自動応
答がなされないよう、自動応答を不可とする個人（団体内統合宛名番号など）または特定個人情報を管理
し、中間サーバーの自動応答不可フラグを設定することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対
応している。
②番号連携システムの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容等を記することで、不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネッ
トワークシステムから入手し、中間サーバーに格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに基
づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシ
ステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報
を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、
特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情
報が不正に提供されるリスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機
能。

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置



-

3） 課題が残されている

] 自己点検 ] 外部監査[] 内部監査[ ○ [ ○

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 その他の措置の内容

・サーバー設置場所に生体認証装置を設置し、あらかじめ許可された者のみが入室できる。
・記憶媒体及び紙媒体の保管場所について施錠管理する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、サーバーとその周辺機器は無停電電源装置に接続す
る。
・火災によるデータ消失を防ぐために、サーバー設置場所に消火設備を完備する。
・ウイルス対策ソフトの定期的パターン更新を行う。
・定期的にバックアップを行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
 ・ガバメントクラウドにおいては、政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラウ
ドサービス内に構成される領域に特定個人情報ファイルが保管され、認可された者だけがアクセスできるよ
う適切な入退室管理策等の物理的対策を実施するものとなっている。
 ・本市が管理する業務データは、国及びガバメントクラウドを構成するクラウド事業者がアクセスできないよ
う制限されている。
 ・ガバメントクラウドを構成するクラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅
威検出やDDoS対策を24時間365日講じている。
 ・介護保険システム機能の本市への提供に際しては、提供環境においてウイルス対策ソフトを導入し定期
的にパターンファイルの更新を行う。また、OS及びミドルウェアへのセキュリティパッチの適用も必要に応じ
て実施する。
 ・特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された環境とする。
・本市は特定個人情報ファイルを取り扱うシステムの稼動状況、業務データの管理状況（バックアップ実施
等）等について確認を行い、システムの適切な運用の確保に務める。

]
＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

 ８．監査

 実施の有無



<業務システムの運用における措置>
・職員に対して、個人情報保護に関する研修の受講を義務付ける。
・委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する規定を設ける。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
・中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施する。
・中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行う。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている

3） 十分に行っていない

][ 十分に行っている

 １０．その他のリスク対策

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

 ９．従業者に対する教育・啓発



 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和7年9月5日

 ①連絡先 福祉健康局介護保険課　　電話　076-220-2264

 ②対応方法
・問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせについて、規定に定められた担当部署に速やかに連絡
し、協議のうえ対応する。

Ⅳ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
金沢市総務局文書法制課文書法制係
920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号
076-220-2348

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

Ⅴ　評価実施手続

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①方法

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間

 ②方法

 ③結果

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日

 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果
＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる



平成29年4月1日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

（別添２）変更箇所

重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第
二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別
給付の支給に関する事務

介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第
二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特
別給付又は同法第百十五条の四十五の三第二
項の第一号事業支給費の支給に関する事務

事後 重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

介護保険法による被保険者証又は認定証に関す
る事務（前号及び次号に掲げるものを除く。）

介護保険法による被保険者証、負担割合証又は
認定証に関する事務（前号及び次号に掲げるも
のを除く。）

事後

提出時期に係る説明

Ⅳ開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

金沢市市長公室広報広聴課市政情報係 金沢市都市政策局広報広聴課市政情報係 事後 重要な変更項目でないため

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

平成28年4月1日

平成28年9月1日

平成29年4月1日

介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第
二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特
別給付又は同法第百十五条の四十五の三第二
項の第一号事業支給費の支給に関する事務

事後

項目

重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
６．評価実施機関における担当

高村　政博 甘池　昭義

Ⅰ関連情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム４
③他システムとの接続

介護保険システム、市営住宅駐車場管理システ
ム、市営住宅管理システム

介護保険システム、就園奨励システム、市営住宅
管理システム

事後

⑤被保険者の介護サービス及び総合事業サービ
スの利用に関する給付

事後

事後 重要な変更項目でないため

Ⅲ リスク対策
３．特定個人情報の使用
リスク２

・業務上アクセスが不要となったユーザIDやアク
セス権を変更又は削除する。

・業務上アクセスが不要となったユーザIDやアク
セス権を変更又は削除する。
・端末機を利用する必要がある職員を特定した上
で、個人ごとのユーザIDを割り当てし、端末機利
用時にはID、パスワード及び生体情報による二要
素認証を行っている。

事後
特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを明
らかに軽減させる変更のため

重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

⑤被保険者の介護サービスの利用に関する介護
給付

重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第
二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別
給付の支給に関する事務



平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

重要な変更項目でないため

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先

-

Ⅰ関連情報
５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携
②法令上の根拠　に記載した別表第２の項番に
あわせて修正

事後

重要な変更項目でないため

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）

提供先の数：29
削除した別表第二の項番：88117,120

提供先の数：30
追加した別表第二の項番：8,11,108,119

事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使用
⑤使用方法

⑫介護認定の申請情報、審査結果情報の登録・
管理
⑰高額介護サービス費の申請受付、計算、支給
⑱高額医療介護合算サービス費の申請受付、計

⑫介護認定や事業対象者の申請情報、審査・判
定結果情報の登録・管理
⑰高額介護サービス費（相当費）の申請受付、計
算、支給

事後

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使用
③使用目的

介護保険被保険者の資格賦課・保険料の徴収・
保険給付業務の適切な実施のため。

介護保険被保険者の資格賦課・保険料の徴収・
給付業務の適切な実施のため。

事後 重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
５．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

別表第２の1，2，3，4，5，6，17，22，26，30，33，
39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，87，88，
90，94，95，97，109，117，120の項

別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，
30，33，39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，
87，90，94，95，97，108，109，119の項

事後

-

＜総合事業＞
・事業対象者管理
　事業対象者の申請情報、判定結果情報の登
録・管理を行う。
・総合事業高額管理
　高額介護サービス費相当費の申請受付、計算、
支給処理を行う。
・総合事業高額合算管理
　高額医療介護合算サービス費相当費の申請受
付、計算、支給処理を行う。

事後 重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

（介護保険法第十八条第二号の予防給付に係る
部分を除く。）

（介護保険法第十八条第二号の予防給付及び同
法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事
業支給費に係る部分を除く。）

事後

重要な変更項目でないため

重要な変更項目でないため

Ⅰ関連情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム１
②システムの機能

Ⅰ関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

-

介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事
業に関する事務（第一号から第三号まで及び次
号に掲げるものを除く。）
介護保険法第百十五条の四十五第五項又は第
百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務
介護保険法第二百三条第一項の資料の提供等
の求めに関する事務

事後 重要な変更項目でないため



令和1年6月28日

令和1年10月1日

令和1年10月1日

令和1年10月1日

平成30年6月29日

平成30年6月29日

平成31年4月1日

平成31年4月1日

平成31年4月1日

Ⅰ関連情報
５．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，
30，33，39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，
87，90，94，95，97，108，109，119の項

別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，
30，33，39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，
87，90，94，95，97，108，109，120（未施行）の項

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先３０
 ①法令上の根拠

番号法第19条第７号　別表第２の119の項
番号法第19条第７号　別表第２の120（未施行）の
項

事前

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム１
③他のシステムとの接続

認定審査会システム（厚生労働省認定ソフト２００
９）

認定審査会システム 事後 重要な変更項目でないため

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム７
①システムの名称

認定審査会システム（厚生労働省認定ソフト２００
９）

認定審査会システム 事後 重要な変更項目でないため

Ⅰ基本情報
６．評価実施機関における担当
部署
②所属長の役職名

福祉局介護保険課長　甘池　昭義 福祉局介護保険課長 事後 重要な変更項目でないため

Ⅴ評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

平成27年9月30日 令和1年6月28日 事後 重要な変更項目でないため

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

＜サービス検索・電子申請機能における事務の
内容＞
サービス検索・電子申請機能から介護保険被保
険者証等再交付申請書などの受理を行う。

事前

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム

システム9 を新設 事前

Ⅰ基本情報
５．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，
30，33，39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，
87，90，94，95，97，108，109，120（未施行）の項

別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，
30，33，39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，
87，90，94，95，97，108，109，117（未施行），120
（未施行）の項

事前



令和2年6月29日

令和2年6月29日

令和2年6月29日

令和1年10月1日

令和1年10月1日

令和2年6月29日

令和2年6月29日

令和2年6月29日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

提供先の数：30 提供先の数：31 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

 提供先31 を新設 事前

Ⅰ基本情報
５．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，
30，33，39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，
87，90，94，95，97，108，109，117（未施行），120
（未施行）の項

別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，
30，33，39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，
87，90，94，95，97，108，109，117，120の項

事後
法令改正等による形式的な変
更であるため、重要な変更に当
たらない。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
①委託内容

介護保険システムの保守作業、職員からの問い
合わせに対する調査回答等

介護保険システムの保守作業、職員からの問い
合わせに対する調査回答等。
介護保険システムについて、システム運用オペ
レーション作業、バッチ処理に伴う帳票印刷作業
等を行う。

事後 重要な変更項目でないため

Ⅲ リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリス
ク及びそのリスクに対する措置

＜委託先における特定個人情報の不正な提供に
関するリスク＞
・システム運用支援に係る委託作業において、受
託者が印刷作業を行う場合、入退出管理及び監
視カメラ設置がなされた室内で、職員の監視下に
て実施する。

事後 重要な変更項目でないため

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク
②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

発生なし 発生あり 事後 重要な変更項目でないため

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク
②その内容

帳票印刷作業を含むシステム運用支援委託業務
において、業務受託者作業員がシステムにより印
刷した帳票を、無断で外部に持ち出したもの。

事後 重要な変更項目でないため

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスク
②再発防止策の内容

システム運用支援委託業務において、帳票印刷
作業を行う場合は、必ず職員による監視下で実
施する等の対応を行った。

事後 重要な変更項目でないため



令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の５ 番号法第19条第８号　別表第２の５ 事前

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取り扱
う事務において使用するシステム
システム６
①システムの名称

市税総合オンラインデータベースシステム 税務システム 事後 重要な変更項目でないため

Ⅰ　基本情報
４．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第１の６８の項 番号法第９条第１項　別表第１の９９の項 事前

Ⅰ　基本情報
５．情報提供ネットワークシステム
による情報連携
②法令上の根拠

・番号法第19条第７号（特定個人情報の提供の制限）及
び別表第２
（別表第２における情報提供の根拠）
別表第２の1，2，3，4，5，6，8，11，17，22，26，30，33，
39，42，43，56の2，58，61，62，80，81，87，90，94，95，
97，108，109，117，120の項
（別表第２における情報照会の根拠）
別表第２の93，94の項

・番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制限）及
び別表第２
（別表第２における情報提供の根拠）
別表第２の1，2，3，4，5，6，９，13，24，33，37，41，46，
53，56，57，72，75，78，79，104，105，116，120，124，
126，130，142，143，152，155の項
（別表第２における情報照会の根拠）
別表第２の123，124の項

事前

Ⅰ基本情報
６．評価実施機関における担当部
署
①部署
②所属長の役職名

福祉局介護保険課
福祉局介護保険課長

福祉健康局介護保険課
福祉健康局介護保険課長

事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ特定個人情報ファイルの概要
２基本情報
⑥事務担当部署

Ⅳ開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの取扱い
に関する問合せ
①連絡先

福祉局介護保険課 福祉健康局介護保険課 事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ特定個人情報ファイルの概要
３特定個人情報の入手・使用
④使用の主体

福祉局介護保険課 介護保険課 事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ特定個人情報ファイルの概要
４．特定個人情報ファイルの取扱い
の委託

富士通株式会社北陸支社 富士通Ｊａｐａｎ株式会社石川支社 事後 重要な変更項目でないため

 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の１ 番号法第19条第８号　別表第２の１ 事前

 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の２ 番号法第19条第８号　別表第２の２ 事前

 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の３ 番号法第19条第８号　別表第２の３ 事前

 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の４ 番号法第19条第８号　別表第２の４ 事前



令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の８７ 番号法第19条第８号　別表第２の106 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の８０ 番号法第19条第８号　別表第２の104 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の８１ 番号法第19条第８号　別表第２の105 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の６１ 番号法第19条第８号　別表第２の７８ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の６２ 番号法第19条第８号　別表第２の７９ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の５６の２ 番号法第19条第８号　別表第２の７２ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の５８ 番号法第19条第８号　別表第２の７５ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の４２ 番号法第19条第８号　別表第２の５６ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の４３ 番号法第19条第８号　別表第２の５７ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の３３ 番号法第19条第８号　別表第２の４６ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の３９ 番号法第19条第８号　別表第２の５３ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の２６ 番号法第19条第８号　別表第２の３７ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の３０ 番号法第19条第８号　別表第２の４１ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の１７ 番号法第19条第８号　別表第２の２４ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の２２ 番号法第19条第８号　別表第２の３３ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の８ 番号法第19条第８号　別表第２の９ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の１１ 番号法第19条第８号　別表第２の１３ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の６ 番号法第19条第８号　別表第２の６ 事前



令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

＜略＞
また、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）の別表第１の項番９９の規定により、
以下の事務において個人番号を利用する。
＜略＞

＜略＞
また、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）の別表第１の項番１００の規定によ
り、以下の事務において個人番号を利用する。
＜略＞

事前

令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

・介護保険法第百十五条の四十五第五項又は第
百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務

・介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第
百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務

事後 重要な変更項目でないため

令和3年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
③対象となる本人の範囲

・番号法第９条第１項及び別表第１の６８の項の
規定による
・番号法第19条第７号及び別表第２の規定による

・番号法第９条第１項及び別表第１の９９の項の
規定による
・番号法第19条第８号及び別表第２の規定による

事前

令和3年6月28日
Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要

番号法第19条第７号及び別表第２ 番号法第19条第８号及び別表第２ 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の117（未施行）の項 番号法第19条第８号　別表第２の152の項 事前

令和3年6月28日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

＜略＞
また、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）の別表第１の項番６８の規定により、
以下の事務において個人番号を利用する。
＜略＞

＜略＞
また、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）の別表第１の項番９９の規定により、
以下の事務において個人番号を利用する。
＜略＞

事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の１０９ 番号法第19条第８号　別表第２の143 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の120（未施行）の項 番号法第19条第８号　別表第２の155 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の９７ 番号法第19条第８号　別表第２の130 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の１０８ 番号法第19条第８号　別表第２の142 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の９４ 番号法第19条第８号　別表第２の124 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の９５ 番号法第19条第８号　別表第２の126 事前

令和3年6月28日
 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 ５．特定個人情報の提供・移転（委
託に伴うものを除く。）

番号法第19条第７号　別表第２の９０ 番号法第19条第８号　別表第２の120 事前



令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム９
③他のシステムとの接続
その他

申請管理システム 事前

令和4年6月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
③対象となる本人の範囲

・番号法第９条第１項及び別表第１の９９の項の
規定による

・番号法第９条第１項及び別表第１の１００の項の
規定による

事前

令和4年6月27日

 Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
 ５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
提供先23
 ①法令上の根拠

番号法第19条第７号　別表第２の106 番号法第19条第８号　別表第２の116 事後 重要な変更項目でないため

令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム５
③他のシステムとの接続
その他

ダウンリカバリシステム、戸籍システム、市税滞納
管理システム、健康情報システム、介護保険シス
テム、就園奨励システム、市営住宅管理システ
ム、福祉保健総合システム、後期高齢者医療制
度保険料徴収システム、国民健康保険システム、
国民年金受付システム、子ども・子育て支援シス
テム

戸籍システム、健康情報システム、介護保険シス
テム、市営住宅管理システム、福祉保健総合シス
テム、後期高齢者医療制度保険料徴収システ
ム、国民健康保険システム、国民健康保険事務
処理標準システム、国民年金受付システム、子ど
も・子育て支援システム、申請管理システム

事前

令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
４．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第１の９９の項 番号法第９条第１項　別表第１の１００の項 事前

令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム１
③他のシステムとの接続
その他

既存住民基本台帳システム、認定審査会システ
ム、福祉保健総合システム

既存住民基本台帳システム、認定審査会システ
ム、福祉保健総合システム、申請管理システム

事前

令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム２
③他のシステムとの接続
その他

中間サーバー、国民健康保険システム、介護保
険システム、福祉保健総合システム、健康情報シ
ステム、子ども・子育て支援システム

中間サーバー、国民健康保険システム、国民健
康保険事務処理標準システム、介護保険システ
ム、福祉保健総合システム、健康情報システム、
子ども・子育て支援システム

事後 重要な変更項目でないため



令和5年7月7日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム２
③他のシステムとの接続
その他

中間サーバー、国民健康保険システム、国民健
康保険事務処理標準システム、介護保険システ
ム、福祉保健総合システム、健康情報システム、
子ども・子育て支援システム

中間サーバー、国民健康保険事務処理標準シス
テム、介護保険システム、福祉保健総合システ
ム、健康情報システム、子ども・子育て支援システ
ム

事後 重要な変更項目でないため

令和5年7月7日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム５
③他のシステムとの接続
その他

戸籍システム、健康情報システム、介護保険シス
テム、市営住宅管理システム、福祉保健総合シス
テム、後期高齢者医療制度保険料徴収システ
ム、国民健康保険システム、国民健康保険事務
処理標準システム、国民年金受付システム、子ど
も・子育て支援システム、申請管理システム

戸籍システム、健康情報システム、介護保険シス
テム、市営住宅管理システム、福祉保健総合シス
テム、後期高齢者医療制度保険料徴収システ
ム、国民健康保険事務処理標準システム、国民
年金受付システム、子ども・子育て支援システム、
申請管理システム

事後 重要な変更項目でないため

令和4年6月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消去
保管場所

<本市における措置>
①指紋認証装置を設置した、あらかじめ許可され
た者のみが入室できる場所のサーバラック内の
サーバーに保管し、一部のものは磁気テープに書
き出して保存している。

<本市における措置>
①生体認証装置を設置した、あらかじめ許可され
た者のみが入室できる場所のサーバラック内の
サーバーに保管し、一部のものは磁気テープに書
き出して保存している。

事後

特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを相
当程度変動させるものではない
と考えられる変更のため

令和4年6月27日

Ⅲ　リスク対策
７．特定個人情報の保管・消去
その他の措置の内容

・サーバー設置場所に指紋認証装置を設置し、あ
らかじめ許可された者のみが入室できる。

・サーバー設置場所に生体認証装置を設置し、あ
らかじめ許可された者のみが入室できる。

事後

特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを相
当程度変動させるものではない
と考えられる変更のため

令和4年6月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使用
①入手元
行政機関・独立行政法人等

厚生労働省、日本年金機構 厚生労働省、日本年金機構、内閣府 事後

特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを相
当程度変動させるものではない
と考えられる変更のため

令和4年6月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
③委託先名

富士通Ｊａｐａｎ株式会社石川支社 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 事後 重要な変更項目でないため

令和4年6月27日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用するシ
ステム
システム１０

システム１０ を新設 事前



令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
③対象となる本人の範囲
その必要性

介護保険業務における事務処理に利用する。
・番号法第９条第１項及び別表第１の１００の項の
規定による
・番号法第19条第８号及び別表第２の規定による

介護保険業務における事務処理に利用する。
・番号法第９条第１項及び別表の１００の項の規
定による
・番号法第19条第８号及び主務省令第２条の表
の規定による

事前

令和6年12月26日

Ⅰ基本情報
４．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第１の100の項 番号法第９条第１項　別表の100の項 事前

令和6年12月26日

Ⅰ基本情報
５．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

・番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制
限）及び別表第２
（別表第２における情報提供の根拠）
別表第２の1，2，3，4，5，6，９，13，24，33，37，
41，46，53，56，57，72，75，78，79，104，105，
116，120，124，126，130，142，143，152，155の
項
（別表第２における情報照会の根拠）
別表第２の123，124の項

・番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制
限）及び主務省令第２条の表
（主務省令第２条の表における情報提供の根拠）
主務省令第２条の表の1，2，3，4，5，6，9，13，
24，33，37，41，46，53，56，57，72，75，78，79，
104，105，116，120，124，126，130，142，143，
152，155の項
（主務省令第２条の表における情報照会の根拠）
主務省令第２条の表の123，124の項

事前

令和5年7月7日

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の保管・消去
②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

・発生あり
・その内容：帳票印刷作業を含むシステム運用支
援委託業務において、業務受託者作業員がシス
テムにより印刷した帳票を、無断で外部に持ち出
したもの。
・再発防止策：システム運用支援委託業務におい
て、帳票印刷作業を行う場合は、必ず職員による
監視下で実施する等の対応を行った。

・発生なし
・その内容：空欄
・再発防止策：空欄

事後 重要な変更項目でないため

令和6年12月26日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

＜略＞
また、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）の別表第１の項番１００の規定によ
り、以下の事務において個人番号を利用する。
＜略＞
・番号法別表第２に記載されている提供側業務に
ついて、業務情報を情報提供ネットワークシステ
ムに提供する。（番号連携システム、中間サー
バー要件）
・番号法別表第２に記載されている照会側業務に
ついて、業務情報を情報提供ネットワークシステ
ムを使用して取得する。（番号連携システム、中
間サーバー要件）
＜略＞

＜略＞
また、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（以下、「番号
法」という。）の別表の項番１００の規定により、以
下の事務において個人番号を利用する。
＜略＞
・番号法に基づく主務省令第２条の表に記載され
ている提供側業務について、業務情報を情報提
供ネットワークシステムに提供する。（番号連携シ
ステム、中間サーバー要件）
・番号法に基づく主務省令第２条の表に記載され
ている照会側業務について、業務情報を情報提
供ネットワークシステムを使用して取得する。（番
号連携システム、中間サーバー要件）
＜略＞

事前



令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移転
提供・移転の有無

31件 28件 事前

令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使用
⑤使用方法
情報の突合

＜略＞
・符号を突合し、他機関と番号法第19条第８号及
び別表第２に規定された情報連携を行う。

＜略＞
・符号を突合し、他機関と番号法第19条第８号及
び主務省令第２条の表に規定された情報連携を
行う。

事前

令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
①委託内容

介護保険システムの保守作業、職員からの問い
合わせに対する調査回答等。
介護保険システムについて、システム運用オペ
レーション作業、バッチ処理に伴う帳票印刷作業
等を行う。

介護保険システムの開発、運用、保守等を行う。
なお、介護保険システム（次期）においては、委託
データーセンターが、ガバメントクラウドに置き換
わる。

※本市においては、現在、新しい介護保険システ
ムの導入を行っていることから、現在利用してい
る介護保険システム固有の事項については「介
護保険システム（現行）」、新しい介護保険システ
ム固有の事項については「介護保険システム（次
期）」と明記する。

事前

令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使用
⑤使用方法

＜略＞
また、番号法第19条第８号及び別表第２に規定さ
れた情報連携を実施するために使用する。

＜略＞
また、番号法第19条第８号及び主務省令第２条
の表に規定された情報連携を実施するために使
用する。

事前



 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先22 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表 の128

] 紙

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報に関する情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供先21 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の125

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満



 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律に
よる医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先24 都道府県知事又は保健所を設置する市の長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の137

] 紙

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主
務省令で定めるもの

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 提供先23 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の132



 提供先25 都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の144

 ②提供先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域
生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先26 都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の145

 ②提供先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行
われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度



 提供先27 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の158

 ②提供先における用途
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

 ③提供する情報
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 提供先28 都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表の161

] その他

 ②提供先における用途
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和二十九年五月八日付け社発第三百
八十二号厚生省社会局長通知)に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る保護の決定及び実施
又は徴収金の徴収の取扱に準じた生活保護関係事務に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

（ ）

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険被保険者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[







（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

パラメタ情報 保険者番号,市町村コード,サブシステム区分,パラメタ種別,変数,有効期間開始日,有効
期間終了日,パラメタ区分,属性,フラグデータ,英数データ,数値データ,日本語データ,桁
数,変数グループＩＤ,変数名称,コメント,変数コードＩＤ,要修正フラグ,編集可否フラグ,カス
タマイズ区分,強制出荷フラグ,バージョンレベル

職員補助情報 保険者番号,市町村コード,職員コード,開始日付,終了日付,権限グループコード,フォント
サイズ,画面カラーパターン,掲示板表示有無,お気に入り表示有無,支所コード,受付場
所コード,パスワード更新日

権限管理 保険者番号,市町村コード,権限グループコード,起動モジュールＩＤ,処理区分,開始日付,
終了日付,起動モジュール種別,起動モジュール引数

メニュー管理 保険者番号,メニューコード,開始日付,終了日付,起動モジュールＩＤ,処理区分,起動モ
ジュール種別,起動モジュール引数,表示順,メニュー名称,メニュー説明,画像ＩＤ

メニュー権限 保険者番号,メニューコード,権限グループコード,開始日付,終了日付,起動モジュールＩ
Ｄ,処理区分,起動モジュール種別,起動モジュール引数,表示順,メニュー名称,メニュー
説明,画像ＩＤ

お気に入りメニュー 保険者番号,市町村コード,職員コード,起動モジュールＩＤ,処理区分,表示順,起動モ
ジュール種別,起動モジュール引数,画像ＩＤ

権限グループ 保険者番号,市町村コード,権限グループコード,開始日付,終了日付,権限グループ名称,
項目表示レベル,情報アイコンレベル,グリッド操作レベル,帳票出力権限

実行用バッチパラメタ 起動予定日,ジョブ区分,プロジェクト名,ジョブネットＩＤ,ジョブＩＤ,ジョブ連番,業務処理基
準日,保険者番号,市町村コード,プロセス連番,プログラムＩＤ,処理サイクル,日付関連区
分１,日付１,日付２,日付関連区分２,日付３,日付４,日付関連区分３,日付５,日付６,日付
関連区分４,日付７,日付８,日付関連区分５,日付９,日付１０,日付関連区分６,日付１１,日
付１２,パラメタ情報１,パラメタ情報２,パラメタ情報３,パラメタ情報４,パラメタ情報５,パラ
メタ情報６,パラメタ情報７,パラメタ情報８,パラメタ情報９,パラメタ情報１０,その他,進行
管理フラグ,職員保険者番号,職員市町村コード,職員所属コード,職員コード,職員氏名,
実行指示ＣＬ名,実行指示端末ＩＰ,業務固有領域

バッチパラメタ履歴テーブル 起動予定日,ジョブ区分,プロジェクト名,ジョブネットＩＤ,ジョブＩＤ,ジョブ連番,業務処理基
準日,保険者番号,市町村コード,プロセス連番,プログラムＩＤ,処理サイクル,日付関連区
分１,日付１,日付２,日付関連区分２,日付３,日付４,日付関連区分３,日付５,日付６,日付
関連区分４,日付７,日付８,日付関連区分５,日付９,日付１０,日付関連区分６,日付１１,日
付１２,パラメタ情報１,パラメタ情報２,パラメタ情報３,パラメタ情報４,パラメタ情報５,パラ
メタ情報６,パラメタ情報７,パラメタ情報８,パラメタ情報９,パラメタ情報１０,その他

バッチ実行履歴 起動予定日,ジョブ区分,プロジェクト名,ジョブネットＩＤ,ジョブＩＤ,ジョブ連番,保険者番号,
市町村コード,業務グループＩＤ,業務グループ名称,処理名称,処理サイクル,進行管理フ
ラグ,デマンドジョブ識別子,起動日,起動時刻,終了日,終了時刻,最大復帰コード,実行指
示ＣＬ名,実行指示端末ＩＰ,職員保険者番号,職員市町村コード,職員コード,職員氏名,出
力媒体名称１,出力媒体件数１,出力媒体単位１,出力媒体名称２,出力媒体件数２,出力
媒体単位２,出力媒体名称３,出力媒体件数３,出力媒体単位３

排他管理 保険者番号,職員市町村コード,起動モジュールＩＤ,処理区分,宛名コード,宛名市町村
コード,所属コード,所属名称,職員コード,職員名称,排他処理区分,起動モジュール名称,
端末ＩＰアドレス,排他開始日付,排他開始時刻,排他影響度情報,オペレーションキー

情報アイコン 保険者番号,市町村コード,宛名コード,被保険者番号,情報アイコン区分,有効開始日,有
効終了日,アイコンパターン,ポップアップ情報,情報アイコン表示情報,情報アイコン補助
情報,タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時間,最終更新所属コード,最終更新職員コード

掲示板情報 保険者番号,市町村コード,登録日付,登録時刻,掲示板情報区分,宛先,タイトル,詳細内
容,発信者,掲載期限

外部媒体管理情報　 保険者番号,市町村コード,連番,業務コード,データＩＤ,データ名称,物理ファイル名,媒体
識別コード,サブシステム区分,移入移出区分,媒体枚数,媒体内件数,媒体ヘッダ情報,媒
体トレイラ情報,媒体エンド情報,媒体マルチ分割件数,処理状態,データ処理日,データ処
理時刻,データ交換日,データ交換時刻,前回データ処理日,前回データ処理時刻,前回
データ交換日,前回データ交換時刻,前々回データ処理日,前々回データ処理時刻,前々
回データ交換日,前々回データ交換時刻,対象年月,業務備考,有効開始日,有効終了日,
異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,最終更新ＰＧ,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ

ドキュメント管理情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,区分,キー１,
キー２,キー３,キー４,キー５,キー６,キー７,キー８,キー９,キー１０,枝番,拡張子,ファイルサ
イズ,ドキュメント名,メニュー表示有無,備考,状態１,状態２,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

宛名基本情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,履
歴番号,処理日,処理時刻,世帯コード,基本氏名カナ,基本氏名,基本通称名カナ,基本通
称名,氏名利用区分,氏名オーバフロー有無フラグ,通称名オーバフロー有無フラグ,基
本生年月日,基本性別コード,基本続柄コード,基本住所コード,基本市内外区分,基本カ
スタマバーコード,基本住所,基本住所方書,基本郵便番号,地区コード１,地区コード２,地
区コード３,地区コード４,地区コード５,支所コード,訪問調査用地区コード,審査会用地区
コード,滞納管理用地区コード,住民区分,住民日届出日,住民日異動日,住民日異動事
由コード,非住民日届出日,非住民日異動日,非住民日異動事由コード,基本届出日,基
本異動日,基本異動事由コード,国籍コード,入国目的コード,在留期間開始日,在留期間
終了日,外国人登録番号,外国人登録日,転入出区分,転入出郵便番号,転入出住所,転
入出住所方書,住民票コード,転入出市町村コード,世帯主カナ,基本氏名検索用カナ,通
称名検索用カナ,旧市町村コード,不現住フラグ,宛名基本更正日,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

住民税賦課マスタ タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,税
賦課年度,履歴番号,税徴収区分,税優先区分,処理日,処理時刻,非課税区分,合計所得
金額,税賦課異動日,税賦課異動事由コード,税賦課異動理由コード,減免前市町村民税
所得割額,減免前都道府県民税所得割額,減免前市町村民税均等割額,減免前都道府
県民税均等割額,市町村民税所得割額減免額,都道府県民税所得割額減免額,市町村
民税均等割額減免額,都道府県民税均等割額減免額,課税年金収入額,老年税額軽減
区分,寡婦区分,寡夫区分,その他の合計所得金額,課税所得調整控除前,課税所得調
整控除後,住民税情報更正日,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ

医療保険加入情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,医
療保険資格取得日,医療保険者コード,医療保険記号,医療保険番号,医療保険資格取
得事由コード,医療保険資格喪失日,医療保険資格喪失事由コード,医療保険資格区分,
医療保険継続療養区分,被医療保険者氏名カナ,被医療保険者氏名,被医療保険者と
の続柄コード,医療保険者名,医療保険者住所,医療保険者住所方書,医療保険者電話
番号,医療保険者郵便番号,医療保険者種別,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩ
Ｄ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

老齢福祉年金受給情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,年
金コード,履歴番号,基礎年金番号,固有年金番号,年金支給開始日,年金支給停止日,異
動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

送付先情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,送
付先連番,所属名,職員名,送付先名,送付先住所コード,送付先市内外住所区分,送付先
カスタマバーコード,送付先住所,送付先住所方書,送付先郵便番号,送付先開始日,送付
先開始理由コード,送付先終了日,送付先終了理由コード,送付先備考,送付先利用区
分,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作
成ＰＧ

連絡先情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,自
宅連絡先名,自宅電話番号,自宅ＦＡＸ番号,勤務先連絡先名,勤務先名称,勤務先電話
番号,勤務先内線番号,その他連絡先名,その他名称,その他連絡先電話番号,その他内
線番号,連絡先備考,その他連絡先名２,その他名称２,その他電話番号２,その他内線番
号２,その他連絡先名３,その他名称３,その他電話番号３,その他内線番号３,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

口座情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,口
座連番,所属名,職員名,銀行コード,支店コード,口座種別コード,口座番号,口座名義人カ
ナ,口座名義人,口座開始日,口座開始理由コード,口座終了日,口座終了理由コード,口
座備考,口座利用区分,口座確認中フラグ,口座確認依頼日,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

氏名オーバフロー情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,履
歴番号,氏名利用区分,オーバーフロー氏名カナ,オーバーフロー氏名,異動所属コード,
異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

世帯構成情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,世帯員宛名
コード,世帯員宛名基本履歴番号,世帯コード,構成連番,出力順位,世帯員続柄コード,世
帯増事由コード,世帯増異動日,世帯増届出日,世帯減事由コード,世帯減異動日,世帯
減届出日,世帯更正日,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ

関連宛名情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,関
連相手先宛名コード,所属名,職員名,最新宛名コード,関連事由コード,関連異動日,異動
所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

老人保健受給者情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,老
人保健受給履歴連番,老人保健市町村コード,老人保健受給者番号,老人保健取得日,
老人保健喪失日,老人保健処理区分,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ
作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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テーブル名 格納情報

みなし世帯情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,シリ
アル番号,みなし世帯コード,有効開始日,有効終了日,削除フラグ,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

個人登録状況管理情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,住
民税有無フラグ,医療保険有無フラグ,老齢福祉有無フラグ,送付先有無フラグ,連絡先
有無フラグ,口座有無フラグ,関連宛名有無フラグ,みなし世帯有無フラグ,老人保健有無
フラグ,生活保護有無フラグ,特記事項有無フラグ,国民健康保険有無フラグ,後期高齢
者有無フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

宛名異動累積情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,累積登録日,累積登録時刻,
格納連番,市町村コード,宛名コード,履歴番号,異動区分,処理日,処理時刻,世帯コード,
基本氏名カナ,基本氏名,基本通称名カナ,基本通称名,氏名利用区分,氏名オーバフ
ロー有無フラグ,通称名オーバフロー有無フラグ,基本生年月日,基本性別コード,基本続
柄コード,基本住所コード,基本市内外区分,基本カスタマバーコード,基本住所,基本住所
方書,基本郵便番号,地区コード１,地区コード２,地区コード３,地区コード４,地区コード５,
支所コード,訪問調査用地区コード,審査会用地区コード,滞納管理用地区コード,住民区
分,住民日届出日,住民日異動日,住民日事由コード,非住民日届出日,非住民日異動日,
非住民日事由コード,基本届出日,基本異動日,基本異動事由コード,国籍コード,入国目
的コード,在留期間開始日,在留期間終了日,外国人登録番号,外国人登録日,転入出区
分,転入出郵便番号,転入出住所,転入出住所方書,住民票コード,転入出市町村コード,
世帯主カナ,基本氏名検索用カナ,通称名検索用カナ,旧市町村コード,不現住フラグ,宛
名基本更正日,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

住民税異動累積情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,累積登録日,累積登録時刻,
格納連番,市町村コード,宛名コード,異動区分,税賦課年度,履歴番号,処理日,処理時刻,
税徴収区分,税優先区分,非課税区分,合計所得金額,税賦課異動日,税賦課異動事由
コード,税賦課異動理由コード,減免前市町村民税所得割額,減免前都道府県民税所得
割額,減免前市町村民税均等割額,減免前都道府県民税均等割額,市町村民税所得割
減免額,都道府県所得割減免額,市町村民税均等割額減免額,都道府県民税均等割額
減免額,課税年金収入額,老年税額軽減区分,寡婦区分,寡夫区分,その他の合計所得
金額,課税所得調整控除前,課税所得調整控除後,住民税情報更正日,異動所属コード,
異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

所得照会発行情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,照
会年度,発行回数,世帯コード,送付先市町村コード,送付先市町村郵便番号,送付先市
町村名,送付先市町村住所,送付先市町村住所方書,発行日,発行番号,所得照会処理
区分,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ
作成ＰＧ

生活保護受給情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,生
活保護受給開始日,生活保護受給廃止日,生活保護ケース番号,生活保護受給フラグ,
備考,被保険者番号,生活保護情報消除フラグ,代理納付フラグ,他市町村管轄フラグ,他
市町村コード,他市町村名,支給停止フラグ,生保処理区分,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

特記事項情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,被
保険者番号,特記事項履歴連番,特記コード,特記事項,特記開始日,特記終了日,業務
コード,職員コード,特記情報消除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,デー
タ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

送達記録情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,被保険者番号,
帳票コード,送達日,通知書番号,発行連番,送付先連番,送達物区分,返戻日,返戻理由
区分,公示日,再送付日,公示対象フラグ,公示済フラグ,公示終了日,送付先郵便番号,送
付先名,送付先住所,送付先住所方書,発行日,送達処理区分,業務主キー情報,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

算定用異動累積情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,累積登録日,累積登録時刻,
格納連番,市町村コード,宛名コード,異動レコード区分,異動区分,被保険者番号,異動
データ主キー情報,異動前データ,異動後データ,異動所属コード,異動職員コード,異動Ｐ
ＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

国民健康保険加入者情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,国
保履歴連番,国保保険者番号,国保被保険者証番号,個人区分コード,国保個人番号,国
保宛名コード,国保世帯加入日,国保世帯離脱日,退職者医療保険者番号,国保退職該
当日,国保退職非該当日,国保処理区分,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,デー
タ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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テーブル名 格納情報

後期高齢者被保険者情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,後
期高齢者履歴連番,後期高齢者保険者番号,個人区分コード,後期高齢者個人番号,後
期高齢者被保険者番号,被保険者資格取得年月日,被保険者資格喪失年月日,保険者
番号適用開始年月日,保険者番号適用終了年月日,後期高齢者処理区分,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

外国人補助情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,漢
字氏名,英字氏名,氏名優先区分,在留期間,在留カード等の番号,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

業務共通バッチ進行管理情報 保険者番号,市町村コード,プロセスＩＤ,プロセスＩＤ枝番,管理年月日１,管理時刻１,管理
年月日２,管理時刻２,管理年月日３,管理時刻３,管理年月日４,管理時刻４,管理年月日
５,管理時刻５,プロセスフリー領域,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

市町村期間情報　 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,被保険者番号,連番,レコード
番号,管理市町村コード,当初市町村コード,開始日,終了日,他市認定有無フラグ,資格取
得連番,広域内異動者フラグ,削除フラグ,予備１,予備２,予備３,予備４,予備５,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

新旧管理番号変換情報 保険者番号,管理番号区分,旧市町村コード,旧管理番号,連番,新市町村コード,新管理
番号,有効開始日,有効終了日,予備１,予備２,予備３,予備４,異動日,異動時刻,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

新旧宛名コード変換情報 保険者番号,旧市町村コード,旧宛名コード,連番,新市町村コード,新宛名コード,有効開
始日,有効終了日,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作
成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

証交付申請情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,証
交付申請日,証交付申請内容区分,証交付申請状態区分,証交付決定日,証交付申請番
号,証交付申請事由コード,支所コード,証交付申請者氏名,申請者関係コード,申請者住
所,申請者郵便番号,申請者電話番号,申請受付場所コード,申請受付者所属コード,申
請受付者職員コード,医療保険確認区分,医療保険者コード,外国人滞在確認区分,外国
人入国目的コード,外国人滞在開始日,外国人滞在終了日,証交付申請情報消除フラグ,
被保険者番号,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

資格得喪情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,被保険者番号,
資格得喪履歴連番,宛名コード,資格異動日,資格取得日,資格喪失日,一号該当日,資格
異動事由コード,資格情報消除フラグ,被保険者区分,被保険者送付先連番,住記提供済
フラグ,資格届出日,住記提供データ作成日,市町村資格取得日,市町村資格喪失日,市
町村一号該当日,異動フラグ,資格取得連番,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

証発行情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,被保険者番号,
証振分区分,被保険者証履歴連番,証区分,証分類区分,証交付状況区分,証交付日,証
有効開始日,証有効期限日,証作成事由コード,証返還日,証返還督促状発行日,証返還
督促状発行回数,証返還督促状番号,証情報消除フラグ,証作成区分,発行連番,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

施設入所情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,施
設入所履歴連番,施設入所日,施設退所日,入所施設事業者コード,施設入所種別区分,
他市町村住所地,旧措置者フラグ,旧措置者終了日,入所連絡票送付日,退所連絡票送
付日,変更連絡票送付日,転出通知送付日,退所理由区分,適用開始日,適用解除日,施
設所在保険者番号,特例入所適用開始日,特例入所適用終了日,施設情報消除フラグ,
被保険者番号,他市町村コード,他市町村被保険者番号,入所連絡票受理日,退所連絡
票受理日,変更連絡票届出日,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ

要保護境界層者情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,宛名コード,被
保険者番号,履歴番号,異動日,申請日,認定日,届出日,給付額減額フラグ,居住費利用
者負担段階,食費利用者負担段階,高額所得区分,保険料所得段階,適用開始年月,適
用終了年月,減額適用終了年月,居住費適用終了年月,食費適用終了年月,高額適用終
了年月,証明書確認,備考,消除フラグ,賦課反映処理済フラグ,処理済フラグ２,処理済フ
ラグ３,処理済フラグ４,処理済フラグ５,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ
作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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テーブル名 格納情報

資格異動累積情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,累積登録日,累積登録時刻,
格納連番,市町村コード,被保険者番号,異動区分,資格得喪履歴連番,宛名コード,資格
異動日,資格取得日,資格喪失日,一号該当日,資格異動事由コード,資格情報消除フラ
グ,被保険者区分,被保険者送付先連番,住記提供済フラグ,資格届出日,住記提供デー
タ作成日,市町村資格取得日,市町村資格喪失日,市町村一号該当日,異動フラグ,資格
取得連番,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

要介護認定情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,支所コード,被
保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,認定状態区分,認定進行フラグ,訪
問調査進行フラグ,意見書進行フラグ,審査会進行フラグ,要介護認定変更区分,要介護
認定廃止区分,要介護認定廃止日,職権修正区分,職権修正日,職権修正者管理市町村
コード,職権修正者コード,要介護認定申請受理日,要介護認定申請番号,要介護認定申
請区分,要介護認定申請識別区分,要介護認定申請理由コード,受付場所コード,要介護
担当地区コード,申請者区分,申請者関係コード,申請代行事業者管理市町村コード,申
請者宛名コード,申請者氏名,申請者住所,申請者郵便番号,申請者電話番号,申請受付
者所属コード,申請受付者職員コード,入所施設管理市町村コード,入所施設コード,調査
時警告フラグ,調査同意日,調査同意書番号,訪問調査希望日時１,訪問調査希望日時
２,訪問調査希望日時３,調査実施場所区分,訪問調査回目,調査票回収予定日,調査委
託日,予定調査実施日,予定調査実施開始時刻,訪問調査日,訪問調査開始時刻,調査
委託事業者管理市町村コード,調査委託事業者コード,訪問調査員管理市町村コード,
訪問調査員コード,調査結果入手日,調査票番号,訪問調査事業者委託カウント,一次判
定警告コード,かかりつけ医医療機関管理市町村コード,かかりつけ医医療機関コード,
かかりつけ医管理市町村コード,かかりつけ医コード,かかりつけ医氏名,意見書回目,意
見書作成医療機関管理市町村コード,意見書作成医医療機関コード,意見書作成医管
理市町村コード,意見書作成医コード,意見書作成医氏名,意見書作成医区分,意見書診
断フラグ,かかりつけ医意見書作成依頼日,意見書作成依頼書通知日,意見書作成依頼
書最新発行日,意見書作成依頼書発行回数,意見書回収予定日,診断命令書最新発行
日,かかりつけ医意見書作成日,かかりつけ医意見書入手日,かかりつけ医意見書番号,
疾病区分,傷病名,その他意見,一次審査日,一次審査要介護状態区分,二次審査依頼
日,二次審査予定日,二次審査日,

審査会会場管理市町村コード,審査会会場コード,審査会開始時刻,審査会管理市町村
コード,審査会コード,審査順番号,一次判定結果変更理由,二次審査要介護状態区分,
審査会意見コード,サービス種類限定フラグ,認定有効月数,要介護認定日,認定有効開
始日,認定有効終了日,要介護認定認定理由コード,認定通知書通知日,認定通知書最
新発行日,認定通知書発行回数,転入前保険者コード,転入前保険者名,転入前被保険
者番号,転入前受給資格証明書発行日,受給資格証明書最新発行日,受給資格証明書
通知日,受給資格証明書発行回数,処分延期事由コード,処分延期決定日,認定処理予
定日,処分延期通知書最新発行日,処分延期通知書通知日,処分延期通知書発行回数,
目標訪問調査依頼日,目標訪問調査票回収日,目標かかりつけ医意見書依頼日,目標
かかりつけ医意見書回収日,目標一次審査日,目標二次審査日,目標認定通知日,前回
履歴番号,前回要介護認定申請日,前回調査最大回数,前回認定有効月数,前回要介護
認定日,前回認定有効開始日,前回認定有効終了日,前回一次審査要介護状態区分,前
回二次審査要介護状態区分,前回介護保険審査会要介護状態区分,前回サービス種
類限定フラグ,前回訪問調査員管理市町村コード,前回訪問調査員コード,前回意見書
作成医管理市町村コード,前回意見書作成医コード,前回合議体管理市町村コード,前
回合議体コード,家族介護状態区分,家族介護拡大額,備考,備考訪問調査,備考意見書,
備考審査会,国保連への通知日,申請抽出フラグ,審査結果抽出フラグ,認定センタ送信
日,勧奨通知日,送付先連番,更新申請区分,訪問調査在宅区分,意見書在宅区分,意見
書新規継続区分,本人同意フラグ,審査会割当状態区分,モバイル依頼区分,再調査区
分,廃止フラグ,痴呆性高齢者の目印,予備１,予備２,予備３,予備４,予備５,予備６,予備７,
予備８,予備９,予備１０,職権対応内容区分,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,
異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ,法改正フラグ,前回法改正フラ
グ,蓋然性評価コード,蓋然性評価パーセント,推定給付区分コード,要介護１状態像コー
ド
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

要介護認定履歴情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,支所コード,被
保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,要介護認定履歴連番,認定状態
区分,認定進行フラグ,訪問調査進行フラグ,意見書進行フラグ,審査会進行フラグ,要介
護認定変更区分,要介護認定廃止区分,要介護認定廃止日,職権修正区分,職権修正
日,職権修正者管理市町村コード,職権修正者コード,要介護認定申請受理日,要介護認
定申請番号,要介護認定申請区分,要介護認定申請識別区分,要介護認定申請理由
コード,受付場所コード,要介護担当地区コード,申請者区分,申請者関係コード,申請代行
事業者管理市町村コード,申請者宛名コード,申請者氏名,申請者住所,申請者郵便番
号,申請者電話番号,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,入所施設管理市町
村コード,入所施設コード,調査時警告フラグ,調査同意日,調査同意書番号,訪問調査希
望日時１,訪問調査希望日時２,訪問調査希望日時３,調査実施場所区分,訪問調査回
目,調査票回収予定日,調査委託日,予定調査実施日,予定調査実施開始時刻,訪問調
査日,訪問調査開始時刻,調査委託事業者管理市町村コード,調査委託事業者コード,訪
問調査員管理市町村コード,訪問調査員コード,調査結果入手日,調査票番号,訪問調査
事業者委託カウント,一次判定警告コード,かかりつけ医医療機関管理市町村コード,か
かりつけ医医療機関コード,かかりつけ医管理市町村コード,かかりつけ医コード,かかり
つけ医氏名,意見書回目,意見書作成医療機関管理市町村コード,意見書作成医医療
機関コード,

意見書作成医管理市町村コード,意見書作成医コード,意見書作成医氏名,意見書作成
医区分,意見書診断フラグ,かかりつけ医意見書作成依頼日,意見書作成依頼書通知
日,意見書作成依頼書最新発行日,意見書作成依頼書発行回数,意見書回収予定日,診
断命令書最新発行日,かかりつけ医意見書作成日,かかりつけ医意見書入手日,かかり
つけ医意見書番号,疾病区分,傷病名,その他意見,一次審査日,一次審査要介護状態区
分,二次審査依頼日,二次審査予定日,二次審査日,審査会会場管理市町村コード,審査
会会場コード,審査会開始時刻,審査会管理市町村コード,審査会コード,審査順番号,一
次判定結果変更理由,二次審査要介護状態区分,審査会意見コード,サービス種類限定
フラグ,認定有効月数,要介護認定日,認定有効開始日,認定有効終了日,要介護認定認
定理由コード,認定通知書通知日,認定通知書最新発行日,認定通知書発行回数,転入
前保険者コード,転入前保険者名,転入前被保険者番号,転入前受給資格証明書発行
日,受給資格証明書最新発行日,受給資格証明書通知日,受給資格証明書発行回数,処
分延期事由コード,処分延期決定日,認定処理予定日,処分延期通知書最新発行日,処
分延期通知書通知日,

処分延期通知書発行回数,目標訪問調査依頼日,目標訪問調査票回収日,目標かかり
つけ医意見書依頼日,目標かかりつけ医意見書回収日,目標一次審査日,目標二次審
査日,目標認定通知日,前回履歴番号,前回要介護認定申請日,前回調査最大回数,前
回認定有効月数,前回要介護認定日,前回認定有効開始日,前回認定有効終了日,前回
一次審査要介護状態区分,前回二次審査要介護状態区分,前回介護保険審査会要介
護状態区分,前回サービス種類限定フラグ,前回訪問調査員管理市町村コード,前回訪
問調査員コード,前回意見書作成医管理市町村コード,前回意見書作成医コード,前回
合議体管理市町村コード,前回合議体コード,家族介護状態区分,家族介護拡大額,備
考,備考訪問調査,備考意見書,備考審査会,国保連への通知日,申請抽出フラグ,審査結
果抽出フラグ,認定センタ送信日,審査会意見,要介護認定異動日,要介護認定異動日
事由区分,勧奨通知日,送付先連番,更新申請区分,訪問調査在宅区分,意見書在宅区
分,意見書新規継続区分,本人同意フラグ,審査会割当状態区分,モバイル依頼区分,再
調査区分,廃止フラグ,痴呆性高齢者の目印,予備１,予備２,予備３,予備４,予備５,予備６,
予備７,予備８,予備９,予備１０,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ,法改正フラグ,前回法改正フラグ,蓋然性
評価コード,蓋然性評価パーセント,推定給付区分コード,要介護１状態像コード

サービス種類限定情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,サービス種類コード０１,サービス種類コード０
２,サービス種類コード０３,サービス種類コード０４,サービス種類コード０５,サービス種類
コード０６,サービス種類コード０７,サービス種類コード０８,サービス種類コード０９,サー
ビス種類コード１０,サービス種類コード１１,サービス種類コード１２,サービス種類コード
１３,サービス種類コード１４,サービス種類コード１５,サービス種類コード１６,サービス種
類コード１７,サービス種類コード１８,サービス種類コード１９,サービス種類コード２０,
サービス種類コード２１,サービス種類コード２２,サービス種類コード２３,サービス種類
コード２４,サービス種類コード２５,サービス種類コード２６,サービス種類コード２７,サー
ビス種類コード２８,サービス種類コード２９,サービス種類コード３０,削除フラグ,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

サービス種類限定履歴情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,要介護認定履歴連番,サービス種類コード０１,
サービス種類コード０２,サービス種類コード０３,サービス種類コード０４,サービス種類
コード０５,サービス種類コード０６,サービス種類コード０７,サービス種類コード０８,サー
ビス種類コード０９,サービス種類コード１０,サービス種類コード１１,サービス種類コード
１２,サービス種類コード１３,サービス種類コード１４,サービス種類コード１５,サービス種
類コード１６,サービス種類コード１７,サービス種類コード１８,サービス種類コード１９,
サービス種類コード２０,サービス種類コード２１,サービス種類コード２２,サービス種類
コード２３,サービス種類コード２４,サービス種類コード２５,サービス種類コード２６,サー
ビス種類コード２７,サービス種類コード２８,サービス種類コード２９,サービス種類コード
３０,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

種類変更情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,種類変更申請日,種類変更状態区分,申請者
区分,種類変更申請受理日,種類変更申請番号,現状サービス内容,希望サービス内容,
種類変更申請理由コード,受付場所コード,種類変更申請者郵便番号,種類変更申請者
住所,種類変更申請者氏名,種類変更申請者電話番号,申請者関係コード,種類変更審
査依頼日,種類変更審査日,種類変更認定日,種類変更認定理由コード,種類変更認定
通知書通知日,審査会コード,要介護担当地区コード,審査会意見,かかりつけ医医療機
関コード,かかりつけ医市町村,かかりつけ医コード,かかりつけ医氏名,かかりつけ医意
見書作成依頼日,かかりつけ医意見書作成日,かかりつけ医意見書入手日,かかりつけ
医意見書番号,疾病区分,傷病名,その他意見,意見書作成依頼書通知日,種類変更認
定通知書最新発行日,種類変更認定通知書発行回数,削除フラグ,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

審査会意見情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,審査会意見,削除フラグ,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

理由マスタ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,理由コードＩＤ,理由コード,機
能区分,理由概要,理由内容,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,デー
タ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

入院情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
要介護認定申請日,入院連番,入院日,退院日,事業者名称,３ヶ月前入院日数,４ヶ月前
入院日数,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ

認定対象者情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
資格得喪履歴連番,履歴番号,認定申請日,宛名コード,基本氏名カナ,基本氏名,基本通
称名カナ,基本通称名,氏名利用区分,基本生年月日,基本性別コード,基本続柄コード,
基本住所コード,基本市内外区分,基本カスタマバーコード,基本住所,基本住所方書,基
本郵便番号,地区コード１,地区コード２,地区コード３,地区コード４,地区コード５,資格異
動日,資格取得日,資格喪失日,一号該当日,資格異動事由コード,資格情報消除フラグ,
被保険者区分,被保険者送付先連番,住記提供済フラグ,認定情報管理市町村コード,訪
問調査情報管理市町村コード,意見書管理市町村コード,審査会管理市町村コード,訪
問調査備考,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ

無資格者情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,支所コード,被
保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,認定状態区分,認定進行フラグ,訪
問調査進行フラグ,意見書進行フラグ,審査会進行フラグ,要介護認定変更区分,要介護
認定廃止区分,要介護認定廃止日,職権修正区分,職権修正日,職権修正者管理市町村
コード,職権修正者コード,要介護認定申請受理日,要介護認定申請番号,要介護認定申
請区分,要介護認定申請識別区分,要介護認定申請理由コード,受付場所コード,要介護
担当地区コード,申請者区分,申請者関係コード,申請代行事業者管理市町村コード,申
請者宛名コード,申請者氏名,申請者住所,申請者郵便番号,申請者電話番号,申請受付
者所属コード,申請受付者職員コード,入所施設管理市町村コード,入所施設コード,調査
時警告フラグ,調査同意日,調査同意書番号,訪問調査希望日時１,訪問調査希望日時
２,訪問調査希望日時３,調査実施場所区分,訪問調査回目,調査票回収予定日,調査委
託日,予定調査実施日,予定調査実施開始時刻,訪問調査日,訪問調査開始時刻,
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

調査委託事業者管理市町村コード,調査委託事業者コード,訪問調査員管理市町村
コード,訪問調査員コード,調査結果入手日,調査票番号,訪問調査事業者委託カウント,
一次判定警告コード,かかりつけ医医療機関管理市町村コード,かかりつけ医医療機関
コード,かかりつけ医管理市町村コード,かかりつけ医コード,かかりつけ医氏名,意見書
回目,意見書作成医療機関管理市町村コード,意見書作成医医療機関コード,意見書作
成医管理市町村コード,意見書作成医コード,意見書作成医氏名,意見書作成医区分,意
見書診断フラグ,かかりつけ医意見書作成依頼日,意見書作成依頼書通知日,意見書作
成依頼書最新発行日,意見書作成依頼書発行回数,意見書回収予定日,診断命令書最
新発行日,かかりつけ医意見書作成日,かかりつけ医意見書入手日,かかりつけ医意見
書番号,疾病区分,傷病名,その他意見,一次審査日,一次審査要介護状態区分,二次審
査依頼日,二次審査予定日,二次審査日,

審査会会場管理市町村コード,審査会会場コード,審査会開始時刻,審査会管理市町村
コード,審査会コード,審査順番号,一次判定結果変更理由,二次審査要介護状態区分,
審査会意見コード,サービス種類限定フラグ,認定有効月数,要介護認定日,認定有効開
始日,認定有効終了日,要介護認定認定理由コード,認定通知書通知日,認定通知書最
新発行日,認定通知書発行回数,転入前保険者コード,転入前保険者名,転入前被保険
者番号,転入前受給資格証明書発行日,受給資格証明書最新発行日,受給資格証明書
通知日,受給資格証明書発行回数,処分延期事由コード,処分延期決定日,認定処理予
定日,処分延期通知書最新発行日,処分延期通知書通知日,処分延期通知書発行回数,
目標訪問調査依頼日,目標訪問調査票回収日,目標かかりつけ医意見書依頼日,目標
かかりつけ医意見書回収日,目標一次審査日,目標二次審査日,目標認定通知日,前回
履歴番号,前回要介護認定申請日,前回調査最大回数,前回認定有効月数,前回要介護
認定日,

前回認定有効開始日,前回認定有効終了日,前回一次審査要介護状態区分,前回二次
審査要介護状態区分,前回介護保険審査会要介護状態区分,前回サービス種類限定
フラグ,前回訪問調査員管理市町村コード,前回訪問調査員コード,前回意見書作成医
管理市町村コード,前回意見書作成医コード,前回合議体管理市町村コード,前回合議
体コード,家族介護状態区分,家族介護拡大額,備考,備考訪問調査,備考意見書,備考審
査会,国保連への通知日,申請抽出フラグ,審査結果抽出フラグ,認定センタ送信日,勧奨
通知日,送付先連番,更新申請区分,訪問調査在宅区分,意見書在宅区分,意見書新規
継続区分,本人同意フラグ,審査会割当状態区分,モバイル依頼区分,再調査区分,廃止
フラグ,痴呆性高齢者の目印,予備１,予備２,予備３,予備４,予備５,予備６,予備７,予備８,
予備９,予備１０,職権対応内容区分,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩ
Ｄ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ,法改正フラグ,前回法改正フラグ,蓋然
性評価コード,蓋然性評価パーセント,推定給付区分コード,要介護１状態像コード

転入者管理情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,支所コード,宛
名コード,被保険者番号,転入者氏名カナ,転入者氏名,転入者性別コード,転入者生年月
日,転入者住所,資格取得日,証有効終了日,交付日,要介護状態区分,認定日,認定有効
開始日,認定有効終了日,サービス種類留意事項,介護支援事業者名,訪問通所系支給
限度点数,訪問通所系基準該当分点数,短期入所系支給限度点数,短期入所系基準該
当分点数,備考,資格者証有効開始日,資格者証有効終了日,転入者方書,転入前受給
資格証明書発行日,転入前保険者コード,転入前保険者名,削除フラグ,異動所属コード,
異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

転入・資格喪失者連携管理情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,転入情報連携フラグ,転入情報連携日,資格喪失情報連携フラグ,資格喪失
情報連携日,資格喪失日,資格喪失センタ送信日,異動所属コード,異動職員コード,異動
ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

給付バッチ進行管理情報 保険者番号,市町村コード,プロセスＩＤ,プロセスＩＤ枝番,管理年月日１,管理時刻１,管理
年月日２,管理時刻２,管理年月日３,管理時刻３,管理年月日４,管理時刻４,管理年月日
５,管理時刻５,プロセスフリー領域,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

地域包括支援センター連携管理情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,事業者番号,地区コード,データ送信日,資格連
絡事由コード,認定連絡事由コード,宛名コードフラグ,漢字氏名フラグ,カナ氏名フラグ,生
年月日フラグ,性別フラグ,郵便番号フラグ,住所フラグ,方書フラグ,電話番号フラグ,連絡
先情報フラグ,送付先情報フラグ,認定情報フラグ,主治医意見書情報フラグ,訪問調査
票書情報フラグ,給付制限情報フラグ,利用者負担情報フラグ,特定入所者介護費情報
フラグ,社会福祉法人軽減額情報フラグ,本人同意フラグ,前回地区コード,前回データ送
信日,前回資格連絡事由コード,前回認定連絡事由コード,前回宛名コードフラグ,前回漢
字氏名フラグ,前回カナ氏名フラグ,前回生年月日フラグ,前回性別フラグ,前回郵便番号
フラグ,前回住所フラグ,前回方書フラグ,前回電話番号フラグ,前回連絡先情報フラグ,前
回送付先情報フラグ,前回認定情報フラグ,前回主治医意見書情報フラグ,前回訪問調
査票書情報フラグ,前回給付制限情報フラグ,前回利用者負担情報フラグ,前回特定入
所者介護費情報フラグ,前回社会福祉法人軽減額情報フラグ,前回本人同意フラグ,
前々回地区コード,前々回データ送信日,前々回資格連絡事由コード,前々回認定連絡
事由コード,前々回宛名コードフラグ,前々回漢字氏名フラグ,前々回カナ氏名フラグ,
前々回生年月日フラグ,前々回性別フラグ,前々回郵便番号フラグ,前々回住所フラグ,
前々回方書フラグ,前々回電話番号フラグ,前々回連絡先情報フラグ,前々回送付先情
報フラグ,前々回認定情報フラグ,前々回主治医意見書情報フラグ,前々回訪問調査票
書情報フラグ,前々回給付制限情報フラグ,前々回利用者負担情報フラグ,前々回特定
入所者介護費情報フラグ,前々回社会福祉法人軽減額情報フラグ,前々回本人同意フ
ラグ,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

居宅サービス計画届出情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,居宅有効開始日,居宅有効終了日,最新届出
フラグ,届出日,居宅サービス計画届出番号,届出区分,作成区分,居宅介護支援事業者
番号,事業者区分,介護支援専門員名,計画変更日,計画変更事由,小規模多機能型居
宅サービス利用有無,電話番号,委託先居宅介護支援事業者番号,申請者関係コード,
代理人－委任日,代理人－郵便番号,代理人－住所,代理人－電話番号,代理人－氏
名,居宅サービス計画適用開始日,居宅サービス計画適用終了日,申請受付日,申請受
付者所属コード,申請受付者職員コード,申請受付場所コード,支所コード,国保連提出区
分,国保連送付済フラグ,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異
動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

給付管理票情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,対象年月,種別区分,給付管理票番号,作成
日,給付管理票作成区分,居宅サービス計画作成区分,居宅介護支援事業者番号,事業
者区分,要介護状態区分,限度額適用開始年月,限度額適用終了年月,支給限度額,前
月まで給付計画日数,指定サービス分小計,基準該当サービス分小計,給付計画合計点
数,担当介護支援専門員番号,委託先の居宅介護支援事業者番号,委託先の担当介護
支援専門員番号,申請届出日,申請受付日,申請受付者所属コード,申請受付者職員
コード,申請受付場所コード,支所コード,国保連提出区分,国保連送付済フラグ,異動日,
異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ

給付管理票明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,対象年月,種別区分,連番,居宅介護支援事業
者番号,事業者区分,サービス種類コード,給付計画点数,異動日,異動時刻,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成Ｐ
Ｇ

受給者異動累積情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,受給者異動累積区分,異動年月,送付履歴番
号,宛名基本更新フラグ,資格得喪更新フラグ,要介護認定更新フラグ,老人保健更新フ
ラグ,生活保護更新フラグ,施設入所更新フラグ,居宅計画更新フラグ,償還払更新フラ
グ,一時差止更新フラグ,給付額減額更新フラグ,減額免除更新フラグ,標準負担更新フ
ラグ,特定標準更新フラグ,一割負担更新フラグ,旧措置者更新フラグ,特定入所者更新
フラグ,社福軽減更新フラグ,後期高齢者更新フラグ,国民健康保険更新フラグ,二次予
防更新フラグ,事業対象者更新フラグ,負担割合更新フラグ,作成処理済フラグ,異動連
絡票作成年月,異動連絡票作成回数,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コー
ド,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

受給者異動履歴情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,交換情報識別番号,異動年月
日,異動区分コード,訂正年月日,訂正区分コード,異動事由,市町村コード,証記載保険者
番号,被保険者番号,異動所属コード,異動職員コード,基本市町村コード,基本宛名コー
ド,基本異動日,基本異動区分コード,被保険者氏名カナ,生年月日,性別コード,資格市町
村コード,資格変更前資格取得日,資格異動区分コード,資格異動事由コード,資格取得
年月日,資格喪失年月日,市町村資格取得日,市町村資格喪失日,老人市町村コード,老
人宛名コード,老人保健取得日,老人保健喪失日,老人異動区分コード,老人保健市町村
番号,老人保健受給者番号,公費負担者番号,広域連合政令市保険者番号,生保市町村
コード,生保宛名コード,生保生活保護受給開始日,生保異動区分コード,公費負担上限
額減額の有無,要介市町村コード,要介護認定申請日,要介護履歴番号,要介異動区分
コード,申請種別コード,変更申請中区分コード,申請年月日,みなし要介護区分コード,要
介護状態区分コード,認定有効期間開始年月日,認定有効期間終了年月日,
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テーブル名 格納情報

要介護認定廃止日,居宅市町村コード,居宅届出日,居宅異動区分コード,居宅サービス
計画作成区分コード,居宅介護支援事業所番号,居宅サービス計画適用開始年月日,居
宅サービス計画適用終了年月日,小規模多機能型居宅サービス利用有無,訪問通所
サービス支給限度基準額,訪問通所サービス上限適用開始年月日,訪問通所サービス
上限適用終了年月日,短期入所サービス支給限度基準額,短期入所サービス上限適用
開始年月日,短期入所サービス上限適用終了年月日,支払市町村コード,支払給付制限
種類区分,支払給付制限適用決定日,支払異動区分コード,償還払化開始年月日,償還
払化終了年月日,給付額市町村コード,給付額給付制限種類区分,給付額給付制限適
用決定日,給付額異動区分コード,給付率引下げ開始年月日,給付率引下げ終了年月
日,減免市町村コード,減免申請日,減免異動区分コード,減免申請中区分コード,利用者
負担区分コード,給付率,適用開始年月日,適用終了年月日,減額市町村コード,減額申
請日,減額異動区分コード,標準負担区分コード,負担額,負担額適用開始年月日,負担
額適用終了年月日,施設市町村コード,施設宛名コード,施設入所年月日,施設異動区分
コード,施設入所日,施設退所日,旧措置者終了日,生活保護受給開始日,

生活保護受給廃止日,特定入所者市町村コード,特定入所者異動区分コード,特定入所
者申請日,特定入所者申請中区分コード,特定入所者区分コード,課税層の特例減額措
置対象,食費負担限度額,負担限度額ユニット型個室,負担限度額ユニット型準個室,負
担限度額従来型個室－特,負担限度額従来型個室－老療,負担限度額多床室,負担限
度額居住費－新１,負担限度額居住費－新２,負担限度額居住費－新３,負担限度額適
用開始日,負担限度額適用終了日,社福市町村コード,社福異動区分コード,社福軽減
率,社福軽減率適用開始日,社福軽減率適用終了日,後期市町村コード,後期異動区分
コード,後期宛名コード,後期保険者番号,後期被保険者番号,被保険者資格取得年月
日,被保険者資格喪失年月日,保険者番号適用開始年月日,保険者番号適用終了年月
日,国保市町村コード,国保異動区分コード,国保宛名コード,

国保保険者番号,国保被保険者証番号,国保個人番号,国保世帯加入日,国保世帯離脱
日,国保退職該当日,国保退職非該当日,二次市町村コード,基本チェックリスト回答年月
日,二次異動区分コード,二次予防事業対象区分コード,二次予防事業対象有効期間開
始年月日,二次予防事業対象有効期間終了年月日,二次突合認定日,住特市町村コー
ド,住特異動区分コード,住所地特例対象者区分コード,施設所在保険者番号,住所地特
例適用開始年月日,住所地特例適用終了年月日,二割市町村コード,二割異動区分コー
ド,二割負担適用開始年月日,二割負担適用終了年月日,基本チェックリスト実施年月
日,事業訂正内容コード,認定事業履歴開始日,要介護認定廃止区分,合併広域作成フ
ラグ,国保連送付済フラグ,異動連絡票作成年月,異動連絡票作成回数,訂正連絡票作
成年月,訂正連絡票作成回数,予備１,予備２,予備３,予備４,予備５,異動ＰＩＤ,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

共同処理用受給者異動履歴情報 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,保険者番号,交換情報識別番号－基本,異
動年月日,異動区分コード,訂正年月日,訂正区分コード,異動事由,証記載保険者番号,
市町村資格取得日,市町村資格喪失日,被保険者番号,市町村コード,基本－市町村
コード,基本－宛名コード,基本－基本異動日,基本－異動区分コード,被保険者氏名－
漢字,郵便番号,住所－カナ,住所－漢字,電話番号,帳票出力順序コード,交換情報識別
番号－償還,償還－市町村コード,償還－給付制限決定日,償還－異動区分コード,保険
給付支払の一時差止の開始年月日,保険給付支払の一時差止の終了年月日,保険給
付支払の一時差止区分コード,種類コード０１,種類コード０２,種類コード０３,種類コード
０４,種類コード０５,種類コード０６,種類コード０７,種類コード０８,種類コード０９,種類コー
ド１０,種類コード１１,種類コード１２,種類コード１３,種類コード１４,種類コード１５,種類
コード１６,種類コード１７,種類コード１８,種類コード１９,種類コード２０,保険給付支払の
一時差止金額,交換情報識別番号－高額,高額－市町村コード,高額－基準日,高額－
異動区分コード,世帯主被保険者番号－世帯集約番号,世帯所得区分コード,所得区分
コード,老齢福祉年金受給の有無,利用者負担第２段階,支給申請書出力の有無,合併
広域作成フラグ,国保連送付済フラグ,異動連絡票作成年月,異動連絡票作成回数,訂
正連絡票作成年月,訂正連絡票作成回数,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

受給者異動累積認定訂正情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,履歴番号,調査回数,送付履歴番号,訂正年月
日,訂正区分コード,異動年月,要介護認定申請日,認定状態区分,要介護認定変更区分,
要介護認定廃止区分,要介護認定廃止日,職権修正区分,職権修正日,職権修正者管理
市町村コード,要介護認定申請受理日,要介護認定申請番号,要介護認定申請区分,要
介護認定申請識別区分,二次審査要介護状態区分,要介護認定日,認定有効開始日,認
定有効終了日,削除フラグ,作成処理済フラグ,訂正連絡票作成年月,訂正連絡票作成
回数,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

受給者異動累積資格訂正情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,資格取得日,資格喪失日,送付履歴番号,訂正
年月日,訂正区分コード,異動年月,資格得喪履歴連番,宛名コード,資格異動日,一号該
当日,資格異動事由コード,資格情報消除フラグ,被保険者区分,被保険者送付先連番,
住記提供済フラグ,資格届出日,住記提供データ作成日,市町村資格取得日,市町村資
格喪失日,市町村一号該当日,異動フラグ,資格取得連番,作成処理済フラグ,訂正連絡
票作成年月,訂正連絡票作成回数,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,
異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

受給者異動累積二次予防訂正情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,基本チェックリスト回答年月日,送付履歴番
号,訂正年月日,訂正区分コード,異動年月,判定年月日,二次予防事業対象者区分コー
ド,有効期間開始年月日,有効期間終了年月日,変更前有効期間終了年月日,判定地域
包括支援センター,介護地区コード,削除区分,作成処理済フラグ,訂正連絡票作成年月,
訂正連絡票作成回数,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,デー
タ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

受給者異動累積事業対象者訂正情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,基本チェックリスト実施年月日,送付履歴番
号,訂正年月日,訂正区分コード,異動年月,事業対象者区分コード,判定年月日,有効期
間開始年月日,有効期間終了年月日,変更前有効期間終了年月日,取消区分,訂正内容
コード,削除区分,作成処理済フラグ,訂正連絡票作成年月,訂正連絡票作成回数,異動
日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

償還払い申請情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,整理番号,申請書番号,申
請給付種類コード,申請日,受付日,申請事由名称コード,その他事由,申請者関係区分
コード,申請者事業者番号,申請者氏名,申請者郵便番号,申請者住所,申請者電話番号,
支所コード,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,申請受付場所コード,支払方
法区分コード,口座連番,口座宛名コード,金融機関コード,支店コード,口座種別コード,口
座番号,口座名義人カナ,口座名義人,送付先連番,送付先宛名コード,貸付申請区分
コード,貸付番号,貸付日,貸付額,貸付終了日,保険請求額,利用者負担額,国保連提出
区分コード,支給区分コード,支給決定日,点数,支払金額合計,支給不支給理由,受領委
任区分,受領委任事業者番号,償還処理状態区分,支払状態区分,領収証確認フラグ,
サービス提供証明書確認フラグ,受領委任確認フラグ,備考,審査自庁区分,支払予定開
始日－委託時窓口払用,支払予定終了日－委託時窓口払用,償還連絡票作成年月,審
査年月,決定通知書作成区分,決定通知書番号,国保連決定通知書番号,提供月要介護
状態区分,提供月認定有効開始日,提供月認定有効終了日,異動日,異動時刻,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作
成ＰＧ

償還払い明細基本情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,整理番号,事業者番号,交
換情報識別番号,居宅サービス計画作成区分コード,居宅介護支援事業者番号,開始
日,中止日,中止理由コード,入所日,退所日,入所実日数,外泊日数,退所後の状態コード,
保険給付率,サービス点数,保険請求額,利用者負担額,緊急時施設療養保険請求分合
計額,特定診療費保険請求分合計額,食事提供費請求額,緊急時施設療養費情報有無
フラグ,特定診療費情報有無フラグ,食事費用情報有無フラグ,送付対象区分コード,異
動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,交
換情報識別番号,サービス種類コード,サービス項目コード,連番,点数,日数回数,サービ
ス点数,摘要,施設所在保険者番号,審査方法区分コード,送付対象区分コード,異動日,
異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い緊急時施設療養情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,交
換情報識別番号,連番,緊急時傷病名１,緊急時傷病名２,緊急時傷病名３,緊急時治療
開始日１,緊急時治療開始日２,緊急時治療開始日３,往診医療機関名,通院医療機関
名,往診日数,通院日数,緊急時治療管理点数,緊急時治療管理日数,緊急時治療管理
小計,リハビリテーション点数,処置点数,手術点数,麻酔点数,放射線治療点数,摘要１,摘
要２,摘要３,摘要４,摘要５,摘要６,摘要７,摘要８,摘要９,摘要１０,摘要１１,摘要１２,摘要１
３,摘要１４,摘要１５,摘要１６,摘要１７,摘要１８,摘要１９,摘要２０,緊急時施設療養費合
計点数,所定疾患施設療養費傷病名１,所定疾患施設療養費傷病名２,所定疾患施設
療養費傷病名３,所定疾患施設療養費開始日１,所定疾患施設療養費開始日２,所定疾
患施設療養費開始日３,所定疾患施設療養費単位数,所定疾患施設療養費日数,所定
疾患施設療養費小計,送付対象区分コード,摘要フラグ,異動日,異動時刻,異動所属コー
ド,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い特定診療費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,交
換情報識別番号,連番,傷病名,指導管理料点数,単純エックス線点数,リハビリテーショ
ン点数,精神科専門療法点数,予備１,予備２,合計点数,摘要１,摘要２,摘要３,摘要４,摘要
５,摘要６,摘要７,摘要８,摘要９,摘要１０,摘要１１,摘要１２,摘要１３,摘要１４,摘要１５,摘
要１６,摘要１７,摘要１８,摘要１９,摘要２０,送付対象区分コード,摘要フラグ,異動日,異動
時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

償還払い食事費用情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,交
換情報識別番号,標準負担額月額,標準負担額日額,基本食提供日数,基本食提供単
価,基本食提供金額,特別食提供日数,特別食提供単価,特別食提供金額,食事提供延
べ日数,食事提供費合計,食事提供請求額,送付対象区分コード,異動日,異動時刻,異動
所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ
作成ＰＧ

償還払い居宅サービス計画費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,対象年月,事業者番号,整理番号,交換情報識
別番号,指定／基準該当事業者区分コード,点数単価,居宅サービス計画作成依頼届出
日,連番,サービスコード,単位数,日数回数,点数,単位数合計,請求金額,担当介護支援専
門員番号,摘要,審査方法区分コード,国保連提出区分,支給区分コード,送付対象区分
コード,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作
成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い福祉用具購入費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,連
番,交換情報識別番号,サービスコード,福祉用具購入日,領収書記載日,福祉用具商品
名,福祉用具種目コード,福祉用具製造事業者名,福祉用具販売事業者名,販売事業者
電話番号,保険給付率,購入金額,保険請求算定額,支給予定額,品目コード,審査方法区
分コード,送付対象区分コード,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動Ｐ
ＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い住宅改修費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,連
番,交換情報識別番号,サービスコード,住宅改修着工日,住宅改修完成日,領収書記載
日,住宅改修事業者名,住宅改修事業者電話番号,申請者関係区分コード,所有者名,住
宅区分,住宅改修先住所連番,住宅改修先郵便番号,住宅改修先住所,住宅改修先電話
番号,保険給付率,改修金額,保険請求算定額,支給予定額,リセット区分,住宅改修区分
１,住宅改修区分２,住宅改修区分３,住宅改修区分４,住宅改修区分５,住宅改修区分６,
理由書作成日,理由書作成事業者番号,理由書作成者名,審査方法区分コード,送付対
象区分コード,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い集計情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,整理番号,事業者番号,交
換情報識別番号,サービス種類コード,サービス実日数,計画単位数,限度額管理対象点
数,限度額管理対象外点数,短期入所実日数,点数合計,点数単価,請求額,利用者負担
額,出来高分点数合計,出来高分請求額,出来高分利用者負担額,審査方法区分コード,
国保連提出区分,支給区分コード,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い支給決定者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,整理番号,事業者番号,
サービス種類コード,連番,国保連決定通知書番号,支給区分コード,点数,支払金額,増減
点,支払方法区分コード,備考１,備考２,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コー
ド,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い特定診療費明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,交
換情報識別番号,連番,傷病名,識別番号,単位数,回数,サービス単位数,送付対象区分
コード,摘要,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,デー
タ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い食事費用明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,交
換情報識別番号,サービス種類コード,サービス項目コード,連番,単価,日数,金額,送付対
象区分コード,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

標準負担額差額明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,整理番号,標
準負担額月額,標準負担額日額,食事提供費合計,減免負担額月額,減免負担額日額,
減免食事提供費合計,食事提供請求額,最終更新日,最終更新時刻,最終更新所属コー
ド,最終更新職員コード,最終更新ＰＧ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

事前相談情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事前承認番号,申請書番
号,申請給付種類コード,申請日,受付日,申請事由名称コード,その他事由,申請者関係
区分コード,申請者事業者番号,申請者氏名,申請者郵便番号,申請者住所,申請者電話
番号,支所コード,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,申請受付場所コード,支
払方法区分コード,口座連番,口座宛名コード,金融機関コード,支店コード,口座種別コー
ド,口座番号,口座名義人カナ,口座名義人,送付先連番,送付先宛名コード,貸付申請区
分コード,貸付番号,貸付日,貸付額,貸付終了日,保険請求額,利用者負担額,支給区分
コード,支給決定日,支払金額合計,支給不支給理由,受領委任区分,受領委任事業者番
号,償還処理状態区分,受領委任確認フラグ,備考,決定通知書番号,支給申請番号,提供
月要介護状態区分,提供月認定有効開始日,提供月認定有効終了日,異動日,異動時
刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

事前相談明細基本情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事前承認番号,事業者番
号,交換情報識別番号,保険給付率,サービス点数,保険請求額,利用者負担額,異動日,
異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ

事前相談福祉用具購入費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,事前承認番
号,連番,交換情報識別番号,サービスコード,福祉用具購入日,領収書記載日,福祉用具
商品名,福祉用具種目コード,福祉用具製造事業者名,福祉用具販売事業者名,販売事
業者電話番号,保険給付率,購入金額,保険請求算定額,支給予定額,品目コード,審査方
法区分コード,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

事前相談住宅改修費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,事前承認番
号,連番,交換情報識別番号,サービスコード,住宅改修着工日,住宅改修完成日,領収書
記載日,住宅改修事業者名,住宅改修事業者電話番号,申請者関係区分コード,所有者
名,住宅区分,住宅改修先住所連番,住宅改修先郵便番号,住宅改修先住所,住宅改修
先電話番号,保険給付率,改修金額,保険請求算定額,支給予定額,リセット区分,住宅改
修区分１,住宅改修区分２,住宅改修区分３,住宅改修区分４,住宅改修区分５,住宅改修
区分６,理由書作成日,理由書作成事業者番号,理由書作成者名,審査方法区分コード,
異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ

事前相談集計情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事前申請番号,事業者番
号,交換情報識別番号,サービス種類コード,サービス実日数,限度額管理対象点数,限
度額管理対象外点数,請求額,利用者負担額,審査方法区分コード,支給区分コード,異
動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

償還払い起動バッチ情報 保険者番号,バッチ起動区分,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,整理番
号,申請書番号,申請給付種類コード,申請日,受付日,支払方法区分コード,口座連番,口
座宛名コード,金融機関コード,支店コード,口座種別コード,口座番号,口座名義人カナ,口
座名義人,貸付申請区分コード,貸付番号,貸付日,貸付額,貸付終了日,保険請求額,利
用者負担額,支給区分コード,支給決定日,点数,支払金額合計,支払状態区分,審査自庁
区分,審査年月,受領委任区分,受領委任事業者番号,提供月要介護状態区分,提供月
認定有効開始日,提供月認定有効終了日,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

事前相談決定者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事前承認番号,事業者番
号,サービス種類コード,連番,国保連決定通知書番号,支給区分コード,点数,支払金額,
増減点,支払方法区分コード,備考１,備考２,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

事前相談住宅改修費付記情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事前承認番号,申請書番
号,申請給付種類コード,住宅改修先住所連番,理由書有無コード,住宅所有者の承諾有
無コード,見積書有無フラグ,予備１,予備２,予備３,予備４,予備５,予備６,異動日,異動時
刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

償還払い住宅改修費付記情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,整理番号,申請書番号,申
請給付種類コード,住宅改修先住所連番,理由書有無コード,住宅所有者の承諾有無
コード,見積書有無フラグ,予備１,予備２,予備３,予備４,予備５,予備６,異動日,異動時刻,
異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

 特定入所者介護サービス費負担額差額申請情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,特入差額整理番号,特入差額申請書番号,特
入差額申請給付種類コード,事業者番号,申請日,受付日,申請事由名称コード,その他
事由,申請者関係区分コード,申請者事業者番号,申請者氏名,申請者郵便番号,申請者
住所,申請者電話番号,支所コード,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,申請
受付場所コード,支払方法区分コード,口座連番,口座宛名コード,金融機関コード,支店
コード,口座種別コード,口座番号,口座名義人カナ,口座名義人,送付先連番,送付先宛
名コード,自己負担支払額,自己負担開始年月日,自己負担終了年月日,自己負担日数,
費用額合計,保険分請求額合計,利用者負担額合計,支給区分コード,支給決定日,支給
額,支給不支給理由,審査年月,決定通知書作成区分,決定通知書番号,償還処理状態
区分,支払状態区分,審査自庁区分,支払予定開始日,支払予定終了日,領収証確認フラ
グ,認定証確認フラグ,備考,申請日要介護状態区分,申請日認定有効開始日,申請日認
定有効終了日,特入基準日,特入利用者負担段階,特入認定日,特入開始日,特入終了
日,特入認定区分,負担限度額ユニット型個室,負担限度額ユニット型準個室,負担限度
額従来型個室－特,負担限度額従来型個室－老療,負担限度額多床室,負担限度額食
費,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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 特定入所者介護サービス費負担額差額明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,特入差額整理番号,事業者番号,サービス提
供年月,レコード番号,サービス種類コード,サービス項目コード,費用単価,負担限度額,
日数,費用額,保険分請求額,利用者負担額,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職
員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額算定情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,基準日,世帯コード,所得区
分コード,老齢福祉年金受給の有無,利用者負担第２段階,激変緩和措置対象者区分,
境界層区分コード,境界前所得区分コード,支給申請書出力の有無,自動償還停止区分,
停止理由コード,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額対象者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,作成年月,対象番号,サー
ビス費用合計額合計,利用者負担額合計,算定基準額,支払済金額合計,高額支給額,元
利用者負担額合計,元算定基準額,元高額支給額,社福区分,市単区分,戻入区分,備考,
対象者情報作成年月日,勧奨通知書番号,勧奨通知書作成日,事業者設定区分,事業者
番号,受領委任区分,住所地特例区分,申請区分,手書申請区分,対象者無効区分,対象
者統合区分,対象者統合元作成年月,月遅れ実績区分,算定基準日,世帯コード,所得区
分コード,老福の有無,利用者負担第２段階,激変緩和措置対象者区分,世帯合算区分
コード,境界層区分コード,境界前所得区分コード,自動償還区分,社福軽減率,社福利用
者負担額,社福軽減額,社福軽減利用者負担額,予備,異動日,異動時刻,異動所属コー
ド,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額該当給付実績情報　 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,作成年月,対象番号,事業
者番号,サービス種類コード,サービス費用合計額,利用者負担額,元利用者負担額,社
福区分,市単区分,備考,月遅れ実績区分,所得区分コード,老福の有無,利用者負担第２
段階,激変緩和措置対象者区分,世帯合算区分コード,自動償還区分,社福軽減率,社福
利用者負担額,社福軽減額,社福軽減利用者負担額,予備,異動日,異動時刻,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成Ｐ
Ｇ

高額申請情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,作成年月,勧奨通知書番
号,受付番号,対象番号,サービス費用総計,支払額合計,算定基準額,支払済金額合計,
申請日,申請者関係コード,申請者事業者番号,申請者氏名,申請者郵便番号,申請者住
所,申請者電話番号,支払方法区分コード,口座連番,口座宛名コード,金融機関コード,支
店コード,口座種別コード,口座番号,口座名義人カナ,口座名義人,送付先連番,送付先
宛名コード,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,申請受付場所コード,支所
コード,世帯合算区分コード,世帯集約番号,領収証確認フラグ,受領委任確認フラグ,給
付制限フラグ,給付割合,備考,貸付申請区分コード,貸付番号,貸付日,貸付額,貸付終了
日,受付年月日,決定年月日,支給区分コード,支給金額,不支給理由,受領委任区分,受
領委任事業者番号,判定結果作成年月,審査方法区分コード,決定作成年月,決定者情
報作成年月日,決定番号,利用者負担額－国保連決定,支給区分コード－国保連決定,
決定年月－国保連決定,高額支給額－国保連決定,処理状態区分,支払状態区分,審査
自庁区分,オンライン決定区分,決定通知書作成区分,決定通知書番号,支払予定開始
年月日,支払予定終了年月日,手書申請区分,自動償還区分,予備,異動日,異動時刻,異
動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,デー
タ作成ＰＧ

高額福祉連携情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,宛名コード,関連宛名コード,サービス提供年
月,履歴番号,カレント履歴番号,作成年月,審査年月,利用者負担額合計,利用者負担額
合計－受給,利用者負担額合計－決定,利用者負担額合計－送付,算定基準額,高額支
給額,高額支給額－受給,高額支給額－決定,高額支給額－送付,住所地特例区分,再
審査過誤区分,給付制限種類区分,処理状態区分,支払状態区分,支給区分コード,相殺
区分,給付受給状況区分,確認区分,送付対象フラグ,カナ氏名,性別コード,生年月日,宛
名コード－福祉,カナ氏名－福祉,性別コード－福祉,生年月日－福祉,住民区分－福祉,
要介護認定開始日－福祉,要介護認定終了日－福祉,要介護度－福祉,抽出年月,異動
日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

高額戻入情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,作成年月,世帯コード,戻入
依頼宛名コード,サービス費用合計額合計,利用者負担額合計,算定基準額,支払済金
額合計,高額支給額,高額支給総額,支払済総額,戻入予定額,戻入金額,戻入事由－過
誤申立,戻入事由－再請求,戻入事由－限度額増,戻入状況区分,レコード確定区分,依
頼中再請求区分,戻入依頼日,戻入完了日,戻入結果登録日,状況変更年月,変更前戻
入状況区分,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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高額軽減情報 保険者番号,市町村コード,世帯コード,対象年度,勧奨年月,被保険者番号,申請書提出
期限年月日,勧奨時適用開始年月,勧奨理由,申請年月日,受付年月日,申請有無区分,
決定年月日,決定区分,決定理由,世帯一号人数,世帯収入金額,承認後所得区分,適用
開始年月,適用終了年月,８月度所得,９月度所得,１０月度所得,１１月度所得,１２月度所
得,翌１月度所得,翌２月度所得,翌３月度所得,翌４月度所得,翌５月度所得,翌６月度所
得,翌７月度所得,申請者関係コード,申請者事業者番号,申請者氏名,申請者郵便番号,
申請者住所,申請者電話番号,送付先連番,送付先宛名コード,収入証明書類確認フラ
グ,備考,収入０１－審査対象区分,収入０１－被保険者番号,収入０１－年金収入,収入０
１－給与収入,収入０１－その他の収入,収入０１－収入合計,収入０２－審査対象区分,
収入０２－被保険者番号,収入０２－年金収入,収入０２－給与収入,収入０２－その他
の収入,収入０２－収入合計,収入０３－審査対象区分,収入０３－被保険者番号,収入０
３－年金収入,収入０３－給与収入,収入０３－その他の収入,収入０３－収入合計,収入
０４－審査対象区分,収入０４－被保険者番号,収入０４－年金収入,収入０４－給与収
入,収入０４－その他の収入,収入０４－収入合計,収入０５－審査対象区分,収入０５－
被保険者番号,収入０５－年金収入,収入０５－給与収入,収入０５－その他の収入,収
入０５－収入合計,収入０６－審査対象区分,収入０６－被保険者番号,収入０６－年金
収入,収入０６－給与収入,収入０６－その他の収入,収入０６－収入合計,予備１,予備２,
異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ

支払予定管理情報 保険者番号,市町村コード,申請区分,会計年度,サービス提供年月,被保険者番号,通知
書番号,通番,要介護認定識別区分,受領委任区分,受領委任事業者番号,申請給付種
類コード,支払方法区分コード,口座連番,被仕向銀行番号,被仕向支店番号,預金種目,
口座番号,口座名義人カナ,口座名義人,保険請求額,自己負担額,貸付額,控除額,支払
予定期間開始日,支払予定期間終了日,当初支払予定額,支払予定額,支払日,支払済
金額,返納予定額,返納日,返納済額,滞納額,審査自庁区分,支払状態区分,支払情報作
成日,削除フラグ,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

給付実績基本情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,相殺区分,実績作成元コード,カレント履歴番号,交換情報識別番号,給付
実績区分コード,整理番号,給付実績情報作成区分コード,居宅サービス計画作成区分
コード,居宅介護支援事業者番号,開始年月日,中止年月日,中止理由コード,入所年月
日,退所年月日,入所実日数,外泊日数,退所後の状態コード,保険給付率,前サービス点
数,前保険請求額,前利用者負担額,前緊急保険請求額,前特定保険請求額,前食事請
求額,後サービス点数,後保険請求額,後利用者負担額,後緊急保険請求額,後特定保険
請求額,後食事請求額,生年月日,性別コード,要介護状態区分コード－国保連,要介護
状態区分コード,旧措置入所者特例コード－国保連,旧措置入所者特例コード,認定有
効開始年月日,認定有効終了年月日,老人保健市町村番号,老人保健受給者番号,後期
保険者番号,後期被保険者番号,国保保険者番号,国保被保険者証番号,国保個人番
号,公費１負担者番号,公費１受給者番号,公費１給付率,公費１前サービス点数,公費１
前請求額,公費１前本人負担額,公費１前緊急請求額,公費１前特定請求額,公費１前食
事請求額,公費１後サービス点数,公費１後請求額,公費１後本人負担額,公費１後緊急
請求額,公費１後特定請求額,公費１後食事請求額,公費２負担者番号,公費２受給者番
号,公費２給付率,公費２前サービス点数,公費２前請求額,公費２前本人負担額,公費２
前緊急請求額,公費２前特定請求額,公費２前食事請求額,公費２後サービス点数,公費
２後請求額,公費２後本人負担額,公費２後緊急請求額,公費２後特定請求額,公費２後
食事請求額,公費３負担者番号,公費３受給者番号,公費３給付率,公費３前サービス点
数,公費３前請求額,公費３前本人負担額,公費３前緊急請求額,公費３前特定請求額,公
費３前食事請求額,公費３後サービス点数,公費３後請求額,公費３後本人負担額,公費
３後緊急請求額,公費３後特定請求額,公費３後食事請求額,再審査過誤申立状態区
分,公費フラグ,緊急時施設療養費フラグ,特定診療費フラグ,食事費用フラグ,特定入所
者介護費用フラグ,社会福祉法人軽減額フラグ,国保連送付済フラグ,訂正理由,警告区
分コード,審査年月,取消解除フラグ,保険者保有作成年月,特入差額支給フラグ,予備,異
動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

給付実績明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,サービス種類コード,サービス項目コード,摘要,前点数,前日数回数,前サー
ビス点数,後点数,後日数回数,後サービス点数,公費１前日数回数,公費１前サービス点
数,公費１後日数回数,公費１後サービス点数,公費２前日数回数,公費２前サービス点
数,公費２後日数回数,公費２後サービス点数,公費３前日数回数,公費３前サービス点
数,公費３後日数回数,公費３後サービス点数,給付種類区分,サービス費種類コード,特
例フラグ,公費フラグ,再審査過誤申立状態区分,再審査回数,過誤回数,審査年月,住所
地特例フラグ,施設所在保険者番号,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,
異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

緊急時施設療養費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,往診医療機関名,通院医療機関名,前往診日数,前通院日数,前緊急時治
療管理点数,前緊急時治療管理日数,前緊急時治療管理小計,前リハビリテーション点
数,前処置点数,前手術点数,前麻酔点数,前放射線治療点数,前緊急時施設療養費合
計点数,前所定疾患施設療養費単位数,前所定疾患施設療養費日数,前所定疾患施設
療養費小計,後往診日数,後通院日数,後緊急時治療管理点数,後緊急時治療管理日
数,後リハビリテーション点数,後処置点数,後手術点数,後麻酔点数,後放射線治療点数,
後所定疾患施設療養費単位数,後所定疾患施設療養費日数,緊急時傷病名１,緊急時
傷病名２,緊急時傷病名３,治療開始年月日１,治療開始年月日２,治療開始年月日３,所
定疾患施設療養費傷病名１,所定疾患施設療養費傷病名２,所定疾患施設療養費傷病
名３,所定疾患施設療養費開始年月日１,所定疾患施設療養費開始年月日２,所定疾患
施設療養費開始年月日３,摘要１,摘要２,摘要３,摘要４,摘要５,摘要６,摘要７,摘要８,摘
要９,摘要１０,摘要１１,摘要１２,摘要１３,摘要１４,摘要１５,摘要１６,摘要１７,摘要１８,摘
要１９,摘要２０,再審査過誤申立状態区分,摘要フラグ,再審査回数,過誤回数,審査年月,
異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ

特定診療費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,前指導管理料点数,前単純エックス線点数,前リハビリテーション点数,前
精神科専門療法点数,前予備１,前予備２,前合計点数,後指導管理料点数,後単純エック
ス線点数,後リハビリテーション点数,後精神科専門療法点数,後予備１,後予備２,後合
計点数,傷病名,摘要１,摘要２,摘要３,摘要４,摘要５,摘要６,摘要７,摘要８,摘要９,摘要１
０,摘要１１,摘要１２,摘要１３,摘要１４,摘要１５,摘要１６,摘要１７,摘要１８,摘要１９,摘要２
０,公費１前指導管理料点数,公費１前単純エックス線点数,公費１前リハビリテーション
点数,公費１前精神科専門療法点数,公費１前予備１,公費１前予備２,公費１前合計点
数,公費１後指導管理料点数,公費１後単純エックス線点数,公費１後リハビリテーション
点数,公費１後精神科専門療法点数,公費１後予備１,公費１後予備２,公費１後合計点
数,公費２前指導管理料点数,公費２前単純エックス線点数,公費２前リハビリテーション
点数,公費２前精神科専門療法点数,公費２前予備１,公費２前予備２,公費２前合計点
数,公費２後指導管理料点数,公費２後単純エックス線点数,公費２後リハビリテーション
点数,公費２後精神科専門療法点数,公費２後予備１,公費２後予備２,公費２後合計点
数,公費３前指導管理料点数,公費３前単純エックス線点数,公費３前リハビリテーション
点数,公費３前精神科専門療法点数,公費３前予備１,公費３前予備２,公費３前合計点
数,公費３後指導管理料点数,公費３後単純エックス線点数,公費３後リハビリテーション
点数,公費３後精神科専門療法点数,公費３後予備１,公費３後予備２,公費３後合計点
数,公費フラグ,摘要フラグ,再審査過誤申立状態区分,再審査回数,過誤回数,審査年月,
異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ

特定診療費明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,傷病名,識別番号,前単位数,前回数,前サービス単位数,前合計単位数,公
費１前回数,公費１前サービス単位数,公費１前合計単位数,公費２前回数,公費２前
サービス単位数,公費２前合計単位数,公費３前回数,公費３前サービス単位数,公費３
前合計単位数,摘要,後単位数,後回数,後サービス単位数,後合計単位数,公費１後回数,
公費１後サービス単位数,公費１後合計単位数,公費２後回数,公費２後サービス単位
数,公費２後合計単位数,公費３後回数,公費３後サービス単位数,公費３後合計単位数,
再審査回数,過誤回数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

食事費用情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番号,整理番号,標
準負担額月額,標準負担額日額,基本提供日数,前基本提供単価,基本提供金額,特別
提供日数,前特別提供単価,特別提供金額,食事提供延べ日数,食事提供費合計,前食
事提供費請求額,後基本提供単価,後特別提供単価,後食事提供費請求額,公費１対象
食事提供延べ日数,公費１食事提供費請求分,公費２対象食事提供延べ日数,公費２食
事提供費請求分,公費３対象食事提供延べ日数,公費３食事提供費請求分,公費フラグ,
再審査過誤申立状態区分,再審査回数,過誤回数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作
成ＰＧ

食事費用明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,サービス種類コード,サービス項目コード,前提供単価,前提供日数,前提供
金額,後提供単価,後提供日数,後提供金額,給付種類区分,サービス費種類コード,特例
フラグ,摘要,再審査過誤申立状態区分,公費フラグ,再審査回数,過誤回数,審査年月,異
動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ
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テーブル名 格納情報

居宅サービス計画費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番号,整理番号,指
定基準該当等事業者区分コード,点数単価,居宅サービス計画作成依頼届出日,レコー
ド番号,サービスコード,前単位数,前日数回数,前点数,前単位数合計,前請求金額,後単
位数,後日数回数,後点数,後単位数合計,後請求金額,担当介護支援専門員番号,摘要,
給付種類区分,サービス費種類コード,特例フラグ,再審査過誤申立状態区分,再審査回
数,過誤回数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異
動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

福祉用具購入情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,サービスコード,福祉用具購入日,福祉用具商品名,福祉用具種目コード,福
祉用具製造事業者名,福祉用具販売事業者名,全体購入費用,購入金額,摘要,給付種
類区分,サービス費種類コード,特例フラグ,審査年月,異動日,異動時刻,異動所属コード,
異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

住宅改修費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,サービスコード,申請日,住宅改修着工日,住宅改修完成日,住宅改修区分
１,住宅改修区分２,住宅改修区分３,住宅改修区分４,住宅改修区分５,住宅改修区分６,
住宅改修事業者名,住宅改修先住所,対象者との関係,住宅所有者名,全体改修費用,改
修金額,給付種類区分,サービス費種類コード,特例フラグ,審査年月,異動日,異動時刻,
異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

給付実績集計情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,サービス種類コード,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識
別番号,整理番号,前サービス実日数,前計画点数,前限度額管理対象点数,前限度額管
理対象外点数,前短期入所計画日数,前短期入所実日数,前点数合計,前点数単価,前
請求額,前利用者負担額,前出来高点数合計,前出来高請求額,前出来高利用者負担
額,後短期入所実日数,後点数合計,後請求額,後出来高点数合計,後出来高請求額,公
費１前点数合計,公費１前請求額,公費１前本人負担額,公費１前出来高点数合計,公費
１前出来高請求額,公費１前出来高本人負担額,公費１後点数合計,公費１後請求額,公
費１後出来高点数合計,公費１後出来高請求額,公費２前点数合計,公費２前請求額,公
費２前本人負担額,公費２前出来高点数合計,公費２前出来高請求額,公費２前出来高
本人負担額,公費２後点数合計,公費２後請求額,公費２後出来高点数合計,公費２後出
来高請求額,公費３前点数合計,公費３前請求額,公費３前本人負担額,公費３前出来高
点数合計,公費３前出来高請求額,公費３前出来高本人負担額,公費３後点数合計,公
費３後請求額,公費３後出来高点数合計,公費３後出来高請求額,給付種類区分,サービ
ス費種類コード,特例フラグ,再審査過誤申立状態区分,公費フラグ,再審査回数,過誤回
数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額介護サービス費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,給付実績区分コード,入力
識別番号,履歴番号,相殺区分,実績作成元コード,カレント履歴番号,交換情報識別番
号,給付実績情報作成区分コード,受付年月日,決定年月日,利用者負担額,支給額,公費
１負担者番号,公費１負担額,公費１支給額,公費２負担者番号,公費２負担額,公費２支
給額,公費３負担者番号,公費３負担額,公費３支給額,給付種類区分,サービス費種類
コード,特例フラグ,再審査過誤申立状態区分,公費フラグ,国保連送付済フラグ,訂正理
由,審査年月,取消解除フラグ,保険者保有作成年月,高額作成年月,予備,異動日,異動
時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

給付実績エラー管理情報 保険者番号,市町村コード,審査年月,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入
力識別番号,整理番号,連番,エラーコード,レコード種別,サービスコード,エラー詳細,異動
日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

過誤申立情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,申立履歴番号,カレント履歴番号,審査年月,様式番号,申立理由番号,当初単位数,申
立年月日,過誤識別区分,過誤決定年月,過誤申立作成年月,国保連送付済フラグ,過誤
申立状態区分,申立元区分,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩ
Ｄ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

再審査申立情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,サービス種類コード,サービス項目コード,申立履歴番号,カレント履歴番号,審査年月,
申立対象項目番号,申立理由番号,申立単位数,再審査結果コード,当初請求単位数,原
審単位数,決定単位数,調整単位数,保険者負担額,申立年月日,再審査決定年月,再審
査申立作成年月,国保連送付済フラグ,再審査申立状態区分,申立元区分,異動日,異動
時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

特定入所者介護サービス費用情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,サービス種類コード,サービス項目コード,前費用単価,負担限度額,前日数,
公費１前日数,公費２前日数,公費３前日数,前費用額,前保険分請求額,公費１前負担
額,公費２前負担額,公費３前負担額,前利用者負担額,前費用額合計,前保険分請求額
合計,前利用者負担額合計,公費１前負担額合計,公費１前請求額,公費１前本人負担
月額,公費２前負担額合計,公費２前請求額,公費２前本人負担月額,公費３前負担額合
計,公費３前請求額,公費３前本人負担月額,後費用単価,後日数,公費１後日数,公費２
後日数,公費３後日数,後費用額,後保険分請求額,公費１後負担額,公費２後負担額,公
費３後負担額,後利用者負担額,後費用額合計,後保険分請求額合計,後利用者負担額
合計,公費１後負担額合計,公費１後請求額,公費１後本人負担月額,公費２後負担額合
計,公費２後請求額,公費２後本人負担月額,公費３後負担額合計,公費３後請求額,公費
３後本人負担月額,再審査回数,過誤回数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所属コード,
異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

社会福祉法人軽減額情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,サービス種類コード,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識
別番号,整理番号,軽減率,受領すべき利用者負担額の総額,軽減額,軽減後利用者負担
額,決定後受領すべき利用者負担額の総額,決定後軽減額,決定後軽減後利用者負担
額,備考,再審査回数,過誤回数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

総合事業給付実績明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,レコード番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番
号,整理番号,サービス種類コード,サービス項目コード,摘要,前単位数,前日数回数,前
サービス単位数,後単位数,後日数回数,後サービス単位数,公費１前日数回数,公費１前
サービス単位数,公費１後日数回数,公費１後サービス単位数,公費２前日数回数,公費
２前サービス単位数,公費２後日数回数,公費２後サービス単位数,公費３前日数回数,
公費３前サービス単位数,公費３後日数回数,公費３後サービス単位数,再審査回数,過
誤回数,審査年月,住所地特例フラグ,施設所在保険者番号,異動日,異動時刻,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成Ｐ
Ｇ

総合事業給付実績集計情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,サービス種類コード,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識
別番号,整理番号,前サービス実日数,前計画単位数,前限度額管理対象単位数,前限度
額管理対象外単位数,前短期入所計画日数,前短期入所実日数,前単位数合計,前単位
数単価,前請求額,前利用者負担額,前出来高単位数合計,前出来高請求額,前出来高
利用者負担額,後短期入所実日数,後単位数合計,後請求額,後出来高単位数合計,後
出来高請求額,公費１前単位数合計,公費１前請求額,公費１前本人負担額,公費１前出
来高単位数合計,公費１前出来高請求額,公費１前出来高本人負担額,公費１後単位数
合計,公費１後請求額,公費１後出来高単位数合計,公費１後出来高請求額,公費２前単
位数合計,公費２前請求額,公費２前本人負担額,公費２前出来高単位数合計,公費２前
出来高請求額,公費２前出来高本人負担額,公費２後単位数合計,公費２後請求額,公
費２後出来高単位数合計,公費２後出来高請求額,公費３前単位数合計,公費３前請求
額,公費３前本人負担額,公費３前出来高単位数合計,公費３前出来高請求額,公費３前
出来高本人負担額,公費３後単位数合計,公費３後請求額,公費３後出来高単位数合
計,公費３後出来高請求額,再審査回数,過誤回数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作
成ＰＧ

総合事業ケアマネジメント費情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,履歴番号,相殺区分,給付実績情報作成区分コード,交換情報識別番号,整理番号,指
定基準該当等事業者区分コード,単位数単価,居宅サービス計画作成依頼届出日,レ
コード番号,サービスコード,前単位数,前日数回数,前サービス単位数,前サービス単位
数合計,前請求金額,前利用者負担額,後単位数,後日数回数,後サービス単位数,後
サービス単位数合計,後請求金額,後利用者負担額,担当介護支援専門員番号,摘要,再
審査回数,過誤回数,審査年月,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動
ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

給付実績サービス種類別情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,サービス種類コード,整理番号,給付実績区分コード,給付実績情報作成区分コード,
交換情報識別番号,審査年月,宛名コード,氏名カナ,氏名,生年月日,年齢,性別,利用者負
担段階,激変緩和措置対象者区分,居宅介護支援事業者番号,保険給付率,公費１負担
者番号,公費１受給者番号,公費１給付率,公費２負担者番号,公費２受給者番号,公費２
給付率,公費３負担者番号,公費３受給者番号,公費３給付率,入所年月日,退所年月日,
入所実日数,外泊日数,要介護状態区分コード－国保連,要介護状態区分コード,旧措置
入所者特例コード－国保連,旧措置入所者特例コード,前サービス実日数,前計画点数,
前限度額管理対象点数,前限度額管理対象外点数,前短期入所計画日数,前短期入所
実日数,担当介護支援専門員番号,前点数合計,前点数単価,前請求額,前利用者負担
額,前出来高点数合計,前出来高請求額,前出来高利用者負担額,後短期入所実日数,
後点数合計,後請求額,後利用者負担額,後出来高点数合計,後出来高請求額,後出来
高利用者負担額,公費１前点数合計,公費１前請求額,公費１前本人負担額,公費１前出
来高点数合計,公費１前出来高請求額,公費１前出来高本人負担額,公費１後点数合
計,公費１後請求額,公費１後出来高点数合計,公費１後出来高請求額,公費２前点数合
計,公費２前請求額,公費２前本人負担額,公費２前出来高点数合計,公費２前出来高請
求額,公費２前出来高本人負担額,公費２後点数合計,公費２後請求額,公費２後出来高
点数合計,公費２後出来高請求額,公費３前点数合計,公費３前請求額,公費３前本人負
担額,公費３前出来高点数合計,公費３前出来高請求額,公費３前出来高本人負担額,
公費３後点数合計,公費３後請求額,公費３後出来高点数合計,公費３後出来高請求額

,管理票－給付管理票作成区分,管理票－種別区分,管理票－給付計画点数,管理票－
居宅介護支援事業者番号,管理票－限度額適用開始年月,管理票－限度額適用終了
年月,管理票－支給限度額,社福－軽減率,社福－受領すべき利用者負担額の総額,社
福－軽減額,社福－軽減後利用者負担額,社福－決定後受領すべき利用者負担額,社
福－決定後軽減額,社福－決定後軽減後利用者負担額,社福設－法人減免開始日,社
福設－法人減免終了日,社福設－法人減免率,社福設－法人減免率分母,特入－前費
用額合計,特入－前保険分請求額合計,特入－前利用者負担額合計,特入－公費１前
負担額合計,特入－公費１前請求額,特入－公費１前本人負担月額,特入－公費２前負
担額合計,特入－公費２前請求額,特入－公費２前本人負担月額,特入－公費３前負担
額合計,特入－公費３前請求額,特入－公費３前本人負担月額,特入－後費用額合計,
特入－後保険分請求額合計,特入－後利用者負担額合計,特入－公費１後負担額合
計,特入－公費１後請求額,特入－公費１後本人負担月額,特入－公費２後負担額合
計,特入－公費２後請求額,特入－公費２後本人負担月額,特入－公費３後負担額合
計,特入－公費３後請求額,特入－公費３後本人負担月額,高額－利用者負担額,高額
－支給額,高額－公費１負担額,高額－公費１支給額,高額－公費２負担額,高額－公
費２支給額,高額－公費３負担額,高額－公費３支給額,認定－要介護認定申請区分,
認定－認定状態区分,認定－認定有効開始日,認定－認定有効終了日,認定－要介護
認定廃止日,認定－二次審査要介護状態区分,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

給付実績サービスコード別情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,事業者番号,入力識別番
号,サービス種類コード,サービスコード,整理番号,レコード番号,給付実績区分コード,給
付実績情報作成区分コード,交換情報識別番号,様式番号,様式連番,審査年月,サービ
ス略称,宛名コード,世帯コード,氏名カナ,氏名,生年月日,年齢,性別,地区コード,認定－
要介護認定申請区分,認定－認定状態区分,認定－認定有効開始日,認定－認定有効
終了日,認定－要介護認定廃止日,認定－二次審査要介護状態区分,居宅サービス計
画作成区分コード,居宅介護支援事業者番号,要介護状態区分コード－国保連,要介護
状態区分コード,公費１負担者番号,公費１受給者番号,公費２負担者番号,公費２受給
者番号,公費３負担者番号,公費３受給者番号,事業者種別,事業者区分コード,事業者名
称,支援事業者種別,支援事業者区分コード,支援事業者名称,後点数,後日数回数,後
サービス点数,公費１後日数回数,公費１後サービス点数,公費２後日数回数,公費２後
サービス点数,公費３後日数回数,公費３後サービス点数,金額,事前相談有無フラグ,事
前相談時の金額,担当介護支援専門員番号,サービス実施年月日,福祉－福祉用具種
目コード,福祉－品目コード,住宅－住宅改修区分１,住宅－住宅改修区分２,住宅－住
宅改修区分３,住宅－住宅改修区分４,住宅－住宅改修区分５,住宅－住宅改修区分６,
特入－負担限度額,特入－後保険分請求額,特入－後利用者負担額,緊急－後緊急時
治療管理点数,緊急－後緊急時治療管理日数,緊急－後緊急時治療管理小計,緊急－
後所定疾患施設療養費単位数,緊急－後所定疾患施設療養費日数,緊急－後所定疾
患施設療養費小計,緊急－後リハビリテーション点数,緊急－後処置点数,緊急－後手
術点数,緊急－後麻酔点数,緊急－後放射線治療点数,緊急－後緊急時施設療養費合
計点数,緊急－後往診日数,緊急－後通院日数,特定－識別番号,異動日,異動時刻,異
動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,デー
タ作成ＰＧ

第三者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,届出年月日,届出番号,事故発生年月日,事故
発生時刻,事故発生場所,事故区分,誓約者郵便番号,誓約者住所,誓約者名カナ,誓約
者名漢字,誓約者電話番号,被害者との関係,加害者郵便番号,加害者住所,加害者名カ
ナ,加害者名漢字,加害者性別,加害者生年月日,加害者職業,加害者電話番号,加害者
負担割合,委任年月日,委任状況区分,委任解除理由,求償区分,完了年月日,完了理由,
調査結果,調査結果通知日,備考,事故発生状況報告書提出済フラグ,念書提出済フラ
グ,委任状提出済みフラグ,基本調査書提出済フラグ,誓約書提出済フラグ,異動年月日,
異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動事由コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

一時差止対象者情報 保険者番号,市町村コード,申請区分,被保険者番号,サービス提供年月,申請書番号,通
番,申請給付種類コード,申請日,受付日,支給決定日,送付先連番,本人支払額,保険請
求額,自己負担額,支給額,控除額,その他控除額,差引支給額,審査自庁区分,滞納措置
処理状態区分,一時差止対象者情報作成日,一時差止日,一時差止解除日,一時差止理
由,一時差止解除理由,一時差止通知書番号,一時差止通知書作成日,一時差止通知書
期日,控除適用決定日,控除適用決定フラグ,控除通知書番号,控除通知書作成日,一時
差止解除フラグ,支払方法解除期日,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,
異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

控除適用情報 保険者番号,市町村コード,申請区分,被保険者番号,サービス提供年月,申請書番号,通
番,市町村コード－調定情報,被保険者番号－調定情報,賦課年度,調定年度,徴収方法
区分,期別,期別保険料額,期別収納額,納期限,処分管理区分,徴収猶予フラグ,期別控
除額,その他額,控除適用情報作成日,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コー
ド,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

支払方法変更情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
給付制限種類区分,給付制限適用決定日,給付制限状態区分,給付制限理由コード,給
付制限解除決定日,給付制限解除理由,給付制限適用開始日,給付制限適用終了日,弁
明通知書通知日,弁明取消日,給付制限決定通知書通知日,弁明提出期限日,予告通知
書番号,通知書番号,給付制限適用本決定日,弁明書提出フラグ,弁明書入手日,弁明書
理由,送付先連番,減額計算期間開始年月日,減額計算期間終了年月日,徴収権消滅期
間,納付済期間,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

減額免除認定情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
給付制限種類区分,給付制限適用決定日,免除申請日,免除期間開始日,免除期間終了
日,免除状態区分,免除認定日,申請者区分,申請者関係コード,申請者名,申請者住所,
申請者郵便番号,申請者電話番号,申請理由コード,申請受付場所コード,異動所属コー
ド,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

標準負担額減額情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,減額申請日,減額状態区分,申請者区分,減額
申請受理日,減額申請番号,減額申請者郵便番号,減額申請者住所,減額申請者氏名,
減額申請者電話番号,申請者関係コード,減額認定日,減額申請理由コード,その他減額
申請理由,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,受付場所コード,支所コード,送
付先連番,送付先宛名コード,減額,減額該当フラグ,減額認定理由コード,その他減額認
定理由,減額開始日,減額終了日,減額認定証最新発行日,減額認定証発行回数,減額
認定証通知日,減額取消日,減額取消理由コード,その他減額取消理由,所得基準日,世
帯所得区分コード,老齢福祉年金受給者の有無,税区分,生活保護区分,境界層区分,減
額結果通知書最新発行日,減額結果通知書発行回数,減額結果通知書通知日,タイム
スタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ
作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

一割負担減免情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,減免申請日,減免状態区分,申請者区分,減免
申請受理日,減免申請番号,減免申請者郵便番号,減免申請者住所,減免申請者氏名,
減免申請者電話番号,申請者関係コード,減免認定日,減免申請理由コード,その他減免
申請理由,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,受付場所コード,支所コード,送
付先連番,送付先宛名コード,減免率,減免該当フラグ,減免認定理由コード,その他減免
認定理由,減免開始日,減免終了日,減免認定証最新発行日,減免認定証発行回数,減
免認定証通知日,所得基準日,老齢福祉年金受給者の有無,税区分,生活保護区分,減
免結果通知書最新発行日,減免結果通知書発行回数,減免結果通知書通知日,タイム
スタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ
作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

旧措置者減免情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,旧措置者申請日,旧措置者状態区分,旧措置
者申請者区分,旧措置者申請受理日,旧措置者申請番号,旧措置者申請者郵便番号,旧
措置者申請者住所,旧措置者申請者氏名,旧措置者申請者電話番号,申請者関係コー
ド,旧措置者認定日,旧措置者申請理由コード,その他旧措置者申請理由,申請受付者
所属コード,申請受付者職員コード,受付場所コード,支所コード,送付先連番,送付先宛名
コード,旧措置者給付率,旧措置者認定理由コード,その他旧措置者認定理由,旧措置者
減免開始日,旧措置者減免終了日,旧措置者認定証最新発行日,旧措置者認定証発行
回数,旧措置者認定証通知日,旧措置者取消日,旧措置者取消理由コード,その他旧措
置者取消理由,所得基準日,利用者負担段階,老齢福祉年金受給者の有無,税区分,生
活保護区分,実質的負担軽減対象区分,旧措置者結果通知書最新発行日,旧措置者結
果通知書発行回数,旧措置者結果通知書通知日,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ
－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,デー
タ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

特定標準負担額減額情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,特定申請日,特定状態区分,申請者区分,特定
申請受理日,特定申請番号,特定申請者郵便番号,特定申請者住所,特定申請者氏名,
特定申請者電話番号,申請者関係コード,特定認定日,特定申請理由コード,その他特定
申請理由,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,受付場所コード,支所コード,送
付先連番,送付先宛名コード,減額,特定該当フラグ,特定認定理由コード,その他特定認
定理由,特定開始日,特定終了日,特定認定証最新発行日,特定認定証発行回数,特定
認定証通知日,特定取消日,特定取消理由コード,その他特定取消理由,所得基準日,世
帯所得区分コード,老齢福祉年金受給者の有無,税区分,生活保護区分,境界層区分,特
定結果通知書最新発行日,特定結果通知書発行回数,特定結果通知書通知日,タイム
スタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ
作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

訪問介護利用者負担額減額情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,訪問申請日,訪問状態区分,申請者区分,訪問
申請受理日,訪問申請番号,訪問申請者郵便番号,訪問申請者住所,訪問申請者氏名,
訪問申請者電話番号,申請者関係コード,訪問認定日,訪問申請理由コード,その他訪問
申請理由,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,受付場所コード,支所コード,送
付先連番,送付先宛名コード,特別対策給付率,保険給付率,訪問該当フラグ,訪問認定
理由コード,その他訪問認定理由,訪問開始日,訪問終了日,訪問結果通知書最新発行
日,訪問結果通知書発行回数,訪問結果通知書通知日,訪問認定証最新発行日,訪問認
定証発行回数,訪問認定証通知日,訪問取消日,訪問取消理由コード,その他訪問取消
理由,身体障害者手帳有無フラグ,身体障害者等級区分,身体障害者番号１,身体障害
者番号２,公費負担者番号,公費受給者番号,所得基準日,世帯所得区分コード,税区分,
生活保護区分,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

特定入所者介護サービス情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,特入申請日,旧措置者区分,特入状態区分,申
請者区分,特入申請事業者,特入申請受理日,特入申請番号,特入申請者郵便番号,特
入申請者住所,特入申請者氏名,特入申請者電話番号,申請者関係コード,特入認定日,
特入申請理由コード,その他特入申請理由,申請受付者所属コード,申請受付者職員
コード,受付場所コード,支所コード,居室種別,送付先連番,送付先宛名コード,負担限度
額ユニット型個室,負担限度額ユニット型準個室,負担限度額従来型個室－特,負担限
度額従来型個室－老療,負担限度額多床室,負担限度額食費,特入認定区分,特入認定
理由コード,その他特入認定理由,特入開始日,特入終了日,特入認定証最新発行日,特
入認定証発行回数,特入認定証通知日,特入取消日,特入取消理由コード,その他特入
取消理由,判定基準日,利用者負担段階,老齢福祉年金受給者の有無,税区分,第２段階
所得要件,生活保護区分,居住費境界層区分,食費境界層区分,実質的負担軽減対象区
分,特例減額措置対象区分,激変緩和措置対象区分,同意書の有無,配偶者の有無,事
実婚,配偶者氏名,配偶者氏名カナ,配偶者生年月日,配偶者郵便番号,配偶者住所,配
偶者電話番号,配偶者本年１月１日の郵便番号,配偶者本年１月１日の住所,配偶者課
税状況,配偶者勘案の対象外理由,配偶者勘案の対象外その他理由,申請者戸籍照会,
配偶者課税確認,配偶者備考,預貯金等の金額,収入等申告－生保老福,収入等申告－
非課税８０万以下,収入等申告－非課税８０万超,預貯金等申告－判定額以下,預貯金
額,有価証券評価概算額,その他現金負債等－内容,その他現金負債等－金額,添付書
類－預貯金通帳写し,添付書類－有価証券口座残高写し,添付書類－貴金属口座残
高写し,添付書類－投資信託口座残高写し,添付書類－負債借用証書等,銀行等照会,
預貯金等備考,申請者戸籍照会年度,配偶者課税確認年度,銀行等照会年度,特入通知
書最新発行日,特入通知書発行回数,特入通知書通知日,タイムスタンプ－日付,タイム
スタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

#N/A 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,訪問申請日,訪問状態区分,申請者区分,訪問
申請受理日,訪問申請番号,訪問申請者郵便番号,訪問申請者住所,訪問申請者氏名,
訪問申請者電話番号,申請者関係コード,訪問認定日,訪問申請理由コード,その他訪問
申請理由,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,受付場所コード,支所コード,送
付先連番,送付先宛名コード,特別対策給付率,保険給付率,訪問該当フラグ,訪問認定
理由コード,その他訪問認定理由,訪問開始日,訪問終了日,訪問結果通知書最新発行
日,訪問結果通知書発行回数,訪問結果通知書通知日,訪問認定証最新発行日,訪問認
定証発行回数,訪問認定証通知日,訪問取消日,訪問取消理由コード,その他訪問取消
理由,身体障害者手帳有無フラグ,身体障害者等級区分,身体障害者番号１,身体障害
者番号２,公費負担者番号,公費受給者番号,所得基準日,世帯所得区分コード,税区分,
生活保護区分,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

社会福祉法人減免情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,法人減免申請日,法人減免状態区分,申請者
区分,法人減免申請受理日,法人減免申請番号,法人減免申請者郵便番号,法人減免申
請者住所,法人減免申請者氏名,法人減免申請者電話番号,申請者関係コード,法人減
免認定日,法人減免申請理由コード,その他法人減免申請理由,申請受付者所属コード,
申請受付者職員コード,受付場所コード,支所コード,送付先連番,送付先宛名コード,法人
減免率,法人減免率分母,国保連法人減免率,法人減免認定理由コード,その他法人減
免認定理由,法人減免開始日,法人減免終了日,確認番号,法人減免取消日,法人減免
取消理由コード,その他法人減免取消理由,所得基準日,利用者負担段階,老齢福祉年
金受給者の有無,税区分,生活保護区分,実質的負担軽減対象区分,激変緩和措置対象
区分,法人減免確認証最新発行日,法人減免確認証発行回数,法人減免確認証交付日,
法人減免結果通知書最新発行日,法人減免結果通知書発行回数,法人減免結果通知
書通知日,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コー
ド,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

市町村単独助成認定情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,助成種類,助成申請日,助成状態区分,申請者
区分,助成申請受理日,助成申請番号,申請者事業者番号,助成申請者郵便番号,助成
申請者住所,助成申請者氏名,助成申請者電話番号,申請者関係コード,助成認定日,助
成申請理由コード,その他助成申請理由,申請受付者所属コード,申請受付者職員コー
ド,申請受付場所コード,支所コード,送付先連番,送付先宛名コード,助成区分,助成認定
理由コード,その他助成認定理由,助成開始日,助成終了日,助成取消日,助成取消理由
コード,その他取消理由,所得基準日,利用者負担段階,老齢福祉年金受給者の有無,税
区分,生活保護区分,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動
区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

市町村単独助成対象者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,審査年月,助成種類,グ
ループコード,助成区分,サービス費用合計額,利用者負担額合計,高額支給額の分配
額,高額後利用者負担額,支給予定額,当月支給予定額,申請有無区分,決定通知書作
成区分,区分コード０１,区分コード０２,区分コード０３,区分コード０４,区分コード０５,区分
コード０６,区分コード０７,区分コード０８,区分コード０９,区分コード１０,予備,異動日,異動
時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

市町村単独助成対象者明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,審査年月,助成種類,グ
ループコード,サービス種類コード,事業者番号,サービス費用額,利用者負担額,予備,異
動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

市町村単独助成申請情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,審査年月,助成種類,整理
番号,助成区分,申請日,受付日,申請者関係区分コード,申請者事業者番号,申請者氏
名,申請者郵便番号,申請者住所,申請者電話番号,支所コード,申請受付者所属コード,
申請受付者職員コード,申請受付場所コード,支払方法区分コード,口座連番,口座宛名
コード,金融機関コード,支店コード,口座種別コード,口座番号,口座名義人カナ,口座名義
人,送付先連番,送付先宛名コード,支給申請額,利用者負担額,支給区分コード,支給決
定日,支払金額合計,支給不支給理由,受領委任区分,受領委任事業者番号,処理状態
区分,支払状態区分,領収証確認フラグ,受領委任確認フラグ,備考,窓口払開始日,窓口
払終了日,決定通知書番号,提供月要介護状態区分,提供月認定有効開始日,提供月認
定有効終了日,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

市町村単独助成申請明細基本情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,助成種類,整理番号,グ
ループコード,支給額,助成額,助成対象額,高額支給額,利用者負担額,異動日,異動時
刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

市町村単独助成申請明細情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,助成種類,整理番号,グ
ループコード,サービス種類コード,事業者番号,費用額,利用者負担額,異動日,異動時
刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

市町村単独助成決定者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,サービス提供年月,審査年月,助成種類,整理
番号,グループコード,支給区分コード,支払金額,支払方法区分コード,備考１,備考２,異
動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額合算申請情報 保険者番号,市町村コード,申請対象年度,申請年月日,支給申請書整理番号,処理年月,
交換情報識別番号,提出保険者番号,受付年月日,支給申請区分,支給申請形態,審査
自庁区分,処理状態区分,申請作成元区分,申請送付区分,医療保険者区分,自己負担
額証明書交付申請の有無,申請受付者所属コード,申請受付者職員コード,申請受付場
所コード,支所コード,申請取込番号,申請代表者氏名,郵便番号,住所,電話番号,異動日,
異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ

22　/　37



（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

高額合算申請対象者情報 保険者番号,市町村コード,申請対象年度,申請年月日,支給申請書整理番号,連番,交換
情報識別番号,宛名コード,被保険者番号,被保険者氏名カナ,被保険者氏名,生年月日,
性別,所得区分,７０歳以上の者に係る所得区分,被保険者資格喪失年月日,被保険者
資格喪失事由,計算期間の始期,計算期間の終期,国保－保険者番号,国保－被保険者
証記号,国保－被保険者証番号,国保－世帯番号,国保－続柄,国保－保険者名称,国
保－加入期間－開始年月日,国保－加入期間－終了年月日,後期－保険者番号,後期
－被保険者番号,後期－広域連合名称,後期－加入期間－開始年月日,後期－加入期
間－終了年月日,介護－証記載保険者番号,介護－被保険者番号,介護－保険者名称,
介護－加入期間－開始年月日,介護－加入期間－終了年月日,支払方法区分コード,
口座管理番号,口座連番,口座宛名コード,金融機関コード,支店コード,口座種別コード,
振込先名,口座番号,口座名義人カナ,口座名義人,振込先口座管理番号,送付先連番,
送付先宛名コード,保険者名０１,加入期間－開始年月日０１,加入期間－終了年月日０
１,自己負担額証明書整理番号０１,保険者名０２,加入期間－開始年月日０２,加入期間
－終了年月日０２,自己負担額証明書整理番号０２,保険者名０３,加入期間－開始年月
日０３,加入期間－終了年月日０３,自己負担額証明書整理番号０３,保険者名０４,加入
期間－開始年月日０４,加入期間－終了年月日０４,自己負担額証明書整理番号０４,保
険者名０５,加入期間－開始年月日０５,加入期間－終了年月日０５,自己負担額証明書
整理番号０５,保険者名０６,加入期間－開始年月日０６,加入期間－終了年月日０６,自
己負担額証明書整理番号０６,保険者名０７,加入期間－開始年月日０７,加入期間－終
了年月日０７,自己負担額証明書整理番号０７,保険者名０８,加入期間－開始年月日０
８,加入期間－終了年月日０８,自己負担額証明書整理番号０８,保険者名０９,加入期間
－開始年月日０９,加入期間－終了年月日０９,自己負担額証明書整理番号０９,保険者
名１０,加入期間－開始年月日１０,加入期間－終了年月日１０,自己負担額証明書整理
番号１０,備考,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額合算負担額累積情報 保険者番号,市町村コード,対象年度,サービス提供年月,被保険者番号,世帯コード,作成
年月,利用者負担額合計,高額支給額,高額支給実績額,市町村調整額,遡及区分,給付
制限区分,過誤申立区分,市町村単独助成区分,月初年齢,異動日,異動時刻,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成Ｐ
Ｇ

高額合算自己負担額確認情報 保険者番号,市町村コード,対象年度,被保険者番号,支給申請書整理番号,確認情報取
込年月,補正情報送付年月,交換情報識別番号,保険制度コード,保険者名称,証記載保
険者番号,被保険者証記号,被保険者証番号,被保険者氏名カナ,被保険者氏名,生年月
日,性別,所得区分,７０歳以上の者に係る所得区分,突合用後期高齢者医療保険者番
号,突合用後期高齢者医療被保険者番号,突合用国民健康保険保険者番号,突合用国
民健康保険被保険者証番号,突合用国保被保険者個人番号,証明書異動区分,補正済
自己負担額送付区分,補正状態区分,対象計算期間－開始,対象計算期間－終了,被保
険者期間－開始,被保険者期間－終了,申請年月日,４月度自己負担額,４月度７０－７
４歳負担額,４月度高額支給額,４月度７０－７４歳高額支給額,４月度摘要,５月度自己
負担額,５月度７０－７４歳負担額,５月度高額支給額,５月度７０－７４歳高額支給額,５
月度摘要,６月度自己負担額,６月度７０－７４歳負担額,６月度高額支給額,６月度７０－
７４歳高額支給額,６月度摘要,７月度自己負担額,７月度７０－７４歳負担額,７月度高額
支給額,７月度７０－７４歳高額支給額,７月度摘要,８月度自己負担額,８月度７０－７４
歳負担額,８月度高額支給額,８月度７０－７４歳高額支給額,８月度摘要,９月度自己負
担額,９月度７０－７４歳負担額,９月度高額支給額,９月度７０－７４歳高額支給額,９月
度摘要,１０月度自己負担額,１０月度７０－７４歳負担額,１０月度高額支給額,１０月度７
０－７４歳高額支給額,１０月度摘要,１１月度自己負担額,１１月度７０－７４歳負担額,１
１月度高額支給額,１１月度７０－７４歳高額支給額,１１月度摘要,

１２月度自己負担額,１２月度７０－７４歳負担額,１２月度高額支給額,１２月度７０－７４
歳高額支給額,１２月度摘要,翌１月度自己負担額,翌１月度７０－７４歳負担額,翌１月
度高額支給額,翌１月度７０－７４歳高額支給額,翌１月度摘要,翌２月度自己負担額,翌
２月度７０－７４歳負担額,翌２月度高額支給額,翌２月度７０－７４歳高額支給額,翌２月
度摘要,翌３月度自己負担額,翌３月度７０－７４歳負担額,翌３月度高額支給額,翌３月
度７０－７４歳高額支給額,翌３月度摘要,翌４月度自己負担額,翌４月度７０－７４歳負
担額,翌４月度高額支給額,翌４月度７０－７４歳高額支給額,翌４月度摘要,翌５月度自
己負担額,翌５月度７０－７４歳負担額,翌５月度高額支給額,翌５月度７０－７４歳高額
支給額,翌５月度摘要,翌６月度自己負担額,翌６月度７０－７４歳負担額,翌６月度高額
支給額,翌６月度７０－７４歳高額支給額,翌６月度摘要,翌７月度自己負担額,翌７月度
７０－７４歳負担額,翌７月度高額支給額,翌７月度７０－７４歳高額支給額,翌７月度摘
要,自己負担額合計,７０－７４歳負担額合計,高額支給額合計,７０－７４歳高額支給額
合計,宛先氏名,宛先郵便番号,宛先住所,窓口払対象者判定コード,支払場所,支払期間
開始年月日,支払期間終了年月日,支払期間開始年月日－曜日,支払期間終了年月日
－曜日,支払期間開始年月日－開始時間,支払期間終了年月日－終了時間,備考,異動
日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

高額合算自己負担額証明書情報 保険者番号,市町村コード,自己負担額証明書整理番号,対象年度,作成年月日,被保険
者番号,支給申請書整理番号,証明書処理年月,交換情報識別番号,保険制度コード,保
険者番号－国保連連絡,保険者名称－国保連連絡,被保険者証記号,被保険者証番号,
被保険者氏名カナ,被保険者氏名,生年月日,性別,所得区分,７０歳以上の者に係る所
得区分,突合用後期高齢者医療保険者番号,突合用後期高齢者医療被保険者番号,突
合用国民健康保険保険者番号,突合用国民健康保険被保険者証番号,突合用国保被
保険者個人番号,証明書異動区分,補正済自己負担額送付区分,証明書送付区分,証明
書区分,証明書送付先区分,自己負担額証明書番号,自己負担額証明書作成日,対象計
算期間－開始,対象計算期間－終了,被保険者期間－開始,被保険者期間－終了,申請
年月日,４月度自己負担額,４月度７０－７４歳負担額,４月度高額支給額,４月度７０－７
４歳高額支給額,４月度摘要,５月度自己負担額,５月度７０－７４歳負担額,５月度高額
支給額,５月度７０－７４歳高額支給額,５月度摘要,６月度自己負担額,６月度７０－７４
歳負担額,６月度高額支給額,６月度７０－７４歳高額支給額,６月度摘要,７月度自己負
担額,７月度７０－７４歳負担額,７月度高額支給額,７月度７０－７４歳高額支給額,７月
度摘要,８月度自己負担額,８月度７０－７４歳負担額,８月度高額支給額,８月度７０－７
４歳高額支給額,８月度摘要,９月度自己負担額,９月度７０－７４歳負担額,９月度高額
支給額,９月度７０－７４歳高額支給額,９月度摘要,１０月度自己負担額,１０月度７０－７
４歳負担額,１０月度高額支給額,１０月度７０－７４歳高額支給額,１０月度摘要,１１月度
自己負担額,１１月度７０－７４歳負担額,１１月度高額支給額,１１月度７０－７４歳高額
支給額,１１月度摘要,１２月度自己負担額,１２月度７０－７４歳負担額,１２月度高額支
給額,１２月度７０－７４歳高額支給額,１２月度摘要,翌１月度自己負担額,

翌１月度７０－７４歳負担額,翌１月度高額支給額,翌１月度７０－７４歳高額支給額,翌１
月度摘要,翌２月度自己負担額,翌２月度７０－７４歳負担額,翌２月度高額支給額,翌２
月度７０－７４歳高額支給額,翌２月度摘要,翌３月度自己負担額,翌３月度７０－７４歳
負担額,翌３月度高額支給額,翌３月度７０－７４歳高額支給額,翌３月度摘要,翌４月度
自己負担額,翌４月度７０－７４歳負担額,翌４月度高額支給額,翌４月度７０－７４歳高
額支給額,翌４月度摘要,翌５月度自己負担額,翌５月度７０－７４歳負担額,翌５月度高
額支給額,翌５月度７０－７４歳高額支給額,翌５月度摘要,翌６月度自己負担額,翌６月
度７０－７４歳負担額,翌６月度高額支給額,翌６月度７０－７４歳高額支給額,翌６月度
摘要,翌７月度自己負担額,翌７月度７０－７４歳負担額,翌７月度高額支給額,翌７月度
７０－７４歳高額支給額,翌７月度摘要,自己負担額合計,７０－７４歳負担額合計,高額
支給額合計,７０－７４歳高額支給額合計,宛先氏名,宛先郵便番号,宛先住所,証明書発
行年月日,証明書発行者名,証明書発行発行者郵便番号,証明書発行発行者住所,問い
合わせ先郵便番号,問い合わせ先住所,問い合わせ先名称１,問い合わせ先名称２,問
い合わせ先電話番号,計算結果送付先郵便番号,計算結果送付先住所,計算結果送付
先名称１,計算結果送付先名称２,計算結果送付先電話番号,窓口払対象者判定コード,
支払場所,支払期間開始年月日,支払期間終了年月日,支払期間開始年月日－曜日,支
払期間終了年月日－曜日,支払期間開始年月日－開始時間,支払期間終了年月日－
終了時間,備考,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額合算計算結果連絡票情報 保険者番号,市町村コード,対象年度,連絡票整理番号,被保険者番号,計算医療保険者
区分,通知年月日,計算基準日,申請年月日,再計算年月日,支給申請書整理番号,自己
負担額証明書整理番号,交換情報識別番号,保険制度コード,被保険者氏名カナ,被保
険者氏名,生年月日,性別,被保険者証記号,被保険者証番号,計算対象期間開始年月
日,計算対象期間終了年月日,世帯負担総額,介護等合算一部負担金等世帯合算額,７
０以上一部負担金等世帯合算額,所得区分,７０歳以上の者に係る所得区分,介護等合
算算定基準額,７０以上介護等合算算定基準額,世帯支給総額,うち７０以上分世帯支
給総額,按分後支給額,うち７０以上分按分後支給額,市町村調整額,連絡票取込番号,
連絡票取込年月,連絡票送付年月,連絡票作成元区分,勧奨区分,連絡票状態区分,決
定状態区分,介護低所得者１再計算実施の有無,備考,前－世帯負担総額,前－介護等
合算一部負担金等世帯合算額,前－７０以上一部負担金等世帯合算額,前－介護等合
算算定基準額,前－７０以上介護等合算算定基準額,前－世帯支給総額,前－うち７０
以上分世帯支給総額,前－按分後支給額,前－うち７０以上分按分後支給額,郵便番号,
住所,支給額計算結果連絡先名称１,支給額計算結果連絡先名称２,連絡票発行者名,
連絡票発行者郵便番号,連絡票発行者住所,問い合わせ先郵便番号,問い合わせ先住
所,問い合わせ先名称１,問い合わせ先名称２,問い合わせ先電話番号,異動日,異動時
刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ
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テーブル名 格納情報

高額合算計算結果連絡票内訳情報 保険者番号,市町村コード,対象年度,連絡票整理番号,連番,計算医療保険者区分,通知
年月日,計算基準日,再計算年月日,保険制度コード,被保険者証記号,被保険者番号,内
訳保険者番号,内訳保険者名,自己負担額証明書整理番号,対象者氏名,７０以上負担
額,７０以上按分率分子,７０以上按分率分母,７０以上支給額,７０歳未満負担額,残加算
分７０未満負担額,按分率分子,按分率分母,７０未満支給額,支給総額,備考欄記載７０
以上負担額－経過期間,備考欄記載７０未満負担額－経過期間,７０以上負担額合計,
７０以上支給額合計,７０未満負担額合計,残加算分７０未満負担額の合計額,７０未満
支給額合計,支給総額合計額,前－７０以上負担額,前－７０以上按分率分子,前－７０
以上按分率分母,前－７０以上支給額,前－７０未満負担額,前－残加算分７０未満負担
額,前－按分率分子,前－按分率分母,前－７０未満支給額,前－支給総額,前－備考欄
記載７０以上負担額,前－備考欄記載７０未満負担額,前－７０以上負担額合計,前－７
０以上支給額合計,前－７０未満負担額合計,前－残加算分７０未満負担額の合計額,
前－７０未満支給額合計,前－支給総額合計額,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額合算支給決定情報 保険者番号,市町村コード,申請対象年度,支給申請書整理番号,被保険者番号,通知年
月日,決定年月日,申請年月日,処理年月,自己負担額証明書整理番号,計算対象期間
開始年月日,計算対象期間終了年月日,自己負担総額,支給区分コード,支給額,給付の
種類,不支給の理由,備考,支払済金額,市町村調整額,調整後支給額,支払方法区分
コード,口座連番,口座宛名コード,金融機関コード,支店コード,口座種別コード,口座番号,
口座名義人カナ,支払状態区分,通知書確定区分,通知書確定年月日,戻入区分,決定通
知書番号,決定通知書作成日,宛先氏名,宛先郵便番号,宛先住所,通知書発行者名,通
知書発行者郵便番号,通知書発行者住所,問い合わせ先郵便番号,問い合わせ先住所,
問い合わせ先名称１,問い合わせ先名称２,問い合わせ先電話番号,不服の申し立て先
名称,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

高額合算給付実績情報 保険者番号,市町村コード,申請対象年度,支給申請書整理番号,被保険者番号,履歴番
号,相殺区分,高額合算実績作成元コード,カレント履歴番号,決定年月日,申請年月日,
交換情報識別番号,自己負担額証明書整理番号,保険制度コード,給付実績作成区分
コード,証記載保険者番号,被保険者証記号,被保険者証番号,自己負担総額,支給額,処
理年月,国保連送付済フラグ,訂正理由,審査年月,取消解除フラグ,保険者保有作成年
月,異動日,異動時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,異動区分,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

二次予防事業対象者情報 保険者番号,市町村コード,支所コード,被保険者番号,基本チェックリスト回答年月日,受
付場所コード,対象者把握区分,基本チェックリスト入手日,二次予防事業対象者区分
コード,判定年月日,判定理由コード,有効期間開始年月日,有効期間終了年月日,変更
前有効期間終了年月日,訂正年月日,訂正理由コード,判定地域包括支援センター,介護
地区コード,対象者情報送付状態区分,二次予防事業対象者情報作成日,二次予防事
業対象者情報取込日,証記載保険者番号,通知書作成年月日,本人同意区分,基本
チェックリスト回答１,基本チェックリスト回答２,基本チェックリスト回答３,基本チェックリ
スト回答４,基本チェックリスト回答５,基本チェックリスト回答６,基本チェックリスト回答７,
基本チェックリスト回答８,基本チェックリスト回答９,基本チェックリスト回答１０,基本
チェックリスト回答１１,基本チェックリスト回答１２,身長,体重,ＢＭＩ,基本チェックリスト回
答１３,基本チェックリスト回答１４,基本チェックリスト回答１５,基本チェックリスト回答１６,
基本チェックリスト回答１７,基本チェックリスト回答１８,基本チェックリスト回答１９,基本
チェックリスト回答２０,基本チェックリスト回答２１,基本チェックリスト回答２２,基本チェッ
クリスト回答２３,基本チェックリスト回答２４,基本チェックリスト回答２５,小計１,小計２,小
計３,小計４,小計５,小計６,小計７,該当条件１,該当条件２,該当条件３,該当条件４,削除
区分,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

基本チェックリスト作成情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,作成年月日,タイムスタンプ－日付,タイムスタ
ンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

負担割合情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,対象年度,履歴番号,履歴内部連番,負担割合
決定日,変更理由コード,その他変更理由,負担割合判定基準日,負担割合区分,強制負
担割合区分,適用開始日,適用終了日,判定理由コード,その他判定理由,本人被保険者
区分,本人旧措置者区分,本人生活保護区分,本人税区分,本人税申告区分,本人合計
所得金額区分,本人年金その他額区分,世帯コード,世帯税不明者区分,世帯税未申告
者区分,世帯人数区分,世帯年金その他額区分,負担割合証発行日,負担割合証発行回
数,負担割合証通知日,負担割合証発行区分,証発行時市町村コード,変更通知発行日,
変更通知発行回数,変更通知通知日,変更通知発行区分,タイムスタンプ－日付,タイム
スタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

#N/A 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
サービス提供年月,整理番号,償還連絡再申請区分,申請書番号,申請給付種類コード,
申請日,受付日,支払方法区分コード,口座連番,送付先連番,保険請求額,利用者負担
額,償還連絡票作成日,償還連絡票作成時刻,実決定日,通知書発行日,通知書通知日,
支払予定日,実支払日,支払金額合計
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テーブル名 格納情報

保険料バッチ進行管理情報 保険者番号,市町村コード,賦課年度,レコード区分,月,処理済区分１,処理日１,処理時刻
１,処理済区分２,処理日２,処理時刻２,処理済区分３,処理日３,処理時刻３,処理済区分
４,処理日４,処理時刻４,処理済区分５,処理日５,処理時刻５,処理済区分６,処理日６,処
理時刻６,依頼処理済区分１,依頼日１,依頼時刻１,依頼処理済区分２,依頼日２,依頼時
刻２,依頼処理済区分３,依頼日３,依頼時刻３,依頼処理済区分４,依頼日４,依頼時刻４,
依頼処理済区分５,依頼日５,依頼時刻５,依頼処理済区分６,依頼日６,依頼時刻６,タイ
ムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

徴収管理情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,徴収管理履歴連番,納付区分,還付支払方法
区分,異動日,減免徴収猶予通知送付先連番,納付通知書送付先連番,納入告知書送付
先連番－連帳,特徴停止通知書送付先連番,口振開始お知らせ送付先連番,過誤納関
連通知書送付先連番,督促状送付先連番,催告書送付先連番,納入告知書送付先連番
－単票,口座振替結果通知送付先連番,送付先連番予備－０,送付先連番予備－１,送
付先連番予備－２,送付先連番予備－３,送付先連番予備－４,送付先連番予備－５,送
付先連番予備－６,送付先連番予備－７,送付先連番予備－８,送付先連番予備－９,保
険料振替口座連番,還付振込口座連番,納付組織コード,滞納整理員コード,お知らせ発
行区分,納付口座連番１,納付口座開始年月１,納付口座終了年月１,納付口座連番２,納
付口座開始年月２,納付口座終了年月２,還付口座連番１,還付口座開始年月１,還付口
座終了年月１,還付口座連番２,還付口座開始年月２,還付口座終了年月２,タイムスタン
プ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

賦課情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,賦課情報履歴連番,履歴相対番号,
徴収方法区分,徴収形態区分,当初賦課期日,賦課期日,賦課更正事由コード,賦課更正
日,資格異動フラグ,世帯構成異動フラグ,本人所得異動フラグ,世帯所得異動フラグ,生
保異動フラグ,老福異動フラグ,境界層異動フラグ,強制設定異動フラグ,減免異動フラグ,
天引不能異動フラグ,算定所得段階,強制設定所得段階,所得段階,算定保険料額,減免
額,差引保険料額,特徴仮変更依頼処理済フラグ,特徴仮変更依頼日,特徴依頼処理済
フラグ,特徴依頼日,特徴停止フラグ,特徴停止依頼処理済フラグ,特徴停止依頼日,特徴
住特依頼処理済フラグ,特徴住特依頼日,特徴住特賦課年金年度,納付通知書作成処
理済フラグ,納付通知書発行日,納付通知書種別,納入告知書作成処理済フラグ,賦課
額算定明細表作成済フラグ,生保提供情報作成処理済フラグ,消除フラグ,タイムスタン
プ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,賦課処理日,
賦課処理時刻,データ作成ＰＧ

減免徴収猶予情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,履歴連番,履歴相対番号,支所コー
ド,減免申請日,減免猶予申請番号,減免申請状態区分,減免猶予申請事由コード,申請
者関係コード,申請者氏名,申請者郵便番号,申請者住所,申請者電話番号,申請受付者
所属コード,申請受付者職員コード,申請受付場所コード,申請受付日,減免猶予区分,決
定却下日,減免猶予事由コード,減免猶予率,減免猶予金額,減免猶予開始日,減免猶予
終了日,減免猶予通知書作成フラグ,減免猶予通知書発行日,賦課反映処理済フラグ,
消除フラグ,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コー
ド,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

賦課年金受給情報 保険者番号,市町村コード,賦課年度,連番,捕捉年月,特徴開始年月,被保険者番号,特
徴非該当フラグ,不一致理由コード,本算定特徴フラグ,特徴仮徴収期別保険料額,住特
適用区分,レコード区分,回送市町村コード,特別徴収義務者コード,通知内容コード,予備
１,特別徴収制度コード,作成年月日,基礎年金番号,年金コード,予備２,生年月日,性別
コード,氏名カナ,氏名シフトコード１,氏名,氏名シフトコード２,郵便番号,住所カナ,住所シ
フトコード１,住所,住所シフトコード２,各種区分,処理結果,後期移管コード,各種年月日,
各種金額１,各種金額２,各種金額３,予備３,共済年金証書記号番号,タイムスタンプ－日
付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

所得段階強制設定情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,履歴連番,履歴相対番号,設定日,
設定理由コード,設定所得段階,賦課反映処理済フラグ,消除フラグ,タイムスタンプ－日
付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

算定根拠情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,履歴相対番号,賦課基準日,賦課市
町村コード,資格異動事由コード,資格異動日,資格終了日,世帯コード,被保険者本人続
柄,世帯員宛名コード１,世帯員課税区分１,世帯員宛名コード２,世帯員課税区分２,世帯
員宛名コード３,世帯員課税区分３,世帯員宛名コード４,世帯員課税区分４,世帯員宛名
コード５,世帯員課税区分５,世帯員宛名コード６,世帯員課税区分６,世帯員７人以上有
無,住民税課税区分,合計所得金額,課税年金収入額,生活保護受給フラグ,生保受給開
始日,生保受給廃止日,老齢福祉年金受給フラグ,老福年金支給開始日,老福年金支給
停止日,境界層適用開始年月,境界層適用終了年月,算定所得段階テーブル,消除フラ
グ,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩ
Ｄ,賦課処理日,賦課処理時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

激変緩和措置対象者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,履歴相対番号,賦課基準日,激変緩
和措置対象者区分,措置対象外理由区分,税制改正前所得段階,税制改正後所得段階,
税制改正前算定保険料額,税制改正後算定保険料額,緩和措置無算定保険料額,世帯
員宛名コード１,老年税額軽減区分１,世帯員宛名コード２,老年税額軽減区分２,世帯員
宛名コード３,老年税額軽減区分３,世帯員宛名コード４,老年税額軽減区分４,世帯員宛
名コード５,老年税額軽減区分５,世帯員宛名コード６,老年税額軽減区分６,世帯員７人
以上有無,改正前世帯住民税課税区分,改正後世帯住民税課税区分,消除フラグ,タイ
ムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,賦
課処理日,賦課処理時刻,データ作成ＰＧ

調定情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,調定年度,徴収方法区分,期別,調
定履歴連番,調定更正日,履歴相対番号,期別保険料額,期別収納額,納期限,処分管理
区分,処分管理日,処分管理理由区分,最終領収日,督促納期限,調定月,不納欠損額,給
付額減額算定フラグ,給付額減額算定日,消除フラグ,タイムスタンプ－日付,タイムスタ
ンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,賦課処理日,賦課処理時刻,デー
タ作成ＰＧ

調定変更者情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,調定年度,徴収方法区分,期別,調
定更正日,変更前－期別保険料額,変更後－期別保険料額,収納反映処理済フラグ,調
定月,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

収納情報 保険者番号,歳入年度,現年滞繰区分,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,調定年
度,徴収方法区分,期別,期別連番,通知書番号,収納区分,保険料収納金額,発生過誤納
金額,延滞金額,督促手数料額,還付加算金,収納日,領収日,消込日,納付区分,発生過誤
納延滞金額,発生過誤納手数料額,過誤納年度,過誤納連番,過誤納内訳連番,過誤納
整理連番,予備,調定月,年金保険者コード,分納番号,期別分割番号,タイムスタンプ－日
付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

過誤納情報 保険者番号,市町村コード,過誤納年度,過誤納連番,被保険者番号,賦課年度,調定年
度,徴収方法区分,期別,過誤納処理済区分,還付充当区分,過誤納発生日,過誤納発生
事由区分,過誤納金額,返納金額,還付金額,充当金額,還付充当停止フラグ,還付充当停
止日,過誤納整理日,充当決議日,還付決議日,還付支払日,還付支払方法区分,口座連
番,送付先連番,還付通知書発行フラグ,還付通知書発行日,還付通知書通知書番号,充
当通知書発行フラグ,充当通知書発行日,充当通知書通知書番号,還付口座振込依頼
フラグ,還付口座振込依頼日,還付請求書発行フラグ,還付請求書発行日,還付請求書
通知書番号,調定月,過誤納発生原因日,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,
異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成Ｐ
Ｇ

過誤納内訳情報 保険者番号,市町村コード,過誤納年度,過誤納連番,過誤納内訳連番,歳入歳出区分,歳
入年度,現年滞繰区分,被保険者番号,賦課年度,調定年度,徴収方法区分,期別,期別連
番,過誤納金額,過誤納発生事由区分,収納日,納期限,延滞金額,督促手数料額,還付加
算金,調定月,発生時期別保険料額,発生時期別収納金額,タイムスタンプ－日付,タイム
スタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時
刻,データ作成ＰＧ

還付充当情報 保険者番号,市町村コード,過誤納年度,過誤納連番,過誤納内訳連番,過誤納整理連番,
過誤納状態区分,被保険者番号,賦課年度,調定年度,徴収方法区分,期別,還付充当金
額,延滞金額,督促手数料額,還付－還付加算金,充当－先被保険者番号,充当－先調
定年度,充当－先賦課年度,充当－先期別,充当－先徴収方法区分,充当決議日,充当
－先充当金額,充当－先延滞金額,充当－先督促手数料額,予備,調定月,充当－先市
町村コード,充当－先調定月,還付決議日,還付支払日,還付通知書発行フラグ,還付通
知書発行日,還付通知書通知書番号,充当通知書発行フラグ,充当通知書発行日,充当
通知書通知書番号,還付口座振込依頼フラグ,還付口座振込依頼日,還付請求書発行
フラグ,還付請求書発行日,還付請求書通知書番号,還付支払方法区分,口座連番,送付
先連番,雑収入繰入日,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異
動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

督促催告情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,調定年度,徴収方法区分,期別,督
促催告区分,収納済フラグ,督促催告停止フラグ,督促催告停止日,催告回数,督促状通
知書番号,催告書通知書番号,督促日,催告日,督促状送付先連番,催告書送付先連番,
督促納期限,保険料収納日,調定月,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動
所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

繰越情報 保険者番号,市町村コード,繰越年,被保険者番号,賦課年度,調定年度,徴収方法区分,
期別,繰越履歴連番,履歴相対番号,当初滞繰保険料額,最新滞繰保険料額,不納欠損
額,処分管理区分,処分管理日,調定月,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異
動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,繰越作成日,繰越作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

収納消込情報 保険者番号,端末ＩＤ,収納消込データ連番,市町村コード,被保険者番号,賦課年度,調定
年度,徴収方法区分,期別,通知書番号,収納区分,保険料収納金額,延滞金額,督促手数
料額,還付加算金,領収日,収納日,消込日,納付区分,ＯＣＲ読込み番号,年金保険者コー
ド,消込ファイルデータ区分,消込ファイルエラー区分,過誤納年度,過誤納連番,過誤納内
訳連番,過誤納整理連番,口振結果識別連番,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時
刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作
成ＰＧ

口振結果情報 保険者番号,市町村コード,取込日,依頼年月,領収日,収納日,引落銀行番号,引落銀行
名,引落支店番号,引落支店名,預金種目,口座番号,預金者名,引落金額,新規コード,調
定年度,賦課年度,期別,被保険者番号,振替結果コード,通知書番号,依頼先金融機関
コード,依頼先支店コード,口振結果識別連番,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時
刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作
成ＰＧ

滞納管理情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,督促催告停止区分,督促催告全停止日,分納
区分,連絡先区分１,連絡先名１,連絡先電話番号１,連絡先区分２,連絡先名２,連絡先電
話番号２,連絡先区分３,連絡先名３,連絡先電話番号３,連絡先区分４,連絡先名４,連絡
先電話番号４,連絡先区分５,連絡先名５,連絡先電話番号５,予備金額１,予備金額２,予
備金額３,予備金額４,予備金額５,予備金額６,予備日付１,予備日付２,予備日付３,予備
コード１,予備コード２,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

処分管理情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,処分連番,枝番,賦課年度,調定年度,徴収方
法区分,期別,処分コード,処分起案日,処分決裁日,処分執行日,処分事由区分,処分内
容,処分解除日,解除事由区分,解除事由,処分取消日,取消事由区分,取消事由,消除フ
ラグ,予備日付１,予備日付２,予備日付３,予備コード１,予備コード２,タイムスタンプ－日
付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

交渉経過情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,交渉連番,交渉年月日,交渉時刻,予定履行フ
ラグ,履行日,交渉予実区分,交渉相手区分,交渉相手名,交渉手段区分,交渉内容区分,
交渉記事,滞納整理員コード,消除フラグ,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,
異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成Ｐ
Ｇ

分納情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,分納番号,分割金額,分割回数,誓約日,誓約
区分,分納開始日,開始納期限,分納保険料金額,分納納付方法,分納告知書分割回数,
誓約書発行フラグ,誓約書発行日,誓約書整理番号,分納取消日,取消フラグ,予備日付
１,予備区分１,予備コード,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,
異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

分納内訳情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,分納番号,賦課年度,調定年度,徴収方法区
分,期別,期別分割番号,分納保険料額,分納納期限,告知書回数,分納納付書期別,納入
告知書発行フラグ,納入告知書発行日,調定履歴相対番号,取消フラグ,予備日付１,予備
区分１,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

特徴全制度共通情報 保険者番号,賦課年度,回送市町村コード,特別徴収義務者コード,基礎年金番号,年金
コード,生年月日,性別コード,氏名カナ,氏名漢字,郵便番号,住所カナ,住所漢字,共済年
金証書記号番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職
員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

特徴各制度固有情報 保険者番号,賦課年度,回送市町村コード,特別徴収義務者コード,基礎年金番号,年金
コード,特別徴収制度コード,捕捉年月,作成年月日,通知内容コード,通知区分,後期移管
コード,年金額,依頼区分,特徴開始年月,定額支払額,十月支払額,特徴依頼処理結果,
徴収結果十月,徴収結果十二月,徴収結果二月,徴収結果四月,徴収結果六月,徴収結
果八月,資格喪失発生日,資格喪失事由区分,資格喪失処理結果,住特発生日,住特通
知区分,住特処理結果,仮変異動日四月,仮徴収変更額四月,仮変処理結果四月,仮変
異動日五月,仮徴収変更額五月,仮変処理結果五月,仮変異動日六月,仮徴収変更額六
月,仮変処理結果六月,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異
動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

総合事業対象者情報 保険者番号,市町村コード,支所コード,被保険者番号,基本チェックリスト実施年月日,基
本チェックリスト受付日,受付場所コード,事業対象者区分コード,判定年月日,判定理由
コード,有効期間開始年月日,有効期間終了年月日,変更前有効期間終了年月日,取消
区分,訂正年月日,訂正内容コード,対象者情報送付状態区分,事業対象者情報作成日,
事業対象者情報取込日,通知書作成年月日,本人同意区分,基本チェックリスト回答１,
基本チェックリスト回答２,基本チェックリスト回答３,基本チェックリスト回答４,基本チェッ
クリスト回答５,基本チェックリスト回答６,基本チェックリスト回答７,基本チェックリスト回
答８,基本チェックリスト回答９,基本チェックリスト回答１０,基本チェックリスト回答１１,基
本チェックリスト回答１２,身長,体重,ＢＭＩ,基本チェックリスト回答１３,基本チェックリスト
回答１４,基本チェックリスト回答１５,基本チェックリスト回答１６,基本チェックリスト回答１
７,基本チェックリスト回答１８,基本チェックリスト回答１９,基本チェックリスト回答２０,基
本チェックリスト回答２１,基本チェックリスト回答２２,基本チェックリスト回答２３,基本
チェックリスト回答２４,基本チェックリスト回答２５,小計１,小計２,小計３,小計４,小計５,小
計６,小計７,該当条件１,該当条件２,該当条件３,該当条件４,該当条件５,該当条件６,該
当条件７,総合事業区分支給限度額,削除区分,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－
時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ
作成ＰＧ

独自質問回答情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,基本チェックリスト実施年月日,質問履歴番
号,質問番号,回答－数値,回答－文字,回答－日本語,削除区分,タイムスタンプ－日付,
タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ

相談受付情報 保険者番号,市町村コード,被保険者番号,宛名コード,履歴番号,相談日,相談状況,受付
場所,支所コード,地域包括コード,相談者関係コード,相談者コード,相談者名,相談者郵
便番号,相談者住所,相談者電話番号,予防給付サービス希望,訪問型サービス希望,通
所型サービス希望,生活支援サービス希望,その他サービス希望,サービス内容,相談内
容１,相談内容２,他市町村住所地特例者区分,対応結果,対応者名,備考メモ,削除区分,
タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

他市町村総合事業対象者情報 保険者番号,市町村コード,宛名コード,証記載保険者番号,他市町村被保険者番号,カナ
氏名,基本チェックリスト実施日,判定結果,介護予防ケアマネジメント対象年,ケアマネジ
メント費０１,ケアマネジメント費０２,ケアマネジメント費０３,ケアマネジメント費０４,ケアマ
ネジメント費０５,ケアマネジメント費０６,ケアマネジメント費０７,ケアマネジメント費０８,ケ
アマネジメント費０９,ケアマネジメント費１０,ケアマネジメント費１１,ケアマネジメント費１
２,削除区分,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

システムログ ログ番号,操作者,端末ＩＤ,ログイン日時,ログアウト日時

業務ログ ログ番号,操作者,端末ＩＤ,ログイン日時,ログアウト日時,プロジェクトＩＤ,プロジェクト名

宛名ログ 実行日時,操作者,端末ＩＤ,プロジェクトＩＤ,プロジェクト名,宛名コード

情報開示発行管理情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,発行連番,発行
日,所属コード,職員コード,発行被保険者番号,削除フラグ,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

テーブル管理マスタ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,スキーマＩＤ,テーブルＩＤ,テー
ブル名,項目順,テーブル項目名,属性,桁数,レイアウト０１,レイアウト０２,レイアウト０３,レ
イアウト０４,レイアウト０５,レイアウト０６,レイアウト０７,レイアウト０８,レイアウト０９,レイ
アウト１０,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ

連携ファイル管理マスタ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,連携ファイルＩＤ,連携ファイル
名,物理ファイル名,ファイル項目名,スキーマＩＤ,テーブルＩＤ,テーブル名,テーブル項目
名,出力区分,レイアウト０１,レイアウト０２,レイアウト０３,レイアウト０４,レイアウト０５,レイ
アウト０６,レイアウト０７,レイアウト０８,レイアウト０９,レイアウト１０,データＩＤ,削除フラグ,
異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成Ｐ
Ｇ

スタッフ管理 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,管理市町村コード,支所コー
ド,スタッフコード,取消区分,有効期間開始日,有効期間終了日,職種コード,シリアル番号
記録市町村,シリアル番号,所属機関管理市町村コード,所属機関コード,部署名,ＴＯＴＡＬ
職種,氏名カナ,氏名,生年月日,性別コード,送付先住所,送付先住所方書,送付先郵便番
号,緊急連絡先名,緊急連絡先電話番号,宛名編集区分,金融機関コード,支店コード,預
金種別コード,口座番号,口座名義人カナ,口座名義人,審査会長区分,審査員委嘱日,審
査員退任日,備考,ユーザ設定区分１,ユーザ設定区分２,口座納付区分,削除フラグ,異
動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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スタッフ所属機関マスタ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,システム内事業者管理市町
村コード,支所コード,システム内事業者コード,事業者番号,取消区分,有効終了日,有効
開始日,事業者種別,シリアル番号記録市町村,シリアル番号,ＴＯＴＡＬ事業者種別,世代
区分,サービス種類,事業者名称カナ,事業者名称,事業者名称略称,都道府県番号,市町
村番号,事業者住所コード,事業者所在地,事業者所在地方書,代表者氏名カナ,事業者
代表者名,事業者カスタマバーコード,事業者郵便番号,事業者電話番号１,事業者内線
番号１,事業者ＦＡＸ番号１,事業者電話番号２,事業者内線番号２,事業者ＦＡＸ番号２,事
業者開設日,事業者閉設日,事業者開設者名称,事業者開設者名称カナ,介護保険地域
差区分,市町村委託事業者区分,更新区分,管理市町村番号,指定決定年月日,ユーザ
設定区分１,ユーザ設定区分２,口座連番,金融機関コード,支店コード,事業者口座種別,
事業者口座番号,事業者口座名義人,事業者口座名義人カナ,口座納付区分,割当管理
単位,スケジュール有無,調査割当件数,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異
動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

合議体マスタ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,管理市町村コード,支所コー
ド,合議体コード,合議体開始年月日,合議体終了年月日,取消区分,シリアル番号記録市
町村,シリアル番号,合議体種別コード,合議体名,更新申請用区分,合議体種別名称,担
当スタッフ管理市町村コード０１,担当スタッフコード０１,担当審査員役職区分０１,審査
員固定番号０１,担当スタッフ管理市町村コード０２,担当スタッフコード０２,担当審査員
役職区分０２,審査員固定番号０２,担当スタッフ管理市町村コード０３,担当スタッフコー
ド０３,担当審査員役職区分０３,審査員固定番号０３,担当スタッフ管理市町村コード０４,
担当スタッフコード０４,担当審査員役職区分０４,審査員固定番号０４,担当スタッフ管理
市町村コード０５,担当スタッフコード０５,担当審査員役職区分０５,審査員固定番号０５,
担当スタッフ管理市町村コード０６,担当スタッフコード０６,担当審査員役職区分０６,審
査員固定番号０６,担当スタッフ管理市町村コード０７,担当スタッフコード０７,担当審査
員役職区分０７,審査員固定番号０７,担当スタッフ管理市町村コード０８,担当スタッフ
コード０８,担当審査員役職区分０８,審査員固定番号０８,担当スタッフ管理市町村コード
０９,担当スタッフコード０９,担当審査員役職区分０９,審査員固定番号０９,担当スタッフ
管理市町村コード１０,担当スタッフコード１０,担当審査員役職区分１０,審査員固定番号
１０,担当スタッフ管理市町村コード１１,担当スタッフコード１１,担当審査員役職区分１１,
審査員固定番号１１,担当スタッフ管理市町村コード１２,担当スタッフコード１２,担当審
査員役職区分１２,審査員固定番号１２,担当スタッフ管理市町村コード１３,担当スタッフ
コード１３,担当審査員役職区分１３,審査員固定番号１３,担当スタッフ管理市町村コード
１４,担当スタッフコード１４,担当審査員役職区分１４,審査員固定番号１４

,担当スタッフ管理市町村コード１５,担当スタッフコード１５,担当審査員役職区分１５,審
査員固定番号１５,担当スタッフ管理市町村コード１６,担当スタッフコード１６,担当審査
員役職区分１６,審査員固定番号１６,担当スタッフ管理市町村コード１７,担当スタッフ
コード１７,担当審査員役職区分１７,審査員固定番号１７,担当スタッフ管理市町村コード
１８,担当スタッフコード１８,担当審査員役職区分１８,審査員固定番号１８,担当スタッフ
管理市町村コード１９,担当スタッフコード１９,担当審査員役職区分１９,審査員固定番号
１９,担当スタッフ管理市町村コード２０,担当スタッフコード２０,担当審査員役職区分２０,
審査員固定番号２０,担当スタッフ管理市町村コード２１,担当スタッフコード２１,担当審
査員役職区分２１,審査員固定番号２１,担当スタッフ管理市町村コード２２,担当スタッフ
コード２２,担当審査員役職区分２２,審査員固定番号２２,担当スタッフ管理市町村コード
２３,担当スタッフコード２３,担当審査員役職区分２３,審査員固定番号２３,担当スタッフ
管理市町村コード２４,担当スタッフコード２４,担当審査員役職区分２４,審査員固定番号
２４,担当スタッフ管理市町村コード２５,担当スタッフコード２５,担当審査員役職区分２５,
審査員固定番号２５,担当スタッフ管理市町村コード２６,担当スタッフコード２６,担当審
査員役職区分２６,審査員固定番号２６,担当スタッフ管理市町村コード２７,担当スタッフ
コード２７,担当審査員役職区分２７,審査員固定番号２７,担当スタッフ管理市町村コード
２８,担当スタッフコード２８,担当審査員役職区分２８,審査員固定番号２８,担当スタッフ
管理市町村コード２９,担当スタッフコード２９,担当審査員役職区分２９,審査員固定番号
２９,担当スタッフ管理市町村コード３０,担当スタッフコード３０,担当審査員役職区分３０,
審査員固定番号３０,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

審査会スケジュール 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,二次審査日,審査会開始時
刻,審査会会場管理市町村コード,支所コード,審査会会場コード,シリアル番号記録市町
村,シリアル番号,審査会終了時刻,合議体管理市町村コード,合議体コード,審査定員数,
審査員出欠フラグ,審査員出欠人数,認定審査会進行中フラグ,削除フラグ,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

訪問調査スケジュール 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,訪問調査日,事業者管理市町
村コード,支所コード,訪問調査事業者コード,調査員管理市町村コード,訪問調査員コー
ド,シリアル番号記録市町村,シリアル番号,訪問調査件数,訪問調査開始時間１,訪問調
査開始時間２,訪問調査開始時間３,訪問調査開始時間４,訪問調査開始時間５,訪問調
査開始時間６,訪問調査開始時間７,訪問調査開始時間８,訪問調査開始時間９,訪問調
査開始時間１０,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,
データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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訪問調査情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,訪問調査回目,調査実施日,調査実施開始時刻,調査員
管理市町村コード,調査実施調査員コード,調査実施場所区分,調査実施場所その他,認
定回数区分,前回認定日,前回認定結果,在宅サービス回数１,在宅サービス回数２,在宅
サービス回数３,在宅サービス回数４,在宅サービス回数５,在宅サービス回数６,在宅
サービス回数７,在宅サービス回数８（品目数）,在宅サービス回数９,在宅サービス回数
１０,在宅サービス回数１１,在宅サービス回数１２,在宅サービス回数１３（品目数）,住宅
改修区分,在宅サービスその他１,在宅サービスその他２,施設サービス区分（現在の状
況）,施設コード管理市町村コード,施設コード,施設郵便番号,施設住所,施設電話番号,
概況調査特記事項,概況イメージファイル名１,概況イメージファイル名２,概況イメージ
ファイル名３,概況イメージファイル名４,概況イメージファイル名５,概況イメージファイル
名６,概況イメージファイル名７,概況イメージファイル名８,概況イメージファイル名９,概
況イメージファイル名１０,基本調査区分１１,基本調査区分１２,基本調査区分２１,基本
調査区分２２,基本調査区分２３,基本調査区分２４,基本調査区分２５,基本調査区分２
６,基本調査区分２７,基本調査区分３１,基本調査区分３２,基本調査区分３３,基本調査
区分３４,基本調査区分４１ア,基本調査区分４１イ,基本調査区分４２,基本調査区分４３,
基本調査区分４４ア,基本調査区分４４イ,基本調査区分４５,基本調査区分４６,基本調
査区分４７,基本調査区分５１ア,基本調査区分５１イ,基本調査区分５１ウ,基本調査区
分５１エ,基本調査区分５２ア,基本調査区分５２イ,基本調査区分５２ウ,基本調査区分５
２エ,基本調査区分５３,基本調査区分５４,基本調査区分５５,基本調査区分５６,基本調
査区分５７,基本調査区分６１,基本調査区分６２,基本調査区分６３,基本調査区分６４,
基本調査区分６５ア,基本調査区分６５イ,基本調査区分６５ウ,基本調査区分６５エ,基
本調査区分６５オ,基本調査区分６５カ,基本調査区分７１ア,基本調査区分７１イ,基本調
査区分７１ウ,基本調査区分７１エ,基本調査区分７１オ,基本調査区分７１カ,基本調査
区分７１キ,基本調査区分７１ク,基本調査区分７１ケ,基本調査区分７１コ,基本調査区分
７１サ,基本調査区分７１シ,基本調査区分７１ス,基本調査区分７１セ,基本調査区分７１
ソ,基本調査区分７１タ,基本調査区分７１チ,基本調査区分７１ツ,基本調査区分７１テ,基
本調査区分８１,寝たきり度,痴呆度,

予備区分１,予備区分２,予備区分３,予備区分４,予備区分５,予備論理和１,予備論理和
２,予備論理和３,予備論理和４,予備論理和５,状態像類似１,状態像類似２,状態像類似
３,状態像類似４,状態像類似５,要介護認定等基準時間,機能訓練＋間接生活介助,中
間評価項目得点第１群,中間評価項目得点第２群,中間評価項目得点第３群,中間評価
項目得点第４群,中間評価項目得点第５群,中間評価項目得点第６群,中間評価項目得
点第７群,一次判定警告コード,基本調査区分２７（新）,基本調査区分４５（新）,基本調査
区分４６（新）,基本調査区分４７（新）,基本調査区分５５（新）,基本調査区分５６（新）,基
本調査区分７１テ（新）,要介護認定等基準時間（食事）,要介護認定等基準時間（排
泄）,要介護認定等基準時間（移動）,要介護認定等基準時間（清潔保持）,要介護認定
等基準時間（間接ケア）,要介護認定等基準時間（問題行動）,要介護認定等基準時間
（機能訓練）,要介護認定等基準時間（医療関連）,日常生活自立度の組合せ（自立）,日
常生活自立度の組合せ（要支援）,日常生活自立度の組合せ（要介護１）,日常生活自
立度の組合せ（要介護２）,日常生活自立度の組合せ（要介護３）,日常生活自立度の組
合せ（要介護４）,日常生活自立度の組合せ（要介護５）,重度指標１,重度指標２,重度指
標３,重度指標４,重度指標５,重度指標６,重度指標７,重度指標８,重度指標９,重度指標
１０,重度指標１１,重度指標１２,重度指標１３,重度指標１４,重度指標１５,重度指標１６,
重度指標１７,重度指標１８,重度指標１９,重度指標２０,重度指標２１,軽度指標１,軽度指
標２,軽度指標３,軽度指標４,軽度指標５,軽度指標６,軽度指標７,軽度指標８,軽度指標
９,軽度指標１０,軽度指標１１,軽度指標１２,軽度指標１３,軽度指標１４,軽度指標１５,軽
度指標１６,軽度指標１７,調査票新旧フラグ,イメージファイル区分,削除フラグ,異動所属
コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ,基本調
査区分１０１,基本調査区分１０２,基本調査区分１０３,現在のサービス区分コード,夜間
対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型老人
福祉施設入所者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,独り言独り笑い,自
分勝手に行動する,話がまとまらない,集団への不適応,買い物,簡単な調理,要介護認定
等基準時間（認知症加算）,状態の安定性,訪問調査先住所,訪問調査先名称,訪問調査
先電話番号,定期巡回随時対応型訪問介護看護,複合型サービス

特記事項 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,訪問調査回目,特記事項調査番号,特記事項調査番号連
番,特記事項,特記イメージファイル名,イメージファイル区分,削除フラグ,異動所属コード,
異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

主治医意見書情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,診断場所,診断開始日,診断
終了日,診断開始時刻,診断終了時刻,診断命令書通知日,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,意見書回目,意見書記入日,医療機関管理市町村コード,
意見書作成医療機関コード,医師管理市町村コード,意見書作成医コード,意見書同意
有無フラグ,意見書作成医氏名,意見書作成回数,最終診察日,他科受診有無フラグ,他
科受診医科区分,他科受診医科その他,診断名１,診断名２,診断名３,発症日１,発症日２,
発症日３,傷病病状,予後の見通し,治療内容,特別な医療,寝たきり度,痴呆度,短期記憶,
認知能力,伝達能力,食事,問題行動有無,問題行動,問題行動その他,精神・神経症状有
無フラグ,精神・神経症状名,専門医受診有無,専門医名,利き腕,四肢欠損,麻痺,筋力の
低下,じょくそう,その他皮膚疾患,関節のこう縮,失調・不随意運動,四肢欠損程度,麻痺
程度,筋力の低下程度,じょくそう程度,その他皮膚疾患程度,関節のこう縮肩,関節のこう
縮肘,関節のこう縮股,関節のこう縮膝,失調・不随意運動上肢,失調・不随意運動下肢,
失調・不随意運動体幹,病態と対処方法,病態と対処方法その他,対処方針,医学的管理
区分,医学的管理その他,留意事項血圧,留意事項血圧所見,留意事項嚥下,留意事項
嚥下所見,留意事項摂食,留意事項摂食所見,留意事項移動,留意事項移動所見,

留意事項その他所見,感染症の有無,感染症所見,特記事項,意見書イメージファイル名
１,意見書イメージファイル名２,意見書イメージファイル名３,意見書イメージファイル名
４,意見書イメージファイル名５,意見書イメージファイル名６,意見書イメージファイル名
７,意見書イメージファイル名８,意見書イメージファイル名９,意見書イメージファイル名１
０,意見書イメージファイル名１１,意見書イメージファイル名１２,意見書イメージファイル
名１３,意見書イメージファイル名１４,意見書イメージファイル名１５,意見書イメージファ
イル名１６,意見書イメージファイル名１７,意見書イメージファイル名１８,意見書イメージ
ファイル名１９,意見書イメージファイル名２０,意見書イメージファイル名２１,意見書イ
メージファイル名２２,意見書イメージファイル名２３,意見書イメージファイル名２４,意見
書イメージファイル名２５,情報開示用確認,意見書添付ファイル名１,意見書添付ファイ
ル名２,意見書添付ファイル名３,意見書添付ファイル名４,意見書添付ファイル名５,イ
メージファイル区分,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成
日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ,傷病病状・不安定時具体的状況,体重の変化,麻痺
右上肢,麻痺左上肢,麻痺右下肢,麻痺左下肢,麻痺その他,麻痺右上肢程度,麻痺左上
肢程度,麻痺右下肢程度,麻痺左下肢程度,麻痺その他程度,関節の拘縮程度,関節の
痛み,関節の痛み程度,屋外歩行,車いすの使用,歩行補助具・装具の使用,現在の栄養
状態,栄養・食生活上の留意点,生活機能の維持・改善の見通し,留意事項運動,留意事
項運動所見

認定サブTBL 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,痴呆性高齢者の目印,予備１,予備２,予備３,予
備４,予備５,予備６,予備７,予備８,予備９,予備１０,削除フラグ,異動所属コード,異動職員
コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

スタッフ職種管理 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,管理市町村コード,スタッフ
コード,取消区分,有効期間開始日,有効期間終了日,職種コード,シリアル番号市町村,シ
リアル番号,ＤＢ連携用シリアル番号,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動
ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

スタッフ所属機関種別マスタ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,システム事業者市町村,シス
テム事業者コード,事業者番号,取消区分,有効終了日,有効開始日,事業者種別,シリア
ル番号市町村,シリアル番号,ＤＢ連携用シリアル番号,削除フラグ,異動所属コード,異動
職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

合議体割合マスタ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,管理市町村コード,支所コー
ド,合議体コード,割合区分,割合判定コード,割合率,削除フラグ,異動所属コード,異動職
員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

審査会予定実績管理 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,二次審査日,審査会開始時
刻,審査会会場市町村,支所コード,審査会会場コード,シリアル番号市町村,シリアル番
号,審査会終了時刻,合議体市町村,合議体コード,審査定員数,審査員出欠フラグ,審査
員出欠人数,認定審査会進行中フラグ,予スタッフ市町村０１,予スタッフコード０１,予出
席フラグ０１,予スタッフ市町村０２,予スタッフコード０２,予出席フラグ０２,予スタッフ市町
村０３,予スタッフコード０３,予出席フラグ０３,予スタッフ市町村０４,予スタッフコード０４,
予出席フラグ０４,予スタッフ市町村０５,予スタッフコード０５,予出席フラグ０５,予スタッフ
市町村０６,予スタッフコード０６,予出席フラグ０６,予スタッフ市町村０７,予スタッフコード
０７,予出席フラグ０７,予スタッフ市町村０８,予スタッフコード０８,予出席フラグ０８,予ス
タッフ市町村０９,予スタッフコード０９,予出席フラグ０９,予スタッフ市町村１０,予スタッフ
コード１０,予出席フラグ１０,予スタッフ市町村１１,予スタッフコード１１,予出席フラグ１１,
予スタッフ市町村１２,予スタッフコード１２,予出席フラグ１２,予スタッフ市町村１３,予ス
タッフコード１３,予出席フラグ１３,予スタッフ市町村１４,予スタッフコード１４,予出席フラ
グ１４,予スタッフ市町村１５,予スタッフコード１５,予出席フラグ１５,予スタッフ市町村１６,
予スタッフコード１６,予出席フラグ１６,予スタッフ市町村１７,予スタッフコード１７,予出席
フラグ１７,予スタッフ市町村１８,予スタッフコード１８,予出席フラグ１８,予スタッフ市町村
１９,予スタッフコード１９,予出席フラグ１９,予スタッフ市町村２０,予スタッフコード２０,予
出席フラグ２０,予スタッフ市町村２１,予スタッフコード２１,予出席フラグ２１,予スタッフ市
町村２２,予スタッフコード２２,予出席フラグ２２,予スタッフ市町村２３,予スタッフコード２
３,予出席フラグ２３,予スタッフ市町村２４,予スタッフコード２４,予出席フラグ２４,予スタッ
フ市町村２５,予スタッフコード２５,予出席フラグ２５,予スタッフ市町村２６,予スタッフコー
ド２６,予出席フラグ２６,予スタッフ市町村２７,予スタッフコード２７,予出席フラグ２７,予ス
タッフ市町村２８,予スタッフコード２８,予出席フラグ２８,予スタッフ市町村２９,

予スタッフコード２９,予出席フラグ２９,予スタッフ市町村３０,予スタッフコード３０,予出席
フラグ３０,実スタッフ市町村０１,実スタッフコード０１,実出席フラグ０１,実スタッフ市町村
０２,実スタッフコード０２,実出席フラグ０２,実スタッフ市町村０３,実スタッフコード０３,実
出席フラグ０３,実スタッフ市町村０４,実スタッフコード０４,実出席フラグ０４,実スタッフ市
町村０５,実スタッフコード０５,実出席フラグ０５,実スタッフ市町村０６,実スタッフコード０
６,実出席フラグ０６,実スタッフ市町村０７,実スタッフコード０７,実出席フラグ０７,実スタッ
フ市町村０８,実スタッフコード０８,実出席フラグ０８,実スタッフ市町村０９,実スタッフコー
ド０９,実出席フラグ０９,実スタッフ市町村１０,実スタッフコード１０,実出席フラグ１０,実ス
タッフ市町村１１,実スタッフコード１１,実出席フラグ１１,実スタッフ市町村１２,実スタッフ
コード１２,実出席フラグ１２,実スタッフ市町村１３,実スタッフコード１３,実出席フラグ１３,
実スタッフ市町村１４,実スタッフコード１４,実出席フラグ１４,実スタッフ市町村１５,実ス
タッフコード１５,実出席フラグ１５,実スタッフ市町村１６,実スタッフコード１６,実出席フラ
グ１６,実スタッフ市町村１７,実スタッフコード１７,実出席フラグ１７,実スタッフ市町村１８,
実スタッフコード１８,実出席フラグ１８,実スタッフ市町村１９,実スタッフコード１９,実出席
フラグ１９,実スタッフ市町村２０,実スタッフコード２０,実出席フラグ２０,実スタッフ市町村
２１,実スタッフコード２１,実出席フラグ２１,実スタッフ市町村２２,実スタッフコード２２,実
出席フラグ２２,実スタッフ市町村２３,実スタッフコード２３,実出席フラグ２３,実スタッフ市
町村２４,実スタッフコード２４,実出席フラグ２４,実スタッフ市町村２５,実スタッフコード２
５,実出席フラグ２５,実スタッフ市町村２６,実スタッフコード２６,実出席フラグ２６,実スタッ
フ市町村２７,実スタッフコード２７,実出席フラグ２７,実スタッフ市町村２８,実スタッフコー
ド２８,実出席フラグ２８,実スタッフ市町村２９,実スタッフコード２９,実出席フラグ２９,実ス
タッフ市町村３０,実スタッフコード３０,実出席フラグ３０,訂正追加区分,削除フラグ,異動
所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

訪問調査料情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,支所コード,被
保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,訪問調査回目,シリアル番号,無資格者フラ
グ,調査委託日,依頼調査実施開始時刻,依頼事業者市町村,依頼調査実施事業者,依
頼調査員市町村,依頼調査実施調査員,依頼調査実施場所区分,依頼調査実施場所,依
頼認定回数区分,依頼調査区分,依頼在宅区分,依頼支払区分,訪問調査日,調査結果
入手日,実績調査実施開始時刻,実績事業者市町村,実績調査実施事業者,実績調査員
市町村,実績調査実施調査員,実績調査実施場所区分,実績調査実施場所,実績認定回
数区分,実績調査区分,実績在宅区分,実績支払区分,訂正追加区分,削除フラグ,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

主治医意見書料情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,支所コード,被
保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,意見書回目,シリアル番号,無資格者フラグ,
意見書作成依頼日,依頼医療機関市町村,依頼作成医療機関,依頼医師市町村,依頼作
成医コード,依頼意見書同意有無,依頼調査区分,依頼在宅区分,依頼支払区分,意見書
作成日,意見書入手日,実績医療機関市町村,実績作成医療機関,実績医師市町村,実
績作成医コード,実績意見書同意有無,実績調査区分,実績在宅区分,実績支払区分,訂
正追加区分,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

スタッフ単価マスタ管理 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,管理市町村コード,支所コー
ド,スタッフコード,有効期間開始日,有効期間終了日,単価区分,在宅区分,新規区分,審査
員区分,所属機関市町村,所属機関コード,シリアル番号市町村,シリアル番号,単価,控除
率,履歴番号,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,デー
タ作成時刻,データ作成ＰＧ

支払情報管理 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,支所コード,支払予定日,支払
対象区分,支払先区分,支払先市町村,支払先コード,支払在宅区分,支払調査区分,支払
消費税区分,委託料,その他費用,消費税,診断検査料,控除額,支払金額,支払状態,支払
方法,銀行コード,支店コード,口座種別,口座名義人,口座名義人カナ,口座番号,削除フラ
グ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作
成ＰＧ

支払明細情報管理 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,シリアル番号,支所コード,支
払対象区分,支払予定日,市町村コード,被保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,回
目,二次審査日,審査会開始時刻,審査会会場市町村,審査会会場コード,合議体市町村,
合議体コード,支払先区分,支払先市町村,支払先コード,支払在宅区分,支払調査区分,
支払消費税区分,委託料,その他費用,消費税,診断検査料,控除額,控除率,支払金額,支
払確定区分,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ
作成時刻,データ作成ＰＧ

審査員年末調整情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,支払先区分,支払先市町村,
支払先コード,対象年,総控除額,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

認定集計情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,支所コード,取
込年月日,被保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,基本生年月日,宛名
コード,基本氏名カナ,基本氏名,認定状態区分,認定申請区分,一次審査日,痴呆性高齢
者の目印,一次判定指標あり,一次要介護状態区分,二次審査日,審査会会場管理市町
村コード,審査会会場コード,審査会開始時刻,審査会管理市町村コード,審査会コード,一
次判定結果変更理由,二次要介護状態区分,前回一次審査要介護状態区分,前回二次
審査要介護状態区分,審査会意見コード,要介護認定日,認定有効月数,認定有効開始
日,認定有効終了日,要介護認定廃止日,訪問委託日,訪問調査日,調査結果入手日,か
かりつけ医意見書作成依頼日,かかりつけ医意見書作成日,かかりつけ医意見書入手
日,調査委託事業者管理市町村コード,調査委託事業者コード,訪問調査員管理市町村
コード,訪問調査員コード,訪問調査在宅区分,意見書在宅区分,意見書新規継続区分,
処分延期事由コード,処分延期通知書通知日,所得段階,削除フラグ,異動所属コード,異
動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ,法改正フラグ

広域連携送受信ログ 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,認定進行フラグ,訪問調査進行フラグ,意見書
進行フラグ,審査会進行フラグ,訪問調査－タイムスタンプ－日付,訪問調査－タイムス
タンプ－時刻,意見書－タイムスタンプ－日付,意見書－タイムスタンプ－時刻,一次判
定－タイムスタンプ－日付,一次判定－タイムスタンプ－時刻,審査会－タイムスタンプ
－日付,審査会－タイムスタンプ－時刻,受給者送受信状態,訪問調査送受信状態,意見
書送受信状態,審査会送受信状態,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩ
Ｄ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

広域連携送受信情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,
履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,認定進行フラグ,訪問調査進行フラグ,意見書
進行フラグ,審査会進行フラグ,訪問調査－タイムスタンプ－日付,訪問調査－タイムス
タンプ－時刻,意見書－タイムスタンプ－日付,意見書－タイムスタンプ－時刻,一次判
定－タイムスタンプ－日付,一次判定－タイムスタンプ－時刻,審査会－タイムスタンプ
－日付,審査会－タイムスタンプ－時刻,受給者送受信状態,訪問調査送受信状態,意見
書送受信状態,審査会送受信状態,削除フラグ,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩ
Ｄ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

34　/　37



（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

認定異動情報 保険者番号,タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,連携シリアル番号,市町村
コード,被保険者番号,要介護認定申請日,調査回数,認定状態区分,認定進行フラグ,訪
問調査進行フラグ,意見書進行フラグ,審査会進行フラグ,要介護認定変更区分,要介護
認定廃止区分,要介護認定廃止日,職権修正区分,職権修正日,職権修正者管理市町村
コード,職権修正者コード,要介護認定申請受理日,要介護認定申請番号,要介護認定申
請区分,要介護認定申請理由コード,受付場所コード,要介護担当地区コード,申請者区
分,申請者関係コード,申請代行事業者管理市町村コード,申請者宛名コード,申請者氏
名,申請者住所,申請者郵便番号,申請者電話番号,入所施設管理市町村コード,入所施
設コード,調査時警告フラグ,調査同意日,調査同意書番号,訪問調査希望日１,訪問調査
希望日２,訪問調査希望日３,調査実施場所区分,訪問調査回目,調査票回収予定日,調
査委託日,訪問調査日,訪問調査開始時刻,調査委託事業者管理市町村コード,調査委
託事業者コード,訪問調査員管理市町村コード,訪問調査員コード,調査結果入手日,調
査票番号,訪問調査事業者委託カウント,一次判定警告コード,かかりつけ医医療機関
管理市町村コード,かかりつけ医医療機関コード,かかりつけ医管理市町村コード,かか
りつけ医コード,かかりつけ医氏名,意見書回目,意見書作成医療機関管理市町村コー
ド,意見書作成医医療機関コード,意見書作成医管理市町村コード,意見書作成医コー
ド,意見書作成医氏名,意見書作成医区分,意見書診断フラグ,かかりつけ医意見書作成
依頼日,意見書作成依頼書通知日,意見書作成依頼書最新発行日,意見書作成依頼書
発行回数,意見書回収予定日,診断命令書通知日,かかりつけ医意見書作成日,かかり
つけ医意見書入手日,かかりつけ医意見書番号,疾病区分,傷病名,その他意見,一次審
査日,一次審査要介護状態区分,二次審査依頼日,二次審査予定日,二次審査日,審査
会会場管理市町村コード,審査会会場コード,審査会開始時刻,

審査会管理市町村コード,審査会コード,審査順番号,一次判定結果,変更理由,二次審
査要介護状態区分,審査会意見コード,サービス種類限定フラグ,認定有効月数,要介護
認定日,認定有効開始日,認定有効終了日,要介護認定認定理由コード,認定通知書通
知日,認定通知書最新発行日,認定通知書最新発行回数,転入前保険者コード,転入前
保険者名,転入前被保険者番号,受給資格証明書最新発行日,受給資格証明書通知日,
受給資格証明書発行回数,処分延期事由コード,処分延期決定日,認定処理予定日,処
分延期通知書最新発行日,処分延期通知書通知日,処分延期通知書発行回数,目標訪
問調査依頼日,目標訪問調査票回収日,目標かかりつけ医意見書依頼日,目標かかり
つけ医意見書回収日,目標一次審査日,目標二次審査日,目標認定通知日,前回要介護
認定申請日,前回調査最大回数,前回認定有効月数,前回要介護認定日,前回認定有効
開始日,前回認定有効終了日,前回一次審査要介護状態区分,前回二次審査要介護状
態区分,前回介護保険審査会要介護状態区分,前回サービス種類限定フラグ,前回訪
問調査員管理市町村コード,前回訪問調査員コード,前回意見書作成医管理市町村
コード,前回意見書作成医コード,前回合議体管理市町村コード,前回合議体コード,家族
介護状態区分,家族介護拡大額,備考,国保連への通知日,認定センタ送信日,要介護認
定等基準時間,要介護認定等基準時間合計,中間評価項目第１群,中間評価項目第２
群,中間評価項目第３群,中間評価項目第４群,中間評価項目第５群,中間評価項目第６
群,中間評価項目第７群,現在の状況,在宅サービス回数１,在宅サービス回数２,在宅
サービス回数３,在宅サービス回数４,在宅サービス回数５,在宅サービス回数６,在宅
サービス回数７,在宅サービス回数８,在宅サービス回数９,在宅サービス回数１０,在宅
サービス回数１１,在宅サービス回数１２,在宅サービス回数１３,住宅改修区分,認定全
調査項目,寝たきり度,痴呆度,認定異動処理日,認定処理時刻,診断場所,診断開始日,
診断終了日,診断開始時刻,診断終了時刻,審査会意見,削除フラグ,処理済フラグ,認定
ソフト区分,分類毎基準時間１,分類毎基準時間２,分類毎基準時間３,分類毎基準時間
４,分類毎基準時間５,分類毎基準時間６,分類毎基準時間７,分類毎基準時間８,自立度
組合せ１,自立度組合せ２,自立度組合せ３,自立度組合せ４,自立度組合せ５,自立度組
合せ６,自立度組合せ７,一次判定関連項目,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,
データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

委託管理情報 保険者番号,タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時刻,委託市町村コード,委託管理番号,
委託日,委託先事業者コード,委託件数,取込日,取込時間,取込件数,異動所属コード,異
動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

委託管理明細情報 保険者番号,タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時刻,委託市町村コード,委託管理番号,
被保険者管理市町村,被保険者番号,履歴番号,要介護認定申請日,調査回数,委託日,
調査実施日,取込日,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ

問合せ定義権限情報　 タイムスタンプ－日付,タイムスタンプ－時刻,市町村コード,被保険者番号,要介護認定
申請日,調査回数,レコード作成日,入手日終了日,対象月

問合せ定義基本情報 タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時刻,保険者番号,市町村コード,管理区分,問合せ定
義番号,問合せ定義名,問合せ種類,テーブルコード,作成所属コード,作成職員コード,作
成権限コード,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,
データ作成ＰＧ

問合せ定義情報　 タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時刻,保険者番号,市町村コード,管理区分,問合せ定
義番号,識別区分,表示項目コード,表示項目名,集計方法,条件区分,順序番号,異動所
属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ
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問合せ定義権限情報　 タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時刻,保険者番号,市町村コード,管理区分,問合せ定
義番号,権限グループコード,参照権限フラグ,問合せ権限フラグ,異動所属コード,異動職
員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ作成ＰＧ

汎用統計被保険者情報 タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時刻,保険者番号,市町村コード,被保険者番号,宛名
コード,世帯コード,氏名カナ,氏名,通称名カナ,通称名,氏名利用区分,生年月日,年齢,性
別,市内外区分,郵便番号,住所,方書,地区コード１,地区コード２,地区コード３,地区コード
４,地区コード５,支所コード,住民区分,住民日届出日,住民日異動日,住民日異動事由
コード,基本届出日,基本異動日,基本異動事由コード,国籍コード,入国目的コード,在留
期間開始,在留期間終了,旧市町村コード,資格異動日,資格取得日,資格喪失日,一号該
当日,資格異動事由コード,被保険者区分,被保険者送付先連番,送付先名,送付先郵便
番号,送付先住所,送付先住所方書,送付先開始日,送付先終了日,資格届出日,市町村
資格取得日,市町村資格喪失日,市町村一号該当日,異動フラグ,被保険者証交付日,被
保険者証有効開始日,被保険者証有効終了日,老人保健受給者番号,老人保健取得日,
老人保健喪失日,生活保護受給開始日,生活保護受給廃止日,生活保護ケース番号,生
活保護受給フラグ,代理納付フラグ,支給停止フラグ,固有年金番号,年金支給開始日,年
金支給停止日,入所施設事業者コード,施設入所種別区分,入所施設名,他市町村住所
地,施設入所日,施設退所日,旧措置者フラグ,旧措置者終了日,要保護境界層者認定日,
要保護境界層者適用開始年月,要保護境界層者適用終了年月,要介護認定申請日,調
査回数,認定状態区分,認定申請区分,一次審査日,痴呆性高齢者の目印,一次要介護
状態区分,二次審査日,一次判定結果変更理由,二次要介護状態区分,前回一次審査要
介護状態区分,前回二次審査要介護状態区分,審査会意見コード,要介護認定日,認定
有効月数,認定有効開始日,認定有効終了日,要介護認定廃止日,調査委託事業者市町
村,調査委託事業者コード,調査委託事業者名,訪問調査員市町村コード,訪問調査員
コード,訪問調査員氏名,かかりつけ医医療機関市町村,かかりつけ医医療機関コード,
かかりつけ医医療機関名,

かかりつけ医市町村コード,かかりつけ医コード,かかりつけ医氏名,意見書作成医療機
関市町村,意見書作成医医療機関コード,意見書作成医医療機関名,意見書作成医市
町村コード,意見書作成医医コード,意見書作成医氏名,減免申請日,減免猶予申請事由
コード,減免猶予区分,減免猶予決定日,減免猶予事由コード,減免猶予率,減免猶予金
額,減免猶予開始日,減免猶予終了日,算定所得段階,標準負担額減額フラグ,一割負担
減免フラグ,旧措置者減免フラグ,特定標準負担額減額フラグ,訪問介護減額フラグ,居
宅サービス区分支給限度額,訪問介護支給限度額,訪問入浴介護支給限度額,訪問看
護支給限度額,訪問リハビリ支給限度額,通所介護支給限度額,通所リハビリ支給限度
額,福祉用具貸与支給限度額,短期入所生活介護支給限度額,短期入所療養介護支給
限度額,特定福祉用具購入支給限度額,住宅改修支給限度額,その他支給限度額,一次
判定結果認知症加算,法改正フラグ,特定入所者介護サービス費フラグ,社会福祉法人
軽減フラグ,夜間訪問介護支給限度額,認知症通所介護支給限度額,在留資格,在留期
間,在留期間の満了の日,二次予防基本チェックリスト回答年月日,二次予防対象者把
握区分,二次予防事業対象者区分コード,二次予防判定年月日,二次予防有効期間開
始年月日,二次予防有効期間終了年月日,二次予防判定地域包括支援センター,二次
予防介護地区コード,総合事業区分支給限度額,総合事業訪問型予防支給限度額,総
合事業通所型予防支給限度額,総合事業生活支援－配食支給限度額,総合事業生活
支援－見守り支給限度額,総合事業生活支援－その他支給限度額,総合事業ケアマネ
ジメント支給限度額,総合事業予防訪問入浴支給限度額,総合事業予防訪問看護支給
限度額,総合事業予防訪問リハ支給限度額,総合事業予防通所リハ支給限度額,総合
事業予防福祉貸与支給限度額,総合事業予防短期生活支給限度額,総合事業予防短
期老健支給限度額,総合事業予防短期医療支給限度額,総合事業予防療養管理支給
限度額,総合事業予防特定施設支給限度額,総合事業予防認知通所支給限度額,総合
事業予防多機能型支給限度額,総合事業予防認知症型支給限度額,総合事業予防認
知短期支給限度額,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作
成時刻,データ作成ＰＧ
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（別紙２）ファイル記載項目 【介護保険情報ファイル】

テーブル名 格納情報

汎用統計保険料情報 タイムスタンプ日付,タイムスタンプ時刻,保険者番号,市町村コード,被保険者番号,宛名
コード,氏名カナ,氏名,生年月日,年齢,性別,郵便番号,住所,方書,賦課年度,調定年度,徴
収方法区分,徴収形態区分,当初賦課期日,賦課期日,賦課更正事由コード,賦課更正日,
資格異動フラグ,世帯構成異動フラグ,本人所得異動フラグ,世帯所得異動フラグ,生保
異動フラグ,老福異動フラグ,境界層異動フラグ,強制設定異動フラグ,減免異動フラグ,天
引不能異動フラグ,算定所得段階,算定保険料額,減免額,差引保険料額,賦課処理日,本
算定特徴フラグ,特徴仮徴収期別保険料額,回送市町村コード,特別徴収義務者コード,
年金保険者名,基礎年金番号,年金コード,住民税課税区分,合計所得金額,生活保護受
給フラグ,生保受給開始日,生保受給廃止日,老齢福祉年金受給フラグ,老福年金支給
開始日,老福年金支給停止日,境界層適用開始年月,境界層適用終了年月,減免申請
日,減免猶予申請事由コード,減免猶予区分,減免猶予決定日,減免猶予事由コード,減
免猶予率,減免猶予金額,減免猶予開始日,減免猶予終了日,一次要介護状態区分,二
次要介護状態区分,期別－期１,期別－調定更正日１,期別－保険料額１,期別－収納
金額１,期別－延滞金額１,期別－督促手数料額１,期別－納期限１,期別－処分管理区
分１,期別－処分管理日１,期別－処分管理理由区分１,期別－最終領収日１,期別－督
促納期限１,期別－調定月１,期別－不納欠損額１,期別－分納フラグ１,期別－期２,期
別－調定更正日２,期別－保険料額２,期別－収納金額２,期別－延滞金額２,期別－督
促手数料額２,期別－納期限２,期別－処分管理区分２,期別－処分管理日２,期別－処
分管理理由区分２,期別－最終領収日２,期別－督促納期限２,期別－調定月２,期別－
不納欠損額２,期別－分納フラグ２,期別－期３,期別－調定更正日３,期別－保険料額
３,期別－収納金額３,期別－延滞金額３,期別－督促手数料額３,期別－納期限３,期別
－処分管理区分３,期別－処分管理日３,期別－処分管理理由区分３,期別－最終領収
日３,期別－督促納期限３,期別－調定月３,期別－不納欠損額３,期別－分納フラグ３,
期別－期４,期別－調定更正日４,期別－保険料額４,期別－収納金額４,期別－延滞金
額４,期別－督促手数料額４,期別－納期限４,期別－処分管理区分４,期別－処分管理
日４,期別－処分管理理由区分４,期別－最終領収日４,期別－督促納期限４,期別－調
定月４,期別－不納欠損額４,期別－分納フラグ４,期別－期５,期別－調定更正日５,期
別－保険料額５,期別－収納金額５,期別－延滞金額５,期別－督促手数料額５,期別－
納期限５,期別－処分管理区分５,期別－処分管理日５,期別－処分管理理由区分５,期
別－最終領収日５,

期別－督促納期限５,期別－調定月５,期別－不納欠損額５,期別－分納フラグ５,期別
－期６,期別－調定更正日６,期別－保険料額６,期別－収納金額６,期別－延滞金額６,
期別－督促手数料額６,期別－納期限６,期別－処分管理区分６,期別－処分管理日６,
期別－処分管理理由区分６,期別－最終領収日６,期別－督促納期限６,期別－調定月
６,期別－不納欠損額６,期別－分納フラグ６,期別－期７,期別－調定更正日７,期別－
保険料額７,期別－収納金額７,期別－延滞金額７,期別－督促手数料額７,期別－納期
限７,期別－処分管理区分７,期別－処分管理日７,期別－処分管理理由区分７,期別－
最終領収日７,期別－督促納期限７,期別－調定月７,期別－不納欠損額７,期別－分納
フラグ７,期別－期８,期別－調定更正日８,期別－保険料額８,期別－収納金額８,期別
－延滞金額８,期別－督促手数料額８,期別－納期限８,期別－処分管理区分８,期別－
処分管理日８,期別－処分管理理由区分８,期別－最終領収日８,期別－督促納期限８,
期別－調定月８,期別－不納欠損額８,期別－分納フラグ８,期別－期９,期別－調定更
正日９,期別－保険料額９,期別－収納金額９,期別－延滞金額９,期別－督促手数料額
９,期別－納期限９,期別－処分管理区分９,期別－処分管理日９,期別－処分管理理由
区分９,期別－最終領収日９,期別－督促納期限９,期別－調定月９,期別－不納欠損額
９,期別－分納フラグ９,期別－期１０,期別－調定更正日１０,期別－保険料額１０,期別
－収納金額１０,期別－延滞金額１０,期別－督促手数料額１０,期別－納期限１０,期別
－処分管理区分１０,期別－処分管理日１０,期別－処分管理理由区分１０,期別－最終
領収日１０,期別－督促納期限１０,期別－調定月１０,期別－不納欠損額１０,期別－分
納フラグ１０,期別－期１１,期別－調定更正日１１,期別－保険料額１１,期別－収納金
額１１,期別－延滞金額１１,期別－督促手数料額１１,期別－納期限１１,期別－処分管
理区分１１,期別－処分管理日１１,期別－処分管理理由区分１１,期別－最終領収日１
１,期別－督促納期限１１,期別－調定月１１,期別－不納欠損額１１,期別－分納フラグ
１１,期別－期１２,期別－調定更正日１２,期別－保険料額１２,期別－収納金額１２,期
別－延滞金額１２,期別－督促手数料額１２,期別－納期限１２,期別－処分管理区分１
２,期別－処分管理日１２,期別－処分管理理由区分１２,期別－最終領収日１２,期別－
督促納期限１２,期別－調定月１２,期別－不納欠損額１２,期別－分納フラグ１２,履歴
番号,異動所属コード,異動職員コード,異動ＰＩＤ,データ作成日,データ作成時刻,データ
作成ＰＧ
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先

法改正に伴い、提供先のうち、旧別表第２項番1、
5、30、126、152を削除、主務省令第２条の表の項
番108、161を追加

事前

令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先
①法令上の根拠

番号法第19条第８号　別表第２ 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表 事前

令和6年12月26日

Ⅲ リスク対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保
具体的な方法

・契約書において委託元の承諾を受けることを要
件としており、第三者への委託承諾申請書、委託
先と再委託先との個人情報の機密保持に関する
協定書、委託先代表者及び再委託先の従業者に
ついては規約等に関する誓約書を事前に提出さ
せ、再委託先も委託先同様の安全管理措置を遵
守することを確認する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。

＜略＞
・介護保険システム（現行）においては、必要があ
れば、本市職員が現地調査する。
・介護保険システム（次期）に係るガバメントクラウ
ドにおいては、国による監督及び検査を受けるとと
もに、ISMAP（政府情報システムのためのセキュリ
ティ評価制度）による監査を受審するものとなって
いる

事前

令和6年12月26日

Ⅲ リスク対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定
規定の内容

・特定個人情報の第三者へ開示又は提供を禁止
する。
・特定個人情報の目的外利用を禁止する。
・特定個人情報の複製及び外部へ持出しを禁止す
る。
・情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、特
定個人情報を適切に管理する。
・漏えい事案等が発生した場合に速やかに報告す
る。
・作業期間の過ぎた特定個人情報を完全に消去又
は廃棄する。
・特定個人情報を取り扱う従業者名簿を事前に提
出する。
・従業者等に対して特定個人情報の保護に関して
必要な事項を周知するための必要な措置を講じ
る。
・個人情報の取扱い状況について契約期間内に一
度以上チェックを行い報告する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。
・再委託を原則禁止する。再委託をする場合は、事
前に委託元の承認を必要する。

・特定個人情報の第三者へ開示又は提供を禁止
する
・特定個人情報の目的外利用を禁止する
・特定個人情報の複製については、本市が認める
場合を除き禁止する
・特定個人情報の外部への持ち出しは、委託業務
実施場所以外への持ち出しを禁止する
・情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、特
定個人情報を適切に管理する
・漏えい事案等が発生した場合に速やかに報告す
る
・作業期間の過ぎた特定個人情報を完全に消去又
は廃棄する
・特定個人情報を取り扱う従業者名簿を事前に提
出する
・従業者等に対して特定個人情報の保護に関して
必要な事項を周知するための必要な措置を講じる
・個人情報の取扱い状況について契約期間内に一
度以上チェックを行い報告する
・介護保険システム（現行）においては、必要があ
れば、本市職員が現地調査する。
・介護保険システム（次期）に係るガバメントクラウ
ドにおいては、国による監督及び検査を受けるとと
もに、ISMAP（政府情報システムのためのセキュリ
ティ評価制度）による監査を受審するものとなって
いる
・再委託を原則禁止する。再委託をする場合は、事
前に委託元の承認を必要とする

事前

令和6年12月26日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

<本市における措置>
①生体認証装置を設置した、あらかじめ許可され
た者のみが入室できる場所のサーバラック内の
サーバーに保管し、一部のものは磁気テープに書
き出して保存している。
②紙媒体は、施錠された保管庫に保存している。
＜略＞

<本市における措置>
①生体認証装置を設置した、あらかじめ許可され
た者のみが入室できる場所のサーバラック内の
サーバーに保管し、一部のものは記憶媒体に書き
出して保存している。
②紙媒体は、施錠された保管庫に保存している。
＜略＞
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
　ガバメントクラウドにおいては、政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録された
クラウドサービス内に構成される領域に特定個人
情報ファイルが保管され、認可された者だけがアク
セスできるよう適切な入退室管理策等の物理的対
策を実施するものとなっている。

事前

(別添２)変更箇所



令和7年9月5日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
保管場所　※

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームは、データセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及び
サーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間
サーバーのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームは、政府情報シ
ステムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に
登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はク
ラウドサービス事業者が実施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理
策が適切に実施されているほか、次を満たしてい
る。
・ＩＳＯ/ＩＥＣ27017、ＩＳＯ/ＩＥＣ27018の認証を受けて
いる。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業が保有・
管理する環境に構築する中間サーバーのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース
上に保存される。

事後

特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を相当程度変動させるもので
はないと考えられる変更のた
め

令和6年12月26日

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
その他の措置の内容

・記憶媒体及び紙媒体の保管場所について施錠管
理する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、
サーバーとその周辺機器は無停電電源装置に接
続する。
・火災によるデータ消失を防ぐために、サーバー設
置場所に消火設備を完備する。
・ウイルス対策ソフトの定期的パターン更新を行う。
・定期的にバックアップを行う。

・サーバー設置場所に生体認証装置を設置し、あ
らかじめ許可された者のみが入室できる。
・記憶媒体及び紙媒体の保管場所について施錠管
理する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、
サーバーとその周辺機器は無停電電源装置に接
続する。
・火災によるデータ消失を防ぐために、サーバー設
置場所に消火設備を完備する。
・ウイルス対策ソフトの定期的パターン更新を行う。
・定期的にバックアップを行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
 ・ガバメントクラウドにおいては、政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービス内に構成される領域に特定個
人情報ファイルが保管され、認可された者だけが
アクセスできるよう適切な入退室管理策等の物理
的対策を実施するものとなっている。
 ・本市が管理する業務データは、国及びガバメント
クラウドを構成するクラウド事業者がアクセスでき
ないよう制限されている。
 ・ガバメントクラウドを構成するクラウド事業者は、
ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対
し、脅威検出やDDoS対策を24時間365日講じてい
る。
 ・介護保険システム機能の本市への提供に際して
は、提供環境においてウイルス対策ソフトを導入し
定期的にパターンファイルの更新を行う。また、OS
及びミドルウェアへのセキュリティパッチの適用も
必要に応じて実施する。
 ・特定個人情報を保有するシステムを構築する環
境は、インターネットとは切り離された環境とする。
・本市は特定個人情報ファイルを取り扱うシステム
の稼動状況、業務データの管理状況（バックアップ
実施等）等について確認を行い、システムの適切
な運用の確保に務める。

事前

令和6年12月26日

Ⅲ リスク対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリ
スクに対する措置

＜委託先におよる特定個人情報の不正な提供に
関するリスク＞
・委託先に特定個人情報を保管させない。
・外部媒体へのデータ書き出しをシステム側で禁止
する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。
・再委託先においても委託先と同様の安全管理措
置を遵守することを書面にて確認する。

＜委託先による特定個人情報の保管・消去に関す
るリスク＞
委託契約上、以下の措置をとる旨を規定する。
・データか紙かを問わず、作業期間の過ぎた特定
個人情報は廃棄する。
・委託契約の報告条項に基づき、委託期間の終了
後に廃棄完了の報告を書面にて報告する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。

＜委託先における特定個人情報の不正な提供に
関するリスク＞
・システム運用支援に係る委託作業において、受
託者が印刷作業を行う場合、入退出管理及び監視
カメラ設置がなされた室内で、職員の監視下にて
実施する。

＜委託先による特定個人情報の不正な提供に関
するリスク＞
・介護保険システム開発及び運用保守等委託に関
して、契約書にて委託業務実施場所を本市庁舎内
に限定し、特定個人情報の委託業務実施場所以
外への持ち出しを禁止している。
・本市が認める場合を除き、外部媒体へのデータ
書き出しをシステム側で禁止している。なお、外部
媒体へデータ書き出しを行う場合は暗号化を行う。

＜委託先による特定個人情報の保管・消去に関す
るリスク＞
・データか紙かを問わず、作業期間の過ぎた特定
個人情報は廃棄する
・委託契約の報告条項に基づき、委託期間の終了
後に廃棄完了の報告を書面にて報告する
・介護保険システム（現行）においては、必要があ
れば、本市職員が現地調査する。
・介護保険システム（次期）に係るガバメントクラウ
ドにおいては、国による監督及び検査を受けるとと
もに、ISMAP（政府情報システムのためのセキュリ
ティ評価制度）による監査を受審するものとなって
いる。

事前

重要な変更項目でないため令和7年9月5日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．基本情報
④記録される項目
その妥当性

・４情報：保険料賦課を正確に行うために必要 ・５情報：保険料賦課を正確に行うために必要 事後

令和7年9月5日

ⅣⅤ開示請求
1.特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

金沢市都市政策局広報広聴課市政情報係
920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号
076-220-2348

金沢市総務局文書法制課文書法制係
920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号
076-220-2348

事後 重要な変更項目でないため


